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令和元年９月中川村議会定例会議事日程（第１号）

令和元年９月１０日（火） 午前９時００分 開会

日程第 １ 会議録署名議員の指名

日程第 ２ 会期の決定について

日程第 ３ 諸般の報告

日程第 ４ 議案第 １号 中川村印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定

について

日程第 ５ 議案第 ２号 中川村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例の制定について

日程第 ６ 議案第 ３号 中川村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

日程第 ７ 議案第 ４号 中川村公共下水道条例の一部を改正する条例の制定について

日程第 ８ 議案第 ５号 中川村農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制定につい

て

日程第 ９ 議案第 ６号 中川村営水道条例の一部を改正する条例の制定について

日程第 10 議案第 ７号 中川村辺地対策総合整備計画の変更について

日程第 11 議案第 ８号 平成 30 年度中川村一般会計歳入歳出決算認定について

日程第 12 議案第 ９号 平成 30 年度中川村国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て

日程第 13 議案第 10 号 平成 30 年度中川村介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第 14 議案第 11 号 平成 30 年度中川村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

日程第 15 議案第 12 号 平成 30 年度中川村公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第 16 議案第 13 号 平成 30 年度中川村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て

日程第 17 議案第 14 号 平成 30 年度中川村水道事業決算認定について

日程第 18 議案第 15 号 令和元年度中川村一般会計補正予算（第３号）

日程第 19 議案第 16 号 令和元年度中川村国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第 20 議案第 17 号 令和元年度中川村介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第 21 議案第 18 号 令和元年度中川村公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第 22 議案第 19 号 令和元年度中川村農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

日程第 23 議案第 20 号 令和元年度中川村水道事業会計補正予算（第２号）

日程第 24 一 般 質 問

７番 桂 川 雅 信

（１）半の沢の谷埋め盛土計画について

（２）災害時に一人の犠牲者も出さないために（その３）

（３）条例改正・制定を伴うこれまでの提案の処理について

（４）建築・設備関連の設計業務に関する問題の再発防止策について
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３番 松 澤 文 昭

（１）村の住宅政策について（村営住宅の売却による定住促進について）

（２）（仮称）中川村農業観光交流センター（以下交流センター）の運営方針と組織形態

及び将来ビジョンについて

６番 中 塚 礼次郎

（１）高齢運転者の事故防止対策として、先進安全装備車・誤作動防止機器への補助制

度導入について

（２）陣馬形山（キャンプ場含む）の今後の管理について

５番 松 村 利 宏

（１）防災・減災について
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出席議員（１０名）

説明のために参加した者

職務のために参加した者

議会事務局長 井 原 伸 子

書 記 座光寺 てるこ

１番 片 桐 邦 俊

２番 飯 島 寬

３番 松 澤 文 昭

４番 大 原 孝 芳

５番 松 村 利 宏

６番 中 塚 礼次郎

７番 桂 川 雅 信

８番 柳 生 仁

９番 鈴 木 絹 子

10 番 山 崎 啓 造

村長 宮 下 健 彦 副村長 富 永 和 夫

教育長 下 平 達 朗 総務課長 中 平 仁 司

会計管理者 半 﨑 節 子 住民税務課長 村 澤 ゆかり

保健福祉課長 菅 沼 元 臣 振興課長 松 村 恵 介

建設水道課長 小 林 好 彦 教育次長 松 澤 広 志

代表監査委員 岡 田 俊 彦 監査委員 鈴 木 絹 子
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令和元年９月中川村議会定例会

会議のてんまつ
令和元年９月１０日 午前９時００分 開会

○事務局長 ご起立願います。（一同起立）礼。（一同礼）ご着席ください。（一同着席）

○議 長 おはようございます。（一同「おはようございます」）

ご参集ご苦労さまです。

ただいまの出席議員数は全員です。定足数に達しておりますので、ただいまから令

和元年９月中川村議会定例会を開会します。

これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程はお手元に配付したとおりです。

ここで村長のあいさつをお願いいたします。

○村 長 おはようございます。（一同「おはようございます」）

中川村定例９月議会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、ご多

用のところ定刻に参集いただきまして、まことにありがとうございます。

猛暑続きでありました８月を過ぎまして、朝晩の涼しさを感じられるようにもなり

ましたけれども、台風一過、暑さのぶり返しもここ数字と思われ、これから収穫の秋

に向けて、米、梨、リンゴ、ブドウなど、農家の一年の取り組みの結果があらわれる

楽しみ多い季節に入ってまいります。昨年は、例年より１週間も早く９月１日からの

稲刈りが始まりましたけれども、その途端に長雨に見舞われまして収穫が思うように

いかなかったことをあわせ考えますと、収穫を阻む雨降りが長く続かないことを願う

ばかりであります。

果樹農家にお聞きしますと、４月の霜の被害に遭ったリンゴ、梨は玉伸びも思わし

くなく、また７月の長雨の後、この猛暑続きでブドウも品種によっては果実の割れが

ひどいとのこと、また市田柿も思うように結実していないという農家も多く、少し心

配でもあります。

昨年９月７日には、北海道胆振東部地震が発生をしまして死者 37 人を出す大災害

となりました。毎年のように続く自然災害は、ことしも佐賀・福岡県など九州地方で

停滞する線状降水帯により記録的な大雨を降らせ、死者３人を含む災害を引き起こし

ております。

昨日も首都圏を中心に、台風 15 号が強風を伴いまして、この風に飛ばされ、また倒

れた樹木の下敷きになり２名の方が亡くなっております。建築仮設の倒壊、そして送

電鉄塔の倒壊による大規模な停電が今も続いているようであります。大雨による浸水

被害も引き起こしてきておるところでありました。

９月は、台風が日本列島に近づき、上陸、縦断する最も多くなる月でもあります。

警戒を怠らず、自主防災組織と連絡を密にし、空振りを恐れず避難指示等を早目に出

すことで被害に遭う村民が出ないよう、事に当ってまいります。

内閣府発表の８月月例経済報告によりますと、日本の経済基調判断として、１「景
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気は、輸出を中心に弱さが続いているものの、緩やかに回復している。」、２「個人消

費は、持ち直している。」、３「設備投資は、このところ機械投資に弱さが見られるが、

緩やかな増加傾向にある。」、４「輸出は、弱含んでいる。」、５「雇用情勢は、着実に

改善している。」と分析しつつ、先行きにつきましては、米中の通商問題を巡る緊張の

増大が世界経済に与える影響に注意をしていくとともに、中国経済の先行き、ヨーロッ

パを初め海外経済の動向と政策の不確実性に留意が必要であるというふうにしており

ます。

８月 23 日には、日米間での２国間の貿易交渉が大枠まとまったという報道がされ

ました。農産物の貿易に関しましては、多くがＴＰＰ11 の水準で合意に達したものの、

自動車・同部品、工業製品を含めて、米国の満足度が高い内容になったのではないか

と邪推しつつも、ＴＰＰ11の発効と同時に、豚肉を初め乳製品が前倒し輸入されたこ

とを踏まえますと、米国の巨大な農畜産物生産力が中国市場にかわり日本に押し寄せ

るのではとの心配をいたすところであります。

村内には大きな企業はありませんけれども、７月に長く事業を続けておりました食

品製造会社が倒産に至りました。常雇用 20 人を超える企業であっただけに、非常に残

念な結果であります。

10 月１日を基準日として消費税が２％上乗せされ 10％課税となります。消費に及

ぼす影響、ひいては経済に与える影響がどうなるのか心配でもあります。

さて、本議会で審議いただくことは、１つに、条例の一部改正及び辺地総合対策事

業計画の変更につきましてなど７本の議案を審議いただくこと、２つに、平成 30 年度

中川村一般会計決算及び国民保険事業会計を初めとする５つの特別会計決算並びに水

道事業会計の７会計の決算をご審議いただくこと、３つ目が令和元年度中川村一般会

計及び特別会計並びに水道事業会計補正予算を審議いただくことであります。そして、

任期満了を迎えます中川村教育委員１名と人権擁護委員１名の任命議案、推薦に関す

る諮問案件をご審議いただくことでございます。

前年度会計決算につきましては、ボリュームのある内容になっております。年間の

取り組みの到達点、成果と今後の課題も含めて、担当部署から丁寧な説明に心がけて

まいりますので、よろしくお願いをいたします。

今議会で上程いたします全ての議案につきましては、慎重な審議の上に、何とぞご

承認賜わりますようお願いを申し上げまして、議会開会のごあいさつといたします。

○議 長 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

本定例会の会議録署名議員は、議会会議規則第 127 条の規定により４番 大原孝芳

議員、５番 松村利宏議員を指名します。

日程第２ 会期の決定についてを議題とします。

本定例会の会期については、過日、議会運営委員会を開催し協議しています。

この際、議会運営委員長の報告を求めます。

〇議会運営委員長 では、過日行いました議会運営委員会について報告いたします。

皆さんのお手元に定例会の予定表が配付されておりますが、本定例会の会期を本日
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９月 10 日から９月 25 日までの 16 日間とするものです。

次に日程ですが、本日は、議案第１号から議案第６号までの条例案件と議案第７号

の一般議案について上程から提案理由の説明、質疑、討論、採決までをお願いします。

続いて、議案第８号から議案第 14 号までの平成 30 年度各会計決算については上程

から提案理由の説明、質疑までを行い、質疑の後、特別委員会付託としてください。

議案第 10 号から議案第 20号までの各会計補正予算については、上程から提案理由

の説明、質疑、討論、採決までお願いします。

引き続き一般質問を行います。

11 日は、午前９時から本会議をお願いし、一般質問を行います。

一般質問終了後、議会全員協議会を行います。

12 日から 13 日まで及び 17 日から 19 日の５日間は委員会の日程とします。以上の

委員会日程の中で付託案件の委員会審査をお願いします。

20 日及び 24 日は議案調査とします。

最終日の 25 日は、午後２時から本会議を行い、平成 30 年度各会計決算の特別委員

会委員長報告、質疑、討論、採決を行います。

次に、議案第 21 号及び諮問第１号の人事案件について説明、質疑、討論、採決を行

います。

追加議案等については、当日の日程でお知らせし、上程から提案理由の説明、質疑、

討論、採決までお願いする予定です。

なお、議場内においては、６月の定例会と同様にノーネクタイ、上着自由とします

ので、承知おきください。

以上が今定例会の会期及び日程ですが、円滑な議会運営ができますようここにお願

いして、報告とさせていただきます。

○議 長 お諮りします。

本定例会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり本日から９月 25 日までの 16 日

間としたいと思いますが、ご意義ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から９月 25 日までの 16 日間と決定

しました。

日程第３ 諸般の報告を行います。

初めに、監査委員会ら例月出納検査の報告があり、写しをお手元に配付しておきま

したので、ごらんいただきご了承願います。

次に、平成 30 年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の状況について

は、報告書の写しをお手元に配付しておきましたので、ごらんいただき、この件に関

しては後ほど時間をとり説明を受ける予定ですので、ご承知おきください。

次に、去る６月定例会において可決された義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を

求める意見書、国の責任による 30 人以下学級推進と教育予算の増額を求める意見書、

消費税の複数税率導入中止を求める意見書、新たな過疎対策法の制定に関する意見書
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につきましては、内閣総理大臣を初め関係各機関へ提出しておきましたので、ご了承

願います。

次に、本定例会に提出される議案は一覧表としてお手元に配付しておきましたので、

ご了承願います。

以上で諸般の報告を終わります。

日程第４ 議案第１号 中川村印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する

条例の制定について

を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

〇住民税務課長 議案第１号 中川村印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定

について提案説明を申し上げます。

例規集第１巻 401 ページからとなります。

新旧対照表とあわせてごらんください。

今回の改正は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の公布に伴い印鑑登

録証明事務処理要領の一部が改正され、旧姓、条例では「旧氏」と表記しますが、旧

姓の印鑑を実印として登録し、印鑑登録証明書に旧氏を記載できるようにするため所

要の改正を行うものでございます。

11 月５日から住民票、マイナンバーカードに旧氏を併記する制度が税国共通で始ま

りますが、印鑑登録制度は国の制度ではなく自治体の条例によって定められている制

度であることから、今回改正するものでございます。

第５条第６条第 10条第 13 条では氏名、氏、名の字句に旧氏を追加する改正であり、

第５条第２項第１号は法律改正に合わせ規定の整備を行うものでございます。

第 10 条第２項は、字句の削除、その他は字句の修正となります。

施行期日は、住民票等に旧氏を併記できるようになります令和元年 11 月５日でご

ざいます。

また、旧氏の併記を希望する場合は、役場で請求手続が必要となります。

以上、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議 長 説明を終わりました。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 質疑なしと認めます。

次に討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 討論なしと認めます。

これから採決を行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
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〔賛成者挙手〕

○議 長 全員賛成です。したがって、議案第１号は原案のとおり可決されました。

日程第５ 議案第２号 中川村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例の制定について

を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

〇振興課長 議案第２号について説明いたします。

提案理由は、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬の額に年額を追

加するため本案を提案するものです。

例規集第１巻 736 ページの特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する

条例第１条の報酬の額において別表 761 ページの農業委員会の委員及び農地利用最適

化推進委員の報酬について、月額に「年額」「能率報酬として予算の範囲内で村長が定

める額」を追加するものです。

内容につきましては、委員が取り組む農地の集積、集約化、遊休農地の発生防止・

解消など農地利用の最適化にかかわる活動に応じて国から交付される農地利用最適化

交付金を原資に、月額報酬に加え年額報酬を支給できるようにするものです。

施行期日は公布の日からになります。

以上、審議のほどよろしくお願いをいたします。

○議 長 説明を終わりました。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 質疑なしと認めます。

次に討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 討論なしと認めます。

これから採決を行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

○議 長 全員賛成です。したがって、議案第２号は原案のとおり可決されました。

日程第６ 議案第３号 中川村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

〇住民税務課長 議案第３号 中川村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について提案

説明を申し上げます。

例規集第１巻 2065 ページです。
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今回の改正は、厚生労働省保健局国民健康保険課からの通達により、国民健康保険

税の旧被扶養者減免の応益割である均等割、平等割に係る減免措置の期間を定めるた

め所要の改正を行うものでございます。

中川村国民健康保険税条例第 26 条第１項第２号には被用者保険の被保険者本人が

後期高齢者医療制度に移行することに伴い被用者保険の被扶養者から国民健康保険の

不保険者となった者、旧被扶養者といいますが、この旧被扶養者の負担が増えること

から、激変緩和措置として軽減措置が定められています。この旧被扶養者減免につい

て、制定附則第 14 項により後期高齢者医療制度が始まって以来、当分の間として減免

の措置が行われていますが、今回、応益割の減免期間を資格取得日の属する月以後２

年を経過する月までとする規定に改正するものでございます。

続きまして附則をお願いいたします。

施行期日は公布の日からとし、平成 31 年４月１日からの適用となります。

また、旧被扶養者減免に係る応能割である所得割、資産割の減免は、資格取得日の

属する月から２年を経過した後も、当分の間、引き続き継続するものでございます。

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議 長 説明を終わりました。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 質疑なしと認めます。

次に討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 討論なしと認めます。

これから採決を行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

○議 長 全員賛成です。したがって、議案第３号は原案のとおり可決されました。

お諮りします。

日程第７ 議案第４号、日程第８ 議案第５号及び日程第９ 議案第６号の３議案

は、消費税法の改正に伴うもので関連がありますので、議会会議規則第 37条の規定に

よる一括議題としたいと思いますが、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 異議なしと認めます。

日程第７ 議案第４号 中川村公共下水道条例の一部を改正する条例の制定につい

て

日程第８ 議案第５号 中川村農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の

制定について
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日程第９ 議案第６号 中川村営水道条例の一部を改正する条例の制定について

以上の３議案を一括議題とします。

提案理由の説明を求めます。

〇建設水道課長 議案第４号について説明いたします。

提案理由ですが、消費税の改正に伴い使用料表示を改正するため本案を提出するも

のであります。

例規集の該当ページは第２巻の 1431 ページになります。

改正の内容につきましては、新旧対照表での説明とさせていただきます。

第 19 条中、下線を引いた部分「合計額に、1.08 を乗じて得た」を削り、別表第１、

第 19条関係の下線を引いた部分、使用料の額を総額表示に改めるものであります。

なお、附則で、この条例の施行期日を令和２年１月１日から適用するものとします。

続きまして、議案第５号について説明いたします。

提案理由ですが、消費税の改正に伴い使用料表示を改正するため本案を提出するも

のであります。

なお、例規集の該当ページにつきましては第２巻の 1470 ページになります。

改正の内容につきましては、新旧対照表での説明とさせていただきます。

第８条第２項中、下線を引いた部分「合計額に、1.08 を乗じて得た」を削り、別表

第２、第８条関係の下線を引いた部分、使用料の額を総額表示に改めるものでありま

す。

なお、附則で、この条例の施行期日を令和２年１月１日から適用するものとします。

続きまして、議案第６号をお願いいたします。

議案第６号について説明いたします。

提案理由ですが、消費税の改正に伴い料金表示を改正するため、また水道法の改正

により条ずれに伴い改正をするため本案を提出するものであります。

例規集の該当ページは第２巻の 2516 ページから 2518 ページになります。

改正の内容につきましては、新旧対照表での説明とさせていただきます。

第 24 条第１項中、下線を引いた部分「合計額に、1.08 を乗じて得た」を削り、別

表第１、第 24 条関係の下線を引いた部分、使用料の額を総額表示に改めるものであり

ます。

次に、第 28 条第１項中、下線を引いた部分「の額に 1.08 を乗じて得た金額」を削

り、別表第２、第 28 条関係の下線を引いた部分、加入金の額を総額表示に改めるもの

であります。

次に、第 35条第１項中、下線を引いた部分「第５条」を「第６条」に改めます。

なお、附則で、この条例の施行期日は、過入金につきましては令和元年 10 月１日か

ら、使用料につきましては令和２年１月１日から適用するものとします。

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議 長 説明を終わりました。

これから質疑を行います。
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質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 質疑なしと認めます。

次に討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 討論なしと認めます。

これから採決を行います。

初めに議案第４号の採決を行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

○議 長 全員賛成です。したがって、議案第４号は原案のとおり可決されました。

次に議案第５号の採決を行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

○議 長 全員賛成です。したがって、議案第５号は原案のとおり可決されました。

次に議案第６号の採決を行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

○議 長 全員賛成です。したがって、議案第６号は原案のとおり可決されました。

日程第 10 議案第７号 中川村辺地対策総合整備計画の変更について

を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

〇総務課長 議案第７号について提案説明申し上げます。

提案理由は、中川村辺地対策総合整備計画に掲げた事業に費用の変更が生じたため、

計画の一部を変更すべく、辺地に係る公共的施設の整備のための財政上の特別措置に

関する法律の規定により本案を提出するものであります。

現在、美里地区において村道矢田黒牛線の改良工事を進めておりますが、この事業

は中川村辺地対策総合整備計画の中に上北山方辺地の整備計画として位置づけること

で財政上有利な辺地対策事業債が活用できています。施工箇所の地形的な条件が厳し

いことから整備計画に掲げた事業費を大きく上回ることとなりましたので、計画を変

更するものであります。

具体的な変更箇所は、整備計画書の裏面、公共的施設の整備計画の表中、村道矢田

黒牛線の事業費を 1億 8,310 万円に変更するものであります。

以上、よろしくご審議をお願いいたします。

○議 長 説明を終わりました。

これより質疑を行います。

○８ 番 （柳生 仁） ただいま報告がありました辺地債の辺の変更でございますが、地元
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の者としてちょっとお聞きしますが、なかなか工事が難航しておりまして、３年かけ

てやっと 100ｍばかできるのかなあっていうような、本当に苦労しておりまして、そ

れにつきましては本当に感謝の気持ちでいっぱいであります。と同時に、やっぱり子

どもたちの通学路、それから地元の高齢者の生活道路っていう部分もあったりして、

早期に、また完成してもらいたいし、また陣馬形の観光道路としても主要道路であり、

観光客はあそこに来ると狭いなあって言って苦労しておるようであります。このもの

があと何年くらいで、もし完成できるかおわかりでしたらお聞きしたいと思いますけ

ども。

〇建設水道課長 財政の計画につきましては、財政部局のほうと調整をかけながら、大きな事業等を

踏まえてスケージュールを立てていくんですけれども、過去には、例えば村営住宅を

つくった等につきましては、かなり金額等が抑制をされてきた部分もございます。そ

ういった中で、ここ何年かは大型の金額、5,000 万円弱というような全体金額をつけ

ていただきまして事業を進めてきました。そうですね、あと４～５年は何とかある程

度の整備をしたいなあというふうには考えております。

○議 長 ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 これで質疑を終わります。

次に討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 討論なしと認めます。

これから採決を行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

○議 長 全員賛成です。したがって、議案第７号は原案のとおり可決されました。

お諮りします。

日程第 11 議案第 ８号 平成 30 年度中川村一般会計歳入歳出決算認定について

日程第 12 議案第 ９号 平成 30 年度中川村国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算認定について

日程第 13 議案第 10 号 平成30年度中川村介護保険事業特別会計歳入歳出決算認

定について

日程第 14 議案第 11 号 平成30年度中川村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について

日程第 15 議案第 12 号 平成30年度中川村公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

認定について

日程第 16 議案第 13 号 平成30年度中川村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算認定について

日程第 17 議案第 14 号 平成 30 年度中川村水道事業決算認定について
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以上の７議案は平成 30 年度の決算であり関連がありますので、議会会議測第 37 条の

規定により一括議題としたいと思いますが、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 異議なしと認めます。したがって、日程第 11 議案第８号から日程第 17 議案第

14 号までを一括議題とします。

提案理由の説明を求めます。

〇会計管理者 議案第８号から議案第 13 号までの平成 30 年度各会計歳入歳出決算書について説明

をいたします。

初めに議案第８号、中川村一般会計歳入歳出決算書からお願いいたします。

まず３ページの表中、一番下の歳入合計の行、収入済み額をごらんください。平成

30 年度の歳入決算額は 34 億 3,697 万 4,347 円です。次に５ページの表中、一番下の

歳出合計の行の支出済額をごらんください。歳出決算額は 32 億 1,326 万 6,616 円で、

歳入歳出引き差引残高は、５ページにありますとおり 2億 2,370 万 7,731 円です。

次に、後ろのほうに行きますが、決算書 95 ページの実質収支に関する調書をごらん

ください。

１ 歳入総額から３ 歳入歳出差引額までは、ただいま申し上げたとおりです。

４ 翌年度へ繰り越すべき財源の（２）繰越明許費繰越額 2,608 万 1,396 円は明許

繰り越しの一般財源であります。

３の歳入歳出差引額から（２）の繰越明許費繰越額を差し引いた５の実質収支額は

1億 9,762 万 6,335 円となります。

歳入歳出総額は、前年度に比べ歳入決算額で 4億 6,278 万 3,189 円 11.9％、歳出決

算額で 4 億 5,916 万 1,965 円 12.5％、繰越明許費繰越額を差し引いた実質収支額で

2,745 万 3,420 円 12.2％、それぞれ減となっています。

続いて１ページに戻っていただき歳入歳出決算書の款、項の内容について説明いた

します。

なお、説明は、決算上、大きな金額や特徴的な事項を中心に申し上げます。

また、金額については 1,000 円単位で申し上げますので、お願いいたします。

まず、歳入、１款の村税は、収入済額 4億 6,720 万 1,000 円で、前年度比 207 万 9,000

円、0.4％の減となりました。このうち村民税が 2億 400 万 3,000 円で、前年に比べ個

人村民税は 2.9％、法人村民税は 1.1％と、それぞれ増となり 545 万 9,000 円、2.9％

の増となりました。

２項の固定資産税は 2億 1,876 万円で、前年度比 935 万円、4.1％の減となっていま

す。

軽自動車税、たばこ税、入湯税は、それぞれすべて増額とし、３税合計が 4,478 万

9,000 円で、前年度対比 216 万 3,000 円増となりました。

不納欠損は、固定資産税と軽自動車税で合計 14 件 10 万 3,000 円、収入未済額は

1,256 万 3,000 円で、村税全体の徴収率は 97.4％、前年度に比べ 0.5 ポイント減って

います。
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２款の地方譲与税は 5,055 万 8,000 円、３款の利子割交付金は 97 万 9,000 円で、前

年度に比べそれぞれ増えています。

４款の配湯割交付金は 166 万 1,000 円、５款の株式等譲渡所得割交付金は 138 万

8,000 円で、前年度と比べそれぞれ減っています。

６款の地方消費税交付金は 8,578 万 9,000 円で、前年度比 354 万 9,000 円増となっ

ています。内訳は、一般財源として 4,593 万 6,000 円、社会保障財源分とし 3,985 万

3,000 円です。

８款の自動車取得交付税は 1,196 万 9,000 円で、前年度に比べ 86万 3,000 円減って

います。

11 款の地方特例交付金は 239 万 2,000 円で、前年度に比べ 24 万円増となっていま

す。

12 款の地方交付税は 17 億 5,956 万 1,000 円で、このうち普通交付税は 16 億 5,598

万 9,000 円、特別交付税は 1億 357 万 2,000 円で、地方交付税全体では前年度比 776

万 4,000 円、0.4％の減となりました。

２ページ、13 款の交通安全対策特別交付金は、前 29 年度は 55 万 1,000 円ございま

したが、30年度はなく皆減となりました。

14 款の分担金及び負担金は 3,182 万 5,000 円で、前年度比 2,071 万 7,000 円の減と

なっています。分担金が 156 万 1,000 円、負担金は 2,896 万 8,000 円です。負担金の

主なものは保育料 2,437 万 6,000 円、そのほかに児童クラブ、受託保育、老人施設入

所者負担金などがございます。負担金の収入未済額は 47 万 4,000 円、ほとんどが保育

料分であります。

15 款の使用料及び手数料は 6,237 万 9,000 円で、うち使用料が 5,674 万円、前年度

対比 1,138 万 4,000 円増えています。主なものは住宅使用料で、ラ・メゾン中組の 10

戸の新規入居も始まり 4,209 万 7,000 円です。収入未済額の 74 万 5,000 円は住宅使

用料の８戸分となります。手数料は 563 万 8,000 円で、前年度に比べ減っております。

16 款の国庫支出金は 1億 7,589 万 8,000 円で、前年度比 2,761 万 1,000 円の減で、

まず、国庫負担金は 1億 2,893 万 9,000 円、主なものは児童福祉や社会福祉の民生費

1億 1,863 万 4,000 円、公共土木施設災害復旧費の 1,022 万 9,000 円です。国庫負担

金、前年度比は 12.3％の増となります。

次に、国庫補助金は 4,470 万 5,000 円で、収入未済額は 1,951 万 5,000 円、これは

教育費の明許繰り越しで冷房設備対策臨時特例交付金となります。国庫補助金、前年

度比は 48.8％の減となります。

また、委託費は 225 万 4,000 円、主なものとし国民年金の事務費です。

17 款の県支出金は 2億 734 万 6,000 円、県負担金は 9,755 万 1,000 円で、主なもの

は民生費 6,162 万 4,000 円、農林水産業費 3,521 万 8,000 円です。

県補助金は 9,447 万 6,000 円で、収入未済額 6,547 万円は明許繰り越しで農業費の

担い手確保経営強化と地籍調査費及び農林施設の災害復旧の県補助金です。

委託金は 1,429 万 3,000 円。
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県支出金全体では前年度比 1,244 万 9,000 円、5.7％の減となっています。

18 款の財産収入は 1,048 万円です。立木売り払いや物品売却収入等で、前年度に比

べ 320 万 9,000 円の増となっています。

19 款の寄附金は 2,780 万 2,000 円です。一般・教育・ふるさと応援寄附金は増額と

なり、新たに企業版ふるさと納税の寄附も受け入れ、寄附金全体では前年度比 2,536

万 4,000 円の増となっています。

20 款の繰入金は 200 万円、ふるさと創生基金の一部を取り崩し繰り入れたもので

す。

３ページ、21 款 繰越金 2 億 2,732 万 8,000 円は、前年度、平成 29 年度繰越金 2

億 2,507 万 9,000 円と繰り越し事業充当繰越金 224 万 9,000 円で、繰越金全体では前

年度比 1,390 万 5,000 円の減となっています。

22 款の諸収入は 3,011 万 4,000 円で、村民税や固定資産税などの延滞金が 74万円、

各種雑入は 2,930 万 5,000 円で、消防団員の退職報償金や健康診査個人負担金、コミュ

ニティー助成事業などであります。

23 款の村債は 2億 8,030 万円、前年度比 2億 5,045 万円、47.2％の減です。内訳は、

過疎対策事業債 1億 9,760 万円、辺地対策事業債 190 万円、緊急防災・減災事業債 250

万円、補助災害復旧事業債 730 万円などとなっています。

なお、村債に係る収入未済額 1億 8,940 万円は、過疎対策事業の陣馬形の森公園と

村道新設整備事業分とし 8,590 万円、辺地対策事業債分 4,980 万円、緊急防災・減災

事業債の非常用電源設備の更新等で1,860万円、学校教育施設等の整備事業債で3,400

万円など、繰り越し事業に係る収入未済財源となります。

平成 30 年度末一般会計の税金、負担金、使用料の未収金額全体の状況は、未集金額

1,378 万 4,000 円で、前年度比 274 万 4,000 円と増えています。

以上が歳入の決算内容であります。

続いて歳出について説明いたします。

４ページをごらんください。

１款の議会費は支出済額 5,693 万 7,000 円で、前年度比 88 万 7,000 円の増です。

２款の総務費は 7億 642 万 3,000 円で、総務管理費が 6億 4,845 万 4,000 円、防災

対策事業において平成 29 年からの繰り越し事業での指定避難所空調施設関係が完成

しました。総務費全体では前年度比 1億 9,088 万 5,000 円、21.2％の減となっていま

す。

なお、翌年度繰越額 1,863 万円は、非常用電源工事関係に係る歳出を翌年度に繰り

越したものです。

３款の民生費は 6億 9,446 万 3,000 円、前年度比 323 万 4,000 円の増となっていま

す。

１項 社会福祉費が 4億 3,433 万 6,000 円で、うち国民健康保険、介護保険、後期

高齢者医療等の特別会計への繰出金が３会計合計 1億 2,239 万 8,000 円でした。

２項の児童福祉費は 2億 6,012 万 7,000 円で、児童手当、保育園、児童クラブの運
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営などです。

４款の衛生費は 1億 5,923 万 4,000 円で、前年度比 178 万 3,000 円の増となってい

ます。

６款の農業水産事業費は 3億 4,924 万 4,000 円、前年度比 1,203 万 2,000 円の減と

なっています。

１項の農業費が 2億 8,800 万 8,000 円で、前年度比 2,805 万 6,000 円減。農業集落

排水事業の特別会計への繰出金は 9,600 万円です。翌年度の繰越額 5,065 万 7,000 円

のうち農業振興事業の農業担い手支援、担い手確保経営強化支援事業補助金として

4,715 万 2,000 円、国土調査事業の委託料とし 350 万 5,000 円をそれぞれ翌年度歳出

に繰り越したものです。

２項の林業費は 6,123 万 5,000 円で、前年度比 1,602 万 3,000 円の増となっていま

す。

７款の商工費は 8,639 万 6,000 円で、前年度比 4,161 万円の増となっています。

また、翌年度繰越額 2,020 万 2,000 円は、観光施設管理事業の陣馬形の森公園、ト

イレ建設と駐車場整備関連として翌年度に歳出を繰り越したものです。

８款の土木費は 3 億 5,163 万 7,000 円、うち道路橋梁費は平成 29 年度からの繰り

越し事業、村道２路線も含め2億1,253万2,000円で、翌年度繰越額1億1,775万 1,000

円は、道路維持管理事業で２路線、道路新設改良事業で３路線分を翌年度歳出に繰り

越したものです。

都市計画費は1億 2,250 万 7,000円で、うち公共下水道事業への繰出金は 1億 1,300

万円です。

土木費全体では、前年度比 3億 6,120 万 1,000 円減額となっています。

９款の消防費は 9,856 万 3,000 円で、前年度比 1,655 万 9,000 円の減となっていま

す。

教育費は 10款、2億 9,581 万 2,000 円です。

２項の小学校費は 5,011 万円、翌年度繰越額 4,001 万 6,000 円は、東小学校で 2,445

万 8,000 円と西小学校で 1,555 万 8,000 円、両校とも教室エアコン設置関係を翌年度

歳出に繰り越したものです。

３項の中学校費は 5,009 万 4,000 円で、翌年度繰越額 2,802 万 8,000 円は、同じく

教室エアコン設置関係を翌年度歳出に繰り越したものです。

教育費全体では前年度比 3,151 万 4,000 円、11.9％の増となっております。

11 款の災害復旧費については 3,341 万 9,000 円で、農林施設災害復旧費が 1,559 万

4,000 円、翌年度繰越額 1,502 万 3,000 円は林業施設の林道四徳東線関係を翌年度歳

出に繰り越したものです。

公共土木施設災害復旧費は 1,782 万 3,000 円です。

12 款の公債費は 3億 8,113 万 4,000 円で、前年度比 906 万 4,000 円の増となってい

ます。

以上が歳出です。
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なお、６ページ以降の歳入歳出決算事項別明細書については、説明を省略させてい

ただきます。

次に、後ろのほう 96 ページの財産に関する調書をごらんください。

公共用財産として土地、建物の増加がありました。

99 ページ、４の基金ですけれども、積み立ては財政調整基金 90 万円、減債基金 5

万円、公共施設整備基金へ 1億 1,000 万円など、積み立て合計は 1億 6,987 万 6,000

円で、ふるさと応援基金から 200 万円の取り崩しを行いました。年度末現在高は、財

政調整基金の 10 億 7,740 万円など、13 基金会計合計で 23 億 571 万 3,000 円、前年度

に比べ 1億 6,795 万円の増となっています。

100 ページ以降の基金運用の状況については、説明を省略させていただきます。

一般会計の決算書については以上とさせていただき、次に決算報告書をお願いいた

します。

決算報告書の１ページをごらんください。

決算収入の状況ですが、⑤の平成 30 年度実質収入額 1 億 9,762 万 6,000 円から平

成 29 年度の実質収支額 2億 2,507 万 9,000 円を差し引いた⑥の単年度の収支額マイ

ナス 2,745 万 3,000 円に⑦の財政調整基金積み立て 90 万円、⑧の繰上償還はゼロで

したが、それらを加え、⑩の実質単年度収支額はマイナス 2,655 万 3,000 円となりま

す。この実質単年度収支は、その年度の債権、債務の増加を控えようとしようとする

指標です。

次に、６ページの地方債をごらんください。

平成 30 年度の発行額は 2億 8,030 万円、元利償還額は 3億 8,113 万 2,000 円で、年

度末現在高は合計で 28 億 4,689 万 8,000 円となっています。

一般会計の平成 30 年度末現在の中川村の地方債残高は、前年度に比べ 8,823 万

6,000 円減少しています。

借入残高のうち過疎対策債と臨時財政対策債の合計が 23 億 2,620 万 3,000 円で、

全体の 81.7％を占めています。

15 ページをごらんください。

経常収支比率は、人件費、公債費などの経常的経費に村税、普通交付税などの経常

一般財源がどの程度充当されているかを示す比率で、平成 30 年度は 82％で、前年度

に比べ 3.1％の増となっています。

17 ページをごらんください。

実質公債費比率は、一般会計などが負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財

源規模に対する比率の過去３年間の平均値であり、前年度比 0.1 ポイント下がって

2.2％と、この数値はここ数年低減してきています。

18 ページの財政力指数は地方公共団体の財政力を示す指数で、指数が高いほど普通

交付税算定上の留保財源が大きいこととなり、財源に余裕があると言えます。平成 30

年度は 0.227 で、前年度比 0.005 ポイント高くなりました。

以上が主な財源指標であります。
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これらの数値から見ますと、中川村の財政は厳しいながらもおおむね健全な運営が

図られています。

しかしながら、多額の国債発行残高が見られるように、国の厳しい財政状況からす

ると、村の歳入構成比で 51.2％と大きな比率を占める地方交付税の動向など、歳入に

関しては不安定な要素があります。今後とも財源確保に努めながら計画的かつ効率的

な財政運営に努めてまいります。

次に特別会計決算ですが、最初に議案第９号、中川村国民健康保険事業特別会計歳

入歳出決算書をお願いいたします。

オレンジ色の中表紙となりますが、国保１ページの歳入合計の行で収入済額をごら

んください。平成 30 年度の歳入決算額は 4億 5,395 万 1,022 円です。

次に、国保 3 ページの歳出合計の支出済額をごらんください。歳出決算額は 4 億

4,675 万 4,152 円で、歳入歳出差引額は 719 万 6,870 円です。前年度と比べると、歳

入歳出それぞれ減っております。29 年度までは中川村国民健康保険、いわゆる市町村

国保でしたが、平成 30 年度より長野県中川村国民健康保険、いわゆる県国保となった

ことにより、歳入歳出項目、内容も変わりました。

１款の国民健康保険税は、収入済額 1億 2,960 万 9,000 円で、前年度比 620 万 1,000

円減っております。

不納欠損額は 26 件 10 万 9,000 円で、収入未済額は 466 万 1,000 円、前年度と比べ

138 万 6,000 円増えています。

徴収率は前年度比 1.5 ポイント減の 95.57％であります。

国庫支出金、療養給付費交付金、前期高齢者交付金、共同事業交付金は全て項目自

体がなくなり、８款の県支出金は、今までの１項 県負担金、２項 県補助金、それ

ぞれなくなり、国庫支出金等にかわって県支出金の第３項 県負担金、補助金となり、

金額は 3億 1,430 万 4,000 円です。

13 款の繰入金は 2,320 万 1,000 円で、一般会計からの繰入金で、30 年度も国保支払

い準備基金からの繰入金はなく、全額一般会計からの繰り入れです。

次に２ページからの歳出ですが、２款の保険給付費は 3億 744 万 4,000 円、前年度

に比べ 2,384 万円の減となっています。

以前の後期高齢者支援金等と前期高齢者納付金と介護保険納付金、共同事業拠出金

は全てなくなり、皆減となりました。かわりに３款 国民健康保険事業納付金という

ことで、それらをまとめた形となり、金額は 1億 3,046 万 6,000 円です。

次に、国保 17 ページの財産に関する調書をごらんください。

国保支払準備基金は、基金利子分を含む 5万円を積み立て、取り崩しはなく、年度

末の残高 2,535 万円となっています。

次に、議案第 10 号、中川村介護保険事業特別会計歳入歳出決算書をお願いします。

介護１ページの平成 30 年度の歳入決算額は 6億 3,875 万 5,140 円です。介護２ペー

ジの歳出決算額は 6,343 万 3,105 円で、歳入歳出差引額は 442 万 2,035 円です。前年

度に比べ、歳入は 3,742 万円、歳出は 4,428 万 9,000 円、それぞれ増えております。
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介護１ページをごらんください。

歳入の１款 保険料は 1億 2,658 万 8,000 円で、第７期介護保険事業計画の初年度

なので、基本保険料率は変わっております。前年度に比べ 878 万 6,000 円の増となり

ました。

収入未済額は、対象者 15 名で 129 万 3,000 円です。

保険料徴収率は、前年度に比べ 0.2 ポイント下がり 99％となっています。

４款の国庫支出金は 1億 5,707 万 4,000 円、５款 支払基金交付金は 1億 6,003 万

4,000 円、６款の県支出金は 8,836 万 8,000 円、それぞれ介護保険の保険給付費と地

域支援事業費に充てられる収入です。

10 款の繰入金は 9,376 万 6,000 円で、一般会計から 8,476 万 6,000 円と介護給付費

準備基金から 900 万円それぞれ繰り入れました。

２ページの歳出、２款の保険給付費は 5億 8,286 万 8,000 円、うち主なものは介護

サービス給付費等諸費が5億 7,200 万 9,000 円。高額介護サービス費が 1,037万 3,000

円で、保険給付費全体では前年度と比べ 4,470 万円増えております。

５款の地域支援事業は 3,429 万 7,000 円、前年度に比べ 765 万 5,000 円、28.7％の

増で、うち 2,135 万 4,000 円で高齢者への介護予防事業を実施しています。

次に介護 16 ページの財産に関する調書をごらんください。

介護給付費準備基金は、積み立ては行わず、900 万円を取り崩し、年度末残高 1,000

万円となっております。

次に、議案第 11 号、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書をお願いいたします。

後期１ページの平成 30 年度の歳入決算額は 5,510 万 9,609 円です。後期２ページ

の歳出決算額は 5,488 万 6,309 円で、翌年度繰越額は 22 万 3,300 円となります。前年

度に比べ、歳入は 307 万 9,000 円、歳出は 302 万 4,000 円、それぞれ増えております。

後期１ページの１款 後期高齢者医療保険料は 4,050 万 4,000 円で、前年度に比べ

288 万円の増。

収入未済額は 13 万 8,000 円、保険料の徴収率は前年度に比べ 0.06 ポイント下がっ

て 99.66％となっています。

４款の繰入金は、一般会計からの事務費分と保険基盤安定分として 1,443 万 1,000

円の繰り入れを行っております。

後期２ページの歳出。

２款の後期高齢者医療広域連合納付金は 5,429 万 1,000 円で、前年に比べ 288 万

1,000 円の増となり、その内訳は保険料負担金 4,045 万 4,000 円と保険基盤安定負担

金 1,383 万 7,000 円となっています。

次に、議案第 12 号、中川村公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書をお願いいたし

ます。

公共１ページの平成 30 年度の歳入決算額は 1 億 9,990 万 4,758 円、公共２ページ

の歳出決算額は 1億 9,803 万 9,116 円で、翌年度繰越額は 186 万 5,642 円で、前年度

に比べ、歳入は 1,227 万 3,000 円、歳出は 1,185 万 9,000 円、それぞれ増えておりま
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す。

公共１ページの１款 分担金及び負担金は 515 万 9,000 円で、前年度に比べ 360 万

9,000 円増えております。

収入未済額は 272 万 9,000 円で、前年度に比べ 25 万 9,000 円減っています。

２款の使用料及び手数料は 6,313 万 2,000 円で、前年度に比べ 76 万 8,000 円増、不

納欠損はなく、収入未済額は 70 万 5,000 円です。

７款の繰入金は一般会計から 1億 1,300 万円で、前年度に比べ 400 万円減っており

ます。公債費分等の繰り入れとなります。

10 款の村債は、公共下水道事業債、過疎対策事業債、公営企業会計適用債で 1,340

万円発行いたしました。

なお、平成 30 年度の人口による公共下水道の水洗化率を見ますと、村全体で 92.2％、

前年度に比べ 0.4 ポイント上がっております。

公共２ページの歳出。

１款の下水道事業費は 6,801 万 3,000 円、前年度に比べ 1,433 万 6,000 円増えてお

ります。うち下水道維持費は 4,907 万 6,000 円です。

２款の公債費は 1億 3,002 万 6,000 円で、前年度に比べ 247 万 7,000 円減っており

ます。

次に、10 ページの公共の財産に関する調書においては、公有財産等の増減はありま

せんでした。

次に、議案第 13 号、中川村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書をお願いしま

す。

農集１ページの平成 30 年度の歳入決算額は 1 億 6,077 万 2,725 円、農集２ページ

の歳出決算額は 1億 5,938 万 440 円で、翌年度繰越金は 139 万 2,285 円となっていま

す。前年度に比べ、歳入は 3,043 万 7,000 円増えており、歳出は 10万 3,000 円減って

います。

農集１ページの１款 分担金は 560 万円で、８件の加入がありました。

２款の使用料及び手数料は 2,267 万 7,000 円で、前年度に比べ 5万円減っており、

不納欠損はありません。

収入未済額は 4万 6,000 円となっています。

７款の繰入金は 9,600 万円、前年度に比べ 300 万円減り、一般会計からの公債費分

等の繰り入れであります。

なお、平成 30 年度の人口による農業集落排水の水洗化率を見ますと、全体では

91.9％、前年度に比べ 1.3 ポイント上がっております。

農集２ページの歳出。

１款 農業集落排水事業費は 7,224 万円、前年度に比べ 3,054 万円増えており、こ

のうち維持管理事業分は 3,286 万 8,000 円で、前年度に比べ 221 万 4,000 円増えてお

ります。

２款の公債費は 8,714 万円で、前年度と同額となっています。
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農集 10 ページの財産に関する調書において、公有財産等の増減はありませんでし

た。

以上、一般会計及び特別会計５会計の決算書の説明とさせていただきます。

審査のほどよろしくお願いいたします。

〇建設水道課長 議案第 14 号 平成 30 年度中川村水道事業決算認定についてご説明いたします。

水道事業につきましては、地方公営企業法の適用を受けておりますので企業会計方

式により処理をしております。そのため、損益計算書の増減事項になる損益取引と貸

借対照表の増減事項となる資本取引との２本立てとなっております。

なお、決算報告書の数値は税込み標示、損益計算書や費用明細書などは税抜き表示

となっておりますので、あらかじめご承知おきください。

金額につきましては 1,000 円単位、1,000 円未満につきましては切り捨てで申し上

げます。

それでは、決算書の１ページをお願いいたします。

決算報告書、収益的収入及び支出ですが、収入の決算額が 1億 3,231 万 6,000 円に

対し支出の決算額は 1億 1,247 万 7,000 円で、見かけ上 1,983 万 8,000 円のプラスと

なりました。

２ページの資本的収入及び支出では、収入の決算額 863 万 1,000 円に対し資本的支

出は決算額 5,882 万 4,000 円で、差し引き 5,019 万 3,000 円の不足となっていますが、

この不足額は過年度分の損益勘定留保資金及び当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額で補塡をいたしました。

次に財務諸表ですが、まず３ページの損益計算書をごらんください。

収益的収支の明細となっていますが、この表以降については借り受け消費税を除い

た税抜き数値となっております。

営業収益は合計で 8,903 万 4,000 円、営業費用の合計は 1億 871 万 7,000 円、差し

引きで営業利益は 1,968 万 2,000 円の損失となりました。これに営業外収益の 3,660

万 7,000 円及び営業外費用の 75万 1,000 円を差し引きした経常利益は 1,617万 3,000

円となりました。

特別利益及び特別損失はなく、当年度純利益は 1,617 万 3,000 円となりました。そ

こに前年度繰越利益剰余金 4億 5,167 万 9,000 円を加えた 4億 6,785 万 2,000 円が当

年度未処分利益剰余金となりました。

続いて４ページをごらんください。

まず、上の表、剰余金計算書につきましては、決算としての認定を求めるものです。

剰余金のうち利益剰余金につきましては、前ページにあります前年度繰越利益剰余

金 4億 5,167 万 9,000 円に当年度純利益の 1,617 万 3,000 円を加えた未処分利益剰余

金 4億 6,785 万 2,000 円と減災積立金 4,280 万円を加えた当年度末残高は 5億 1,065

万 2,000 円となります。

下の表は、上の表で計算をされた剰余金の処分に関する計算書（案）で、議決を求

めるものであります。
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資本金及び資本剰余金の残高と未処分利益剰余金 4億 6,785 万 2,000 円をそのまま

翌年度に繰り越し処理をしたいとするものであります。

続きまして５ページの貸借対照表ですが、これは平成 30 年度末現在の財政状態を

あらわしております。

資産の部は固定資産と流動資産で構成をされ、固定資産の合計額は 10 億 9,369 万

1,000 円、流動資産の合計額が 2億 2,874 万 7,000 円、資産合計は 13 億 2,243 万 6,000

円であります。

負債の部は固定負債と流動負債及び繰り延べ収益で構成をされ、固定負債の合計額

は 3,607 万 2,000 円、流動負債の合計額が 2 億 2,874 万 7,000 円、資産合計は 13 億

2,243 万 6,000 円であります。負債の部は、固定負債と流動負債及び繰り延べ収益で

構成をされ、固定負債の合計額は 3,607 万 2,000 円、流動負債の合計額が 502 万 6,000

円、繰り延べ収益合計額は 7億 5,854 万 8,000 円、負債合計は 7億 9,964 万 7,000 円

であります。

資本の部は資本金と剰余金で構成をされ、資本金の合計額は 490 万円、剰余金の合

計額は 5億 1,788 万 8,000 円、資本合計は 5億 2,278 万 8,000 円、資本、負債の合計

は資産の合計と同額の 13 億 1,243 万 6,000 円となっております。

以下は決算附属書類ですが、６ページから９ページにかけては事業報告書として業

務や経営の状況、工事、業務量等を期しております。

10 ページはキャッシュ・フロー計算書ですが、資金の流れに関する情報を示してい

ます。１ 業務活動によるキャッシュ・フロー、２ 投資活動によるキャッシュ・フ

ロー、３ 財務活動によるキャッシュ・フローを合計しまして、資金減少額は 2,362

万 7,000 円で、資金期末残高は 2億 1,221 万 4,000 円となっております。これは、５

ページの貸借対照表の現金と一致をしております。

11 ページ以降につきましては、その他書類として収益費用明細書、固定資産明細書、

企業債明細書を添付しましたので、それぞれお読みいただくこととしまして、決算書

類の説明とさせていただきます。

○議 長 ここで暫時休憩とします。再開は午前 10 時 30 分とします。

［午前１０時１８分 休憩］

［午前１０時３０分 再開］

○議 長 会議を再開します。

ここで代表監査委員から決算審査の結果について報告を求めます。

〇代表監査委員 それでは、平成 30 年度中川村一般会計及び特別会計決算の審査意見の報告をさせ

ていただきます。

地方自治法の定めによりまして審査に付されました平成 30 年度各会計の歳入歳出

決算書、証書類、その他制令で定める書類及び同法 241 条第５項の定めにより各基金

の運用状況を示す書類について審査いたしましたので、別紙のとおり報告いたします。

第１ 審査の概要

審査の対象、（１）平成 30年度一般会計歳入歳出決算、以下（２）から（６）番ま



- 23 -

で記載されております５つの特別会計の決算。

２ 審査の期間、令和元年７月 31 日、８月１日８日９日の４日間で行いました。

３ 審査の方法、審査に当たりましては、村長から提出されました各会計歳入歳出

決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び

各基金の運用状況を示す書類について、計数の確認、関係法令等に準拠し調製されて

いるか、財政運営は健全か、財政の管理は適正か、さらに予算が適正かつ効率的に執

行されているかなどに主眼を置き、それぞれの関係諸帳簿及び証書類との照合並びに

決算資料の検証及び関係職員さんからの説明聴取、必要な手続等をもって実施いたし

ました。

第２ 審査の結果

１ 総括

（１）総括意見

①審査に付されました一般会計、各特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項

別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は法令ののっとり作成されて

おり、決算計数は関係諸帳簿及び証書類と照合した結果、誤りのないものと認めまし

た。

②厳しい財政状況の中、健全な財政運営に配慮しつつ自立の村づくりや村民要望に

応えるべく各分野における事業などの取り組みを着々と進めていることを評価します。

③一般会計及び特別５会計とも実質収支は黒字となりました。

少し飛びまして、今後の行財政運営に当たっては、事業の費用対効果を十分に検証

するとともに、住民ニーズの変化や時代の要請に的確に対応できるよう政策、事業を

計画的に推進し、住民福祉の向上に努めてください。

（２）決算規模

一般会計は、前年度に比べて歳入で 4億 6,278 万 4,000 円、11.9％の減、歳出で 4

億 5,916 万 2,000 円、12.5％の減となりました。

特別会計の合計は、前年度比で歳入 2,550 万 7,000 円、1.7％の減、歳出で 1,325 万

4,000 円、0.9％の減なりました。

一般会計と特別会計の実質収支の合計は、前年度比で 3,977 万 7,000 円、15.8％の

減となりました。

一般会計及び特別会計の決算額は以下の表のとおりです。ご確認をください。

（３）財政構造の弾力性、先ほどもお話がありましたけれども、以下の表にありま

す各指数、各比率について再度読み上げはいたしませんが、この数字は中川村の過去、

現在、未来を示す数値であります。折に触れ意識し、行政運営に当たっていただきた

いと思います。

飛びまして、２ 一般会計、金額の増減が大きいものやポイントのみを報告させて

いただきます。

（１）歳入

歳入については、各科目とも収入確保に努力されていました。
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歳入について特記すべきものは次のとおりです。

①村税

ア、村税の決算額は 4億 6,720 万 1,000 円で、前年度比 2,007 万 9,000 円、0.4％の

減となっております。

イ、収入未済額は 1,256 万 3,000 円で、企業倒産による大口滞納者があり前年度比

274 万 1,000 円、27.9％の増となっております。

村税は歳入の根幹をなすものであり、税負担の公平の原則からも滞納額の解消を図

る必要があります。滞納整理体制の強化と滞納処分の実施により収納率向上につなが

るよう望むものであります。

村税全体で不納欠損処分が 14 件、10 万 3,000 円で、前年度に比べ 9万 4,000 円減

少しています。処分は、地方税法の定めに基づき適正に行われているものと認めまし

た。

エ 村税の徴収率は 97.4％で、前年度比 0.5 ポイント減となりました。現年度課税

分は 98.7％で前年度比 0.4 ポイント減、滞納繰り越し分は 32.1％で前年度比 5.1 ポ

イントの減となっています。徴収率の向上に一層の努力をお願いします。

なお、高額滞納者に対しては長野県滞納整理機構へ徴収を委託しており、平成 30 年

度は固定資産税滞納分 46 万 904 円が納入され、移管の効果が上がっています。

また、徴収困難者に対しては、平成 26 年度から県税徴収対策室上伊那分室へ徴収に

引き継ぎを行っており、県との連携により、引き続き滞納額の解消に努めてください。

②の地方譲与税から⑥の国庫支出金につきましては、先ほど管理者も丁寧にご説明

いただきましたので、ここでは省略をさせていただきます。

⑦県支出金、決算額は 2億 734 万 7,000 円で、前年度比 1,244 万 8,000 円、5.7％の

減となりました。

⑧財産収入、決算額は 1,048 万 1,000 円で、前年度比 320 万 9,000 円、44.1％の増

となりました。これは、村有林の立木売り払い収入、あるいは太陽光発電売電収入等

によるものであります。

⑨寄附金、ちょっと記載ミスです。決算額がダブっております。削除をお願いしま

す。決算額は 2,780 万 2,000 円で、前年度比 2,536 万 4,000 円、1,040.4％の増となり

ました。これは、御存じ一般寄附、学校教育費寄附金、企業版ふるさと納税戸の増に

よるものであります。

⑩繰入金、決算額は 200 万円で、前年度比 1億 4,000 万円、98.6％の減となりまし

た。高度情報化基金繰越金が減となったためです。

⑪諸収入、決算額は 3,011 万 7,000 円で、前年度比 2,727 万 1,000 円、47.5％の減

となりました。ＣＡＴＶの施設利用料の減が主なものです。

⑫村債、決算額は 2億 8,030 万円で、前年度比 2億 5,045 万円、74.2％の減となり

ました。主だったものについてはいかに記してありますのでご確認ください。

過疎地域自立促進特別措置法の期限は令和２年までとなっています。交付税措置に

よる有利な過疎対策事業債を有効に利用し、事業運営に努めてください。



- 25 -

また、事業執行に当たっては単年度に偏ることなく、計画的な起債事業の執行に努

めてください。

（２）歳出

一般会計の歳出は、予算現額に対し支出済額 32億 1,326 万 7,000 円、不用額 2億 504

万 2,000 円で、予算に対する執行率は 86.6％でした。不用額は予備費 1 億 9,627 万

8,000 円を除けば多額ではなく、補正予算の措置等、適切に処理に処理されているこ

とを認めました。

事業等については、積極的、効率的に執行されており、経費節減努力もうかがえま

した。

歳出についての特記すべきもの及び意見は以下のとおりです。

１ 議会費

ア、決算額は 5,693 万 8,000 円で、前年度比 88 万 7,000 円、1.6％の増となってい

ます。

総務費

ア、決算額は 7 億 642 万 3,000 円で、前年度比 1億 88 万 5,000 円、21.3％の減と

なっています。

ウ、ＣＡＴＶ事業は 374 万 6,000 円で、前年度比 1億 8,543 万 6,000 円、98％の減

となっています。これは、伝送路既設施設撤去処分事業等の減によるものです。

エ、電子化推進事業費は 1,783 万 2,000 円で、前年度比 1,150 万 5,000 円、181.8％

の増となっています。これは、各種サーバーの更新、冗長化等によるものです。

キ、中川村 60 周年記念事業は 811 万 6,000 円で、各種記念事業等を行うことができ

ました。

ク、自治振興費は 6,117 万 5,000 円で、前年度比 5,090 万 4,000 円、458.1％の増と

なりました。これは、牧ヶ原集会施設の建設と地区集会施設及び周辺整備事業補助事

業、補助金等９件の実施によるものであります。

３ 民生費

ア、決算額は 6億 9,446 万 3,0000 円で、前年度比 323 万 4,000 円、0.5％の増とな

りました。

ずっと下のほう、（４）で④の衛生費まで飛びます。

ア、決算額は 1億 5,923 万 5,000 円で、前年度比 178 万 3,000 円、1.8％の増となり

ました。

５ 農林水産費

ア、決算額は 3億 4,924 万 4,000 円で、前年度比 1,203 万 2,000 円、3.3％の減とな

りました。

６ 商工費

ア、決算額は 8,639 万 6,000 円で、前年度比 4,161 万円、92.9％の増となりました。

これについては、エにあります陣馬形の森公園周辺整備構想によるものであります。

土木費
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ア、決算額は 3億 5,163 万 7,000 円で、前年度比 3億 6,120 万 1,000 円、50.7％の

減となりました。

イ、道理維持管理については、舗装等修繕工事９路線 1,635 万 9,000 円、村単独工

事として維持工事 63 件 1,744 万 7,000 円、修繕 20 件 119 万 9,000 円当によるもので

あります。危険箇所や不都合な箇所の修繕等は、緊急性も高く、住民要望も大きいこ

とから、なお一層の事業推進を期待するものであります。

ウ、道路新設改良・舗装工事は、平成 29年度繰越明許を含め 1億 722 万円で、前年

度比 8,619 万 9,000 円、44.6％の減となっています。起債を活用して大草中央線、渡

場清水平線など５つの路線の整備が進んでいます。生活道路として計画的な改修整備

に期待をします。

８ 消防費

ア、決算額は 9,856 万 3,000 円で、前年度比 1,655 万 9,000 円、14.4％の減となり

ました。

９ 教育費

ア、決算額は 2億 9581 万 3,000 円で、前年度比 3,151 万 5,000 円、11.9％の増とな

りました。

10 災害復旧費

決算額は 3,341 万 9,000 円で、皆増となりました。農地災害復旧工事 540 万 5,000

円、林業施設災害復旧工事 1,019 万円、公共土木施設災害復旧工事 1,782 万 4,000 円

などが行われました。

11 公債費

ア、決算額は 3億 8,113 万 4,000 円で、前年度比 906 万 4,000 円、2.4％の増となり

ました。

（３）基金

ア、積立基金及び低額運用基金の合計の前年度末現在残高は 21 億 3,776 万 3,000 円

で、平成 30 年度中の積立額は 1億 6,995 万円、取崩額は 200 万円で、平成 30 年度末

現在高は 23 億 571 万 3,000 円となっています。その運用については、適正なものと認

めました。

以下、各積立基金の前年度末残高を期してありますので、ご確認をください。

３ 特別会計

特別会計５会計の歳入合計 15 億 849 万 2,000 円、歳出合計 14 億 9,339 万 2,000 円

で、予算に対する執行率は 99.1％でした。

各特別会計とも歳入確保に努力をされ、また、歳出についても経費節減に努めなが

ら適切に執行していることを認めました。

（１）国民健康保険事業特別会計

①歳入総額は 4億 5,395 万 1,000 円で、前年度比 1億 918 万 7,000 円、19.4％の減

となりました。

国民健康保険制度の改正に伴い国庫支出金、共同事業交付金、拠出金が廃止されま
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した。

個別には、国保税 1億 297 万円、前年度比 620 万円、5.7％の減、県支出金 3億 1,430

万 4,000 円で前年度比 2億 8,970 万 5,000 円、1,177.7％の増となっています。

国保税の徴収率は 95.6％で、前年度比 1.5％の減となっています。

⑤国保税の滞納額は 466 万 1,000 円で、前年度比 138 万 6,000 円、42.3％の増となっ

ています。

国保税の徴収についても、なお一層の徴収努力を期待します。

国保税の不納欠損処分につきましては 26 件 11 万円で、前年度比 8 万 9,000 円、

423.8％の増となりました。

（２）介護保険事業特別会計

①歳入総額は 6億 3,875 万 5,000 円で、前年度比 3,782 万円、6.3％の増となりまし

た。

②歳出総額は 6億 3,433 万 3,000 円で、前年度比 4,428 万 9,000 円、7.5％の増とな

りました。

⑥介護保険料の収入未済額は延べ 25 人で 129 万 3,750 円となっています。

（３）後期高齢者医療特別会計

①歳入総額は 5,510 万 9,000 円で、前年度比 307 万 9,000 円、5.9％の増となってい

ます。

②歳出総額は 5,488 万 6,000 円で、前年度比 302 万 5,000 円、5.8％の増となってい

ます。

⑤後期高齢者医療保険料の収入未済額は６件 13 万 8,300 円となっています。

（４）公共下水道事業特別会計

①歳出総額は 1億 9,803 万 9,000 円で、工事請負費などの増によりまして前年度比

1,185 万 9,000 円、6.4％の増となりました。

（５）農業集落排水事業特別会計

①歳出総額は 1億 5,938 万円で、工事請負費などの増により前年度比 3,054 万円、

23.7％の増となりました。

最後に、４ その他

（１）住民税務課、保健福祉課、建設水道課、教育委員会等、さまざまな分野で税、

料金等の未収金が生じています。庁内関係部署、各部署合同での徴収対策会議の開催

や徴収時の関係部の連携等により未収金解消に努力されています。今後も、より積極

的な取り組みによって、その解消になお一層努力をされたい。

続きまして、水道会計のほうの審査意見についてご報告をさせていただきます。

地方公営企業法の定めにより審査に付されました平成 30 年度水道事業会計の歳入

歳出決算関係諸帳簿及び帳票類について審査をいたしましたので、別紙のとおり意見

をします。

第１ 審査の概要

１ 審査の対象、平成 30 年度水道事業会計歳入歳出決算。
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２ 審査の期日、令和元年８月８日。

３ 審査の方法

審査に当たっては、事業管理者から提出されました決算書が平成 30 年度における

水道事業の経営成績と財政状況を適正に表示しているかどうかにつきまして、会計諸

帳簿及び例月出納検査との照合などにより検証をしました。

また、年度内の事業運営全般について関係職員からの説明を求め、公営企業の基本

原則であります公共の福祉の増進と経済性発揮の観点から審査をいたしました。

４ 決算の概要

（１）業務実績

給水人口は 4,841 人で前年度より 39 人減少し、給水件数は 1,804 件で、前年度より

14件増加しています。

年間総配水量は 58 万 9,168 ㎥で、前年度より 7,375 ㎥、1.2％減少しています。

配水量のうち料金収入となった水量 44 万 2,490 ㎥で、前年度より 4,196 ㎥増加し

ました。

配水量のうち料金収入となった水量の割合であります有収率は 75.1％で、前年度よ

り 1.6 ポイント上昇しています。

工事関係では、生活基盤施設耐震化等交付金などを用いて美里地区の老朽管の更新

を昨年に引き続き行っております。

（２）経営成績

①事業収入及び事業費用、経常収支の状況を見ますと、総収入は 1億 2,564 万 2,000

円で、前年度比 272 万 2,000 円、1.2％の増となっています。

給水収益は 8,260 万 3,000 円で、前年度比 113 万 4,000 円、1.4％の増でした。

一方、総費用は 1億 946 万 8,000 円で、当年度純利益は 1,617 万 3,000 円となりま

した。前年度繰越利益剰余金 4億 5,168 万円を合わせて未処分利益剰余金として翌年

度に繰り越しました。

収納状況は、調定額 8,921 万 1,000 円に対し収納済額 8,858 万 4,000 円で、収納率

は 99.24％、未収額は 67 万 7,000 円でした。

②資本的収入及び支出、収入は加入金 206 万 3,000 円、補助金 600 万円及び一般会

計繰入金 56 万 8,000 円となっています。

支出は建設改良費が 5,604 万 8,000 円、企業債償還金が 277 万 7,000 円で、合わせ

て 5,882 万 5,000 円となり、基本的収支の不足額 5,019 万 3,000 円は過年度分損益勘

定留保資金と当年度分消費税及び地方消費税資本収支調定額で補塡されています。

第２ 審査の結果

１ 決算書類及び決算附属書類について

決算報告書及び損益計算書、貸借対照表等の財務諸表並びに決算附属書類について

は、計数に誤りはなく、適正に記帳されており、当会計年度における水道事業の経営

成績と財政状況を正確に表示しているものと認めました。

また、現金、預金の管理についても適正に行われていることを確認しました。
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２ 審査意見の総括

審査過程での総括所見をお聞きして今後の経営改善に期待をします。

（１）平成 30 年度は 1,617 万 3,000 円の純利益となりました。

当年度分未処分利益剰余金は 4億 6,785 万 3,000 円となっています。

今後とも健全経営のために、経常経費の削減、有収率の改善など、企業努力を望み

ます。

（２）経常的な滞納者が見受けられますので、より一層の徴収努力を望みます。

（３）平成 28 年度から有収率が改善していますが、今後も老朽化した配水管の更新

を進め、また漏水箇所を修繕することで有収率の向上に努力してください。

以上です。

○議 長 審査結果の報告が終わりました。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 質疑なしと認めます。

お諮りします。

本案については、10 人の委員で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して

審査することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 異議なしと認めます。したがって、本案については、10人の委員で構成する決算特

別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。

決算特別委員長は、会期中に内容を審査の上、審査結果の報告をお願いいたします。

お諮りします。

日程第 18 議案第 15 号 令和元年度中川村一般会計補正予算（第３号）

日程第 19 議案第 16 号 令和元年度中川村国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号）

日程第 20 議案第 17 号 令和元年度中川村介護保険事業特別会計補正予算（第２

号）

日程第 21 議案第 18 号 令和元年度中川村公共下水道事業特別会計補正予算（第

２号）

日程第 22 議案第 19 号 令和元年度中川村農業集落排水事業特別会計補正予算（第

２号）

日程第 23 議案第 20 号 令和元年度中川村水道事業会計補正予算（第２号）

以上の６議案を議会会議規則第 37 条の規定により伊勝議題としたいと思いますが、

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 異議なしと認めます。したがって、日程第 18 議案第 15 号から日程第 23 議案第 20

号までの６議案を一括議題とします。
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提案理由の説明を求めます。

〇副 村 長 それでは、議案第 15 号 令和元年度中川村一般会計補正予算（第３号）についてご

説明をいたします。

第１条 歳入歳出予算の補正は、既定の予算額にそれぞれ 2億 7,280 万円を追加し、

総額を 36 億 2,190 万円とするものであります。

第２条 地方債の変更は、第２条 地方債の補正によるものであります。

今回の補正予算は、歳入では平成 30 年度決算確定見込みによる繰越金の増額、今年

度普通交付税の額の確定による増額、保育の無償化に伴う保育料の減額と副食費の追

加ほか、補助金、交付金等の決定内示に伴う補正などであります。

歳出では、プレミアムつき商品券関連事業費の追加、繰越金の基金への積み立て、

その他補正の伴う予算の調整でございます。

詳細につきましては事項別明細書でご説明をいたします。

１ページから４ページの第１表 歳入歳出予算補正は、款、項ごとの補正額及び補

正後の合計額であります。

５ページをごらんください。

第２表 地方債補正は変更で、基幹集落センタートイレ改修工事の変更増に伴い緊

急防災・減災事業債の借り入れ限度額を増額するものであります。

以下、事項別明細書の歳入から説明をいたします。

８ページをごらんください。

８ページ、８款 自動車取得税交付金の 200 万円の減額と９ページ９款 環境性能

割交付金 200 万円の新規追加でありますが、本年 10 月１日からの自動車取得税の廃

止、環境性能割の導入に伴い歳入科目を組みかえるものであります。

10 ページ、11 款 地方特例交付金は住宅ローン減税、自動車税等の減収補塡に係る

交付金でありますが、173 万 3,000 円の追加、子ども・子育て支援臨時交付金は保育

の無償化に係る臨時交付金で、まだ具体的な金額は示されておりませんが、10 月以降

の減収補塡分として 839 万 5,000 円を見込んで計上いたしました。

なお、本年度は臨時交付金として交付をされますが、来年度以降は普通交付税に参

入されることとされております。

11 ページ、12款 地方交付税は、本年度分の普通交付税の額が確定したことから 1

億 6,421 万円を追加するものであります。普通交付税は前年度より 5,768 万 3,000 円

の増となっておりますが、基準財政需要額の中で基準単価が増額となった部分、それ

から臨時財政対策債への振りかえ分が減ったことなどで増えております。

12ページの14款 分担金及び負担金の農業費分担金32万 5,000円は県単緊急農地

防災事業に係る地元負担金で、段ヶ沢長岩井の水路改修事業の２カ所分であります。

児童福祉費負担金は、10 月からの保育無償化に伴い３歳以上対象児童 115 人分の保

育料として 1,023 万円を減額するものであります。

13 ページ、16 款 国庫支出金の保健衛生費負担金 6万 5,000 円は、未熟児養育医療

費等国庫負担金の追加。
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国庫補助金の総務費補助金、社会保障税番号制度システム整備費補助金161万6,000

円は、広域連合情報システム改修費等に係る負担金であります。

プレミアムつき商品券事業補助金 382 万 7,000 円は、市町村が上乗せをするプレミ

アム分 20％分と事務費に対する補助金の追加であります。

14 ページ、17 款 県支出金の保健衛生費負担金 3万 2,000 円は、未熟児養育医療費

に係る県負担金の追加。

県補助金の社会福祉費補助金、地域福祉総合助成金 375 万円は、さきの議会全員協

議会でご説明をいたしました新たに開設を予定しております通所型介護サービス施設

整備に対する県の補助金で２分の１。

子ども・子育て支援事業補助金 89 万 3,000 円は、保育無償化に伴うシステム改修費

等に係る補助金であります。

林業費補助金の森林づくり推進支援金 24 万 9,000 円は、小中学校の木育授業に対

する補助金の追加。

森林造成事業 130 万円は、村有林整備事業に対する補助金の増額。

野生鳥獣総合管理対策事業 75 万円は、有害鳥獣駆除活動で使用する無線機に対す

る県の補助金で、補助率は２分の１であります。

木質バイオマス循環利用普及促進事業 7万 5,000 円は、ベレットストーブ購入に対

する補助金で、補助率４分の３。

観光地等魅力向上森林景観整備事業 43 万 6,000 円は、林道黒牛折草峠線沿線の景

観整備に対する補助金で、それぞれ補助金の内示、交付決定等があったため補正をす

るものであります。

15 ページの 18 款 財産収入、立木売り払い収入 30 万円は、村有林の間伐材の売り

払い収入の追加。

物品売り払い収入 60 万円は、今年度予定をしております巡回バスの更新に伴い既

存バスの売り払いの収入であります。

16 ページ、20 款 繰入金は 7,700 万円の減額でありますが、当初予算では役場及び

学校関係の情報機器等更新のため高度情報化基金の取り崩しを予定しておりましたが、

前年度繰越金の確定見込みにより余裕財源ができたこと、また既存の基金につきまし

ては本年度中に目的使途等を含めて見直しを行う予定であるため基金の取り崩しを行

わないこととするものであります。

17 ページの 21 款 繰越金は、前年度繰越金の確定見込みにより 1億 4,709 万 4,000

円を追加するものであります。

18 ページ、22 款の諸収入でありますが、雑入 1,843 万 9,000 円の追加であります。

06 の消防団団員安全装備品整備等助成金 50 万円は、消防団等公務災害補償共済基

金からの助成金で、消防団員の雨がっぱの購入に充てるものであります。

22 の消防団員公務災害補償 8万 9,000 円は、団員の訓練中の負傷等の治療費に係る

共済金であります。

保育所事業副食費の 135 万円は、保育料無償化に伴い３歳以上児の副食費として月
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額 3,000 円を徴収するもので、該当児童 75 名分を見込んでおります。

なお、さきの全協で説明をいたしましたとおり、国の基準額につきましては 4,500

円でありますが、上伊那郡下の市町村統一として 1,500 円分を市町村が負担すること

とし月額 3,000 円を徴収することと、保護者負担の逆転現象が生じないように低所得

世帯や多子世帯等の軽減措置、また長欠の調整については従来どおり配慮していくと

いうことでございます。

92 のその他、振興課の 150 万円でありますが、北島用水の頭首工の修繕工事に係る

中部電力からの負担金であります。

93 その他、保健福祉課関係 1,500 万円でありますが、プレミアム商品券の売上金で、

１人 2万円分、延べ 750 人分を見込んで計上しております。

19 ページの 23 款 村債でありますが、第２表 地方債補正でご説明をしました変

更によるもので、590 万円の追加であります。

続いて歳出についてご説明をいたします。

20 ページの２款 総務費でありますが、庁舎管理費の修繕料 75 万 8,000 円は、庁

舎非常用発電装置のバッテリー交換等に係る修繕料。

委託料 11 万 7,000 円と工事費のうち 583 万 5,000 円がありますが、これは今年度計

画をしております基幹集落センタートイレの改修工事費の増額によるものであります

が、詳細設計に当たりまして高齢者や障害者に配慮し玄関周りのバリアフリー化や建

具の入れかえ、それに伴う外壁工事等を行うため増工するものであります。

地域おこし協力隊エアコン設置工事 49 万円は、協力隊員の増員に伴い庁舎２階の

事務室にエアコンを設置するものであります。

2251 企画総務費の財源組み換えは社会保障税番号制度システム改修に係る補助金

の充当であります。

2275 地方創生推進事業補助金 525 万円は子育て世帯住宅取得及び３世代同居等住

宅新増改築等の支援事業補助金で、申請件数が増えたことによる追加であります。

2279 プレミアム商品券事業、事業費 7万 8,000 円は、対象世帯への通知用の封筒の

印刷代、委託料の 1,875 万円はプレミアム商品券の精算に係る商工会への委託料であ

ります。

21 ページの 2401 村営バス運行事業、需用費の 80 万円は、巡回バスの修繕料の追

加。

10 の諸費、防犯対策費、公有財産購入費 342 万 3,000 円でありますが、これは、さ

きの全協でご説明をいたしました県が新たに建設を計画しております駐在所の用地を

村が確保するための用地の取得費であります。

防災対策費の 4万 9,000 円は、村の職員の防災士等の資格取得にかかる負担金と職

員以外の者の取得に対する補助金の追加で、今年度、一般の村民の方で資格取得の申

し出をいただいておる方が３名いらっしゃいます。

公共施設整備基金の積立金は、今後必要になる公共施設の建てかえ、改修等に備え

て 1億円を積み立てるものであります。
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なお、既存の基金につきましては、全協でご説明をしましたとおり本年度中に総体

的に見直しを行っていく予定でございます。

02 の徴税費、税務総務費の償還金、利子及び割引料 20 万円は、村民税の更正等に

よる還付金の追加であります。

23 ページの３款 民生費でありますが、社会福祉総務費、障がい者支援事業の補助

金 30 万円は、障害者グループホーム開設に係る施設改修に対する補助金であります。

償還金、利子、割引料 83 万 1,000 円は、障害者厚生医療費国庫負担金の昨年度分精

算による還付金であります。

老人福祉事業の補助金 750 万円は、全協でご説明をしました新たに計画をされてい

る総合事業、通所型サービス事業の施設整備に対する補助金であります。

児童福祉費の補助金 11 万 4,000 円でありますが、一時保育事業に対する補助金。

償還金、利子、割引料の 1万円は児童手当国庫交付金の前年度分の精算還付金であ

ります。

24 ページの保育所費の需用費と役務費は、みなかた保育園の屋根修繕料と高木の伐

採費。

備品購入費は、片桐保育園の給食用の器具の購入費であります。

負担金 89 万 3,000 円は、保育無償化に伴うシステム改修に係る広域連合の負担金

の追加であります。

次の子育て支援事業と児童クラブ運営事業の償還金、利子、割引料につきましては、

いずれも子ども・子育て新交付金の前年度分の精算金であります。

25 ページ、４款 衛生費、保健衛生総務費の人件費が増額となっておりますが、育

児休暇を取得しておりました保健師１名が８月より復職したため追加をするものであ

ります。

4809 母子保健事業の扶助費 15万円は、未熟児養育医療給付費の追加。

償還金、利子、割引料は、未熟児養育医療費及び母子保健衛生国庫補助金の前年度

分の精算金であります。

4771 水道事業費の負担金 1,100 万円の追加でありますが、伊那田島駅付近に小河川

を設置するための水道配水管布設がえ工事に係る村の負担金で、昨年の建物火災発生

を踏まえ、周辺に水防水利がないことから新たに設置をするものであります。

次の環境衛生費の補助金 70 万円は、生活用水水源施設設置補助金で桑原地区１世

帯に対する補助金であります。

27 ページ、６款の農林水産業費、農業費でありますが、農業振興事業補助金の損単

農業担い手支援事業 53 万 6,000 円は、追加要望による増額。

それから、豚コレラ緊急対策事業補助金 15 万円は、県内の養豚場が実施する豚コレ

ラ予防対策事業に対して県と市町村がそれぞれ２分の１ずつを負担し、県の養豚協会

を介して補助を行うものでございますが、横前の長野県ＳＰＦ種豚センターの動力噴

霧器購入に対して補助を行うものであります。

5110 農業・観光交流事業、報償金は、首都圏における物産展の販売員に対する報償
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費の追加。

鳥獣害防止対策事業、補助金 150 万円は、先ほどご説明をいたしました有害鳥獣駆

除活動に必要な無線機８台の購入について、村の農作物有害鳥獣駆除対策協議会に対

して補助を行うものであります。

農地費の村単農地事業、工事請負費 150 万円でありますが、北島用水頭首工の修繕

工事で、中部電力と地元用水組合、中川村との申し合わせにより、村が工事を発注し、

費用は中部電力が負担をするものであります。

補助金 100 万円は、ずく出し協働事業の追加要望により増額をするものであります。

28 ページの林業費、林業振興事業費の委託料 251 万円は、木育推進事業、東小学校

の木育活動の事業でありますが 1万円の追加。

観光等魅力向上森林景観整備事業 50 万円は、林道黒牛折草峠線沿線の森林整備で、

県補助金の追加内示による増額であります。

次のライフライン等保全対策事業 200 万円は新たな事業でありますが、幹線道路沿

線の道路用地外の山林の支障木等伐採を行うものであります。これは、県の森林づく

り県民税活用事業の中でメニュー化された事業で、県への補助金要望を上げておりま

すが、予算の枠がありますので、つくかどうかは未定であります。補助金がついた場

合は本採の追加補正を行いますが、つかなかった場合には村単独でこれは実施をして

まいりたいと思っております。

林道管理事業の委託料 50 万円は、林道四徳東線の倒木等の伐採の委託料。

村有林管理事業の委託料 405 万 1,000 円は、陣馬形山周辺の村有林整備に係るもの

で、整備面積の増、作業道開設延長の増等により増額をするものであります。

７款 商工費の商工振興事業、補助金、事業用施設の新増設奨励金 19 万 2,000 円。

商工振興事業は、小売業の店舗、設備等の拡張、改修に係る補助金で２件分 100 万

円の追加と消費税引き上げに伴いつれてってカード協同組合が実施をいたします

キャッシュレス消費者還元事業に対する市町村の上乗せ補助３％分の 23 万 5,000 円

の追加。

観光事業の補助金 20 万円は、ふるさと名物開発事業補助金の追加。

地場センター管理事業の修繕料 20 万 6,000 円は、チャオの老朽箇所の修繕費であ

ります。

30 ページ、８款 土木費でありますが、道路維持管理費の委託料と工事請負費の追

加、合わせて 500 万円は、地区要望及び現場調査により道路等の維持修繕工事費を追

加するものであります。

公園管理費の修繕料の 92 万円は、大草城址公園の桜の支柱の設置、階段、遊具の修

繕等であります。

31 ページ、９款 消防費の非常備消防費、災害補償費の 9万円は団員の訓練中の障

害治療費に係る共済金。

修繕料 30 万円は、消防車両、ポンプ等の修繕料であります。

消防施設事業、補助金の 4万 7,000 円は、地区が設置をする消火栓ボックス等に対
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する補助金の追加であります。

32 ページの 10 款 教育費でありますが、教育委員会事務局費は、職員の時間外勤

務手当 20 万円の追加と、補助金 19 万 6,000 円は北海道中川町の中学生派遣交流事業

への参加者の希望が多かったため２名分を追加するものであります。

小学校費、東小学校管理費の委託料 1万 1,000 円は、教室エアコンの設置により受

電容量が増えたことに伴う電気設備保安管理業務委託料の増額。以下、西小学校と中

学校の管理費の委託料も同じであります。

小学校管理費の修繕料につきましては、学校施設の修繕料の追加。

中学校管理費の役務費、手数料 38 万 5,000 円につきましては、エアコン設置工事に

伴いまして取りかえが必要となったトランスの処分料であります。

工事請負費の 30 万円は、校内への電話設備の増設等の工事費であります。

33 ページ、中学校教育振興費の補助金 6万 6,000 円は、女子バレー部と陸上部の中

体連県大会出場に対する補助金。

社会教育費の歴史民俗資料館管理事業の修繕料につきましては、特別展示室の換気

扇の修繕料。

アンフォルメル美術館管理事業の修繕料につきましては、ひさしガラスの屋根の修

繕料であります。

最後に、34ページ、予備費として 9,052 万 3,000 円を追加し、予算の調整を行うも

のであります。

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○保健福祉課長 まず、議案第 16 号 令和元年度中川村国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）をお願いいたします。

第１条で総額から歳入歳出それぞれ 30 万円を減額し、予算の総額を 4億 4,470 万

円とするものです。

最初に歳入ですが、国６ページをごらんください。

繰越金が確定したため 20 万 3,000 円減額し、繰越金の予算総額を 719 万 6,000 円と

するものです。

国５ページの国保税で予算額を調整しました。

続いて歳出ですが、国７ページをごらんください。

歳入額を予備費で調整し、予備費の予算総額を 831 万 3,000 円とするものです。

以上、よろしくご審議をお願いいたします。

次に、議案第 17 号 令和元年度中川村介護保険事業特別会計補正予算（第２号）を

お願いいたします。

第１条で総額に歳入歳出それぞれ 250 万円を追加し、予算の総額を 6億 4,550 万円

とするものです。

最初に歳入ですが、介５ページをごらんください。

国庫支出金は、平成 30年度介護給付費負担金と地域支援事業補助金が確定し、合わ

せて 120 万 3,000 円が追加交付となります。
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介６ページの支払基金交付金についても交付額が確定したことにより 290 万 4,000

円が追加交付となります。

介７ページの県支出金についても交付額が確定して 86 万 5,000 円が追加交付とな

ります。

介８ページの繰越金が確定したため 260 万 8,000 円を減額し、繰越金の予算総額を

442 万 2,000 円とするものです。

介９ページの諸収入で予算額を調整しました。

続いて歳出ですが、介 10 ページをごらんください。

歳入額を予備費で調整し、予備費の予算総額を 428 万円とするものです。

以上、よろしくご審議をお願いいたします。

〇建設水道課長 議案第 18 号 19 号及び 20号について提案説明をいたします。

まず、議案第 18 号 令和元年度中川村公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

について提案説明をいたします。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ 70 万円を追加し、総額を 1億 9,170 万円とするも

のです。

歳入は、１ページにありますように、前年度からの繰越金の確定による 70 万円を追

加します。

歳出は、６ページをごらんください。

7801 総務費は、上下水道運営審議会委員報酬の 2万 4,000 円を計上し、７ページの

予備費を 67 万 6,000 円増額して収支調整したものであります。

続いて、議案第 19 号 令和元年度中川村農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号）について提案説明いたします。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ 34万 2,000 円を追加し、総額を1億 3,134 万 2,000

円とするものです。

歳入は、１ページにありますように、前年度繰越金の確定による 34万 2,000 円を追

加します。

歳出は、６ページをごらんください。

7901 総務費は、上下水道運営審議会委員報酬 2万 4,000 円を計上し、７ページ、予

備費を 31 万 8,000 円増額して収支調整するものであります。

続きまして、議案第 20 号 令和元年度中川村水道事業会計補正予算（第２号）につ

いて説明いたします。

今回の補正は、収益的支出では総係費の不足を計上するものです。

資本的収支では、一般会計からの繰入金を財源とする配水管布設工事費を計上する

ものです。

予算書本文第２条で収益的支出、営業費用に 2万 4,000 円を追加し、支出総額を 1

億 1,329 万 4,000 円とするものです。

また、第３条では、資本的収支、資本的収入の繰入金に 1,100 万円を追加、資本的

支出の建設改良費に 1,100 万円を追加し、収入総額を 1,837 万円、支出総額を 9,363
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万円とするものであります。

収支の不足額は 7,524 万円になりますが、勘定留保資金等で補塡することとします。

７ページ、予算実施計画明細書をごらんください。

収益的支出ですが、営業費用の総係費に上下水道運営審議会委員報酬 2万 4,000 円

を増額します。

続いて、８ページの資本的収入ですが、一般会計補正予算からの繰入金 1,100 万円

を計上しました。

９ページ資本的支出では、建設改良費の配水管布設がえ工事に 1,100 万円を追加す

るものであります。今回の工事につきましては、昨年、伊那田島駅付近で発生した火

災に対応するため配水管を延長するものであります。

以下、補正予算に関する説明書といたしまして予算の実施計画、予定のキャッシュ・

フロー計算書、予定貸借対照表を添付してございますので、それぞれお目通しをいた

だきまして、提案説明とさせていただきます。

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議 長 説明を終わりました。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 質疑なしと認めます。

次に討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議 長 討論なしと認めます。

これから採決を行います。

まず、議案第 15 号の採決を行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

○議 長 全員賛成です。したがって、議案第 15 号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第 16 号の採決を行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

○議 長 全員賛成です。したがって、議案第 16 号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第 17 号の採決を行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

○議 長 全員賛成です。したがって、議案第 17 号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第 18 号の採決を行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
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〔賛成者挙手〕

○議 長 全員賛成です。したがって、議案第 18 号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第 19 号の採決を行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

○議 長 全員賛成です。したがって、議案第 19 号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第 20 号の採決を行います。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

○議 長 全員賛成です。したがって、議案第 20 号は原案のとおり可決されました。

ここで暫時休憩とします。再開は午後１時といたします。

［午前１１時３４分 休憩］

［午後 ０時５８分 再開］

○議 長 会議を再開します。

日程第 24 一般質問を行います。

通告順に発言を許します。

７番 桂川雅信議員。

○７ 番 （桂川 雅信） 私は、一般通告質問書に基づきまして質問をしたいと思います。

まず最初に「半の沢の谷埋め盛土計画について」です。

この件に関する質問は全部で４項目ありますが、１から３までは谷埋め盛り土計画

設計に関する問題です。

最後の４番目は盛り土の管理に関する問題になっています。

１から３までまとめて質問いたしますので、ご回答をお願いします。

４番目は、また別に質問させていただきます。

最初に、県の技術検討委員会の結論はＪＲの意見を取り入れたままで終息したこと

となっておりますけれども、この内容は決して下流域の安全を保障したものではなく、

改めて村として検証するべきであると考えます。

私は、昨年 11 月に技術検討委員会宛ての意見書を提出し、ＪＲの当初案について詳

細な批判的論証を行い、専門家である委員にしかるべき判定をするように意見を述べ

てきました。この意見書には、ＪＲの全面盛り土案に対して、私は台形盛り土による

道路築造を対案として提示しておりますけれども、技術検討委員会では私の対案につ

いては検討された形跡はありません。ＪＲが最終形として提出した設計案は、当初設

計案に対する私の意見をかわすためにあれこれの変更をしておりますけれども、相変

わらず全面盛り土の形態を変えようとしておりません。技術検討委員会の議論の中で

は、私が主張したように盛り土内の地下水が上昇することや土木構造物の 100％の安

全は誰も保証できないことを認めているにもかかわらず、小渋川隣接地で谷埋め盛り

土を強行しようという無謀なものであり、私は、下流域の住民の安全のためには、こ

の計画は断じて容認できません。技術的問題をここで詳細に述べるつもりはありませ
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んが、大きな問題点に絞って指摘をしておきます。

ＪＲは盛り土内地下水の上昇を認めておきながら、盛り土の安定計算は相変わらず

２次元縦断面で行っております。しかし、地下水が上昇した際に盛り土崩壊の主要な

要因となっている盛り土底面でのフリクションレス、土中の摩擦抵抗力がなくなる現

象ですけれども、この現象についても全く理解しておりませんし、無視しております。

阪神・淡路大震災を初め地震時や豪雨時の盛り土内間隙水圧が上昇した際に大規模盛

り土が滑動崩落する現象は、この盛り土底面でのフリクションレスが要因となってい

ることは既に明らかになっています。

一方で、ＪＲの計画は、私の批判を受けて小渋川の氾濫による盛り土の洗掘やウォッ

シュロードの地下水排水管への流入を避けるため、底面をソイルセメントにより残土

を固化することとしています。あたかも安全を重視したかのような計画でありますが、

小渋川の氾濫や逆流による影響を阻止しようとしただけで、盛り土の安全性はさらに

悪化していることを委員の専門家も無視してしまっています。

盛り土底面のフリクションレスによる滑動崩落は、盛り土の高さに対して盛り土の

底面が鍋底型のように幅広になればなるほど危険度が増大します。したがって、谷埋

め盛り土で盛り土の底面を上昇させるほど盛り土の安定性は悪化することになるわけ

です。

あわせて、谷埋め盛り土は緩斜面ほど滑動崩落の割合が高くなることが報告されて

います。ＪＲの計画では、盛り土の底面となる現地盤面は当然下流に向かって勾配が

ついており、その角度は平均で約 5.7°でありました。これは私の計算です。この勾

配は、阪神・淡路大震災による盛り土崩壊の統計では震度６弱以上の地震で滑動崩落

する割合の高い傾斜となっており、極めて危険度の高い盛り土と言わねばなりません。

残土をソイルセメントで固化した部分も現地盤面とは基盤排水層で分離しており、

滑動崩落の危険性を免れないだけでなく、ソイルセメント上段勾配は約 0.3°と、逆

に大変水がたまりやすくなっています。

私ここで滑動崩落っていう言葉と盛り土の崩壊っていう言葉を２つ使っております

が、実は、この２つは全く異なる現象を指しておりまして、今回の私の質問の一番最

後に説明をつけておりますので、一度それをご参照いただきたいと思います。

盛り土の崩壊っていうのは一般に見られる盛り土の崩壊でありまして、盛り土の一

部分が崩れるような形です。これは盛り土の中の土の摩擦力が耐えられなくなって崩

壊してしまうという現象です。

しかし、滑動崩落というのは盛り土の底面が滑ってしまう、これは地下水の上昇に

よって、あるいは地震の際に間隙水圧が上昇して盛り土全体が底面での摩擦が少なく

なる、あるいはゼロになるために全体が滑り落ちるという現象でありまして、実は、

この現象はもう全国で地震時にたくさん見られております。

このことは、ちょっと参考資料をまた見ていただきたいと思います。

実は、この滑動崩落と盛り土の崩壊という現象をＪＲは意図的に混同しているとい

うことを私は申し上げたいというふうに思います。
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２番目、ＪＲの計画では、住民が被災することを想定しているのに、住民にはそれ

を隠して説明しています。

技術検討委員会の結論では、ＪＲは盛り土の崩壊は軽微であるようなことを述べて

いますけれども、そもそも根拠となる計算自体が意図的であります。

さらに言えば、盛り土完成後の管理計画には長野県現場必携を管理基準案として記

載しておりますが、そこには盛り土内地下水が盛り土高２分の１以上、あるいは時間

雨量 20mm 以上、累積雨量 100mm 以上になれば住民避難の連絡をすることになってお

りますが、これこそ私が指摘してきたように土木構造物に 100％の安全はないことを

ＪＲが認めて住民避難の基準を示したことになります。この基準を運用するならば、

土砂災害警戒情報が発表されるような状況、あるいはそれ以下でも、その都度、渡場

地区の低段の住民は避難を余儀なくされることになります。しかも、その指示を出す

のは村役場であります。累積雨量 100mm 以上などは昨年だけでも２度発生しており、

盛り土内地下水位が盛り土高２分の１以上なども含めて、今後は頻繁に発生すること

も予想されます。

そもそも村がこの管理基準を認めるということは、わずかな確率であっても住民が

被災する可能性を示した計画であることを認めることであり、これが現実に発生した

ときには、ＪＲや県ではなく、村も被災の責任を負わねばならなくなるはずでありま

す。盛り土の崩壊による災害は人的災害であり、住民と村は本来被害者であります。

被害者である村が村民から責任を追及され指弾されるような決定をするべきではない

と考えます。

ＪＲと県は、８月 23 日に行われた村のリニア対策協議会では管理基準については

報告せずに隠蔽したままでありました。渡場地区の説明会では、住民から管理計画を

指摘されて、ＪＲは渋々、管理基準案の存在を認めています。住民にとっては最も重

要な情報を隠したまま了解を取りつけ、あとは責任を村に押しつけようとする態度は

許されるものではありません。

盛り土構造では十分な安全を装いながら、一方の管理計画ではいざというときに住

民避難を呼びかける仕掛けを残しておくというのは、住民を欺く欺瞞的手法にほかな

りません。

このような計画を受け入れることは、将来に重大な禍根を残すことであり、絶対に

やめるべきであることを主張します。

村として、このようなＪＲの提案を受け入れるとは表明していないはずであります

が、改めて村長の見解を問います。

盛り土の専門家への意見聴取には対案も盛り込むべきである。

昨年９月定例会で村長は、技術検討委員会の結論が出ても、村として盛り土の専門

家に意見を求めてから最終判断をすると約束しています。

私は、技術検討委員会に昨年 11 月７日付で専門家として意見書を提出しており、そ

の中で、ＪＲの当初計画に対する問題点を述べながら、県道を盛り土により築造する

んであれば、台形盛り土により内部に管理用通路と水路を設置すれば流域の地下水が
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たまらない安全な盛り土による道路築造ができると主張しておりますが、この提案に

ついては、技術検討委員会では検討がなされておりません。したがって、私の提案と

ＪＲの計画案をそろえて盛り土の専門家に提出して判断を仰ぐべきと考えますが、ど

うでしょうか。

我が国の盛り土の研究は京都大学防災研究所の研究成果により飛躍的に前進してお

り、平成 18 年の宅地造成規制法の改正にも大きな影響を与えております。ＪＲの計画

は、このような成果に学んでいないだけでなく、単に残土処分量をできるだけ増やし

たいだけの計画にほかなりません。

私は、残土処分や谷埋め盛り土を一般的に否定しているわけではありません。谷埋

め盛り土でも、直近に河川、集落、道路、鉄道など、盛り土が崩壊した際に、あるい

は盛り土が滑動崩落した際に甚大な被害を及ぼす可能性がある場合には計画すべきで

はないと指摘しているのです。このことは、技術検討委員会への意見書でも繰り返し

述べております。

前述の阪神・淡路大震災における大規模盛り土の滑動崩落現象や全国の盛り土の崩

壊について、京都大学防災研究所はその知見を蓄積しており、真に第三者的な立場で

の意見を求めるのであれば、私の対案も含めて当該研究所での検討結果を尊重すべき

であると考えます。

村としては、前村長からの約束のとおり、県道のトンネル残土を利用して盛り土に

よる道路築造が目的でありますから、完成後も地域住民に安心感を与える道路にすべ

きでありますから、より安全な盛り土を目指すべきと考えますけれども、いかがでしょ

うか。

４番目、盛り土の管理は県が永久に責任を持つことを工事前に確定させること。

盛り土の形態がどのようなものになるにしても、盛り土全体の管理は村では行わな

いことを９月定例会で村長は明言しておりますが、このことをＪＲと県が最終的に履

行するためには、盛り土工事の着手前に予定地の土地の所有権をＪＲあるいは県に移

転する必要があると考えます。それは、盛り土工事の前提条件として土地所有権をＪ

Ｒあるいは県に移転しなければ、土地所有者は盛り土の管理責任をいつ問われること

になるかわからないからであります。

そもそも半の沢の盛り土の管理について、前村長が未来永劫盛り土を県が管理する

ことを約束したことからこの盛り土の話が出発しているにもかかわらず、県はそのよ

うな発言はしていないと翻したものであります。この件について、県は盛り土の設計

ができてから検討することにしていたはずでありますけれども、既に１年以上経過し

ていることになります。技術検討委員会へのＪＲと県の説明では、盛り土完了後 10年

間はＪＲが盛り土管理を行い、その後の管理を県が引き継ぐことになっておりますが、

盛り土完了時には既に県道の道路指定がなされていますので、村や個人の地権者は、

道路法による命令を避けるためにも、所有権を工事前に移管しておかなければならな

いのです。道路法による命令とは、指定された道路が損壊を受けるような事態になっ

た際に、その要因を除去するために道路管理者である県知事が土地所有者に対して除
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去命令をすることであり、土地所有者は命令に従う義務が生じてしまいます。村長は、

このことを理解しているんでしょうか。

また、技術検討委員会の資料を見ていると、盛り土上部の水路は村の管理であるか

のような記述がありました。これもおかしな話で、盛り土上部に設置された水路は盛

り土構造の一部であって、村の所有物ではないはずです。安全管理上も問題のある盛

り土上の水路の管理など村が引き受けるいわれはないはずでありますが、このことに

ついて委員会で村側は異議を出さなかったんでしょうか。

あわせて、盛り土の最上流に設置予定の土砂吐き工という名の堰堤の管理も含めて

県が管理するように、この施設を含めた全ての盛り土関連用地の所有権を工事着手前

に移転すべきであります。この堰堤は盛り土と県道を防衛するための施設であり、盛

り土構造の一部でありますから、これを村が管理することになれば、堰堤が土石流で

突破されて県道が損傷し人命が失われることになれば、村が重大な責任を負わねばな

らないことになります。もちろん日常的な管理責任も負うことになってしまいます。

このような問題が発生しないように、盛り土と関連施設の管理は、その一切をＪＲと

県が負うように工事着手前に確認すべきであり、土地所有権の移転は、そのための絶

対条件であります。

さらに盛り土管理で言えば、ＪＲは盛り土工事完了後 10 年経過後に盛り土が安定

していれば、引き継いだ県はモニタリングを中止すると述べていますが、そもそも盛

り土が安定しているかどうかを盛り土の変位計データや水位観測データを 10 年後ま

で調べて判定するなどというのは、およそ専門家ならばかげていると考えるはずであ

ります。盛り土の変位は時間とともに継続しており、10 年経過したから大丈夫などと

いうものではあり得ず、数十年あるいは 100 年以上の単位で経過観察すべきものであ

ります。

また、盛り土内の地下水位は排水状態が悪化すれば上昇することは当然であり、地

下排水管の目詰まり現象は、むしろ時間経過とともに増大するのでありますから、水

位観測は永久に行う必要があります。10 年経過で中止するなどというのは、ＪＲも県

も盛り土崩壊のメカニズムを何も理解していない、あるいは知らないふりをしている

だけでなく、技術検討委員会の専門家と言われる人たちがこの指摘を何もしなかった

こと自体が理解できません。むしろ地下排水管の目詰まり現象は 10 年後以降のほう

が高まるはずであり、ＪＲの提出した管理計画は盛り土が危険な状態になってから水

位観測を中止するという言語道断のものであり、村は絶対に受け入れるべきではあり

ません。

県は、このような永久に近い管理をできない、あるいはやりたくないと考えて、み

ずからが引き継ぐ際にモニタリングをしないということにしたのであれば、大変危険

で無責任な管理計画と言わざるを得ません。県が永久に盛り土の管理でこのようなモ

ニタリングをしたくないのであれば、私が対案として示した台形盛り土による道路築

造に転換すべきであり、村長として県にそのことを提言してはどうでしょうか。

○村 長 幾つか一度に――一度にっていうか、ご質問いただきましたので、その都度戻って
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お答えをさせていただければと思っております。

まず、半の沢への谷埋め盛り土の問題についてでありますけれども、盛り土構造が

十分な安全を装いながら、管理計画ではいざというときに住民避難を呼びかける仕掛

けを残しておくという住民避難を欺く手法であると、このような計画を受け入れるこ

とは将来に重大な禍根を残すためやめるべきであると、村長の見解はどうかというこ

とをまずご質問いただいたかと思います。

桂川議員、７番議員さんの提案されました台形盛り土の案につきましては、技術検

討委員会では議論されていないというふうに思います。これは、ご質問を出されたか

と思いますけれども、ＪＲ東海が設計をして、長野県が提案をした全面盛り土に対し

ての技術検討委員会であったかと思いますので、その議論の中では７番議員の提案し

た台形盛り土は議論の対象ではなかったというふうに思っております。

それから、滑動崩落の起きる現象につきましては、７番議員のご指摘がありますよ

うに、どんな状態で滑るのか、地すべりの起こった各地で研究をしている専門学者の

方の考えを半の沢の大規模盛り土に当てはめてご意見を伺うことを考えております。

ＪＲ東海も盛り土安定計算の標準的な考え方として道路土工事の盛り土指針にある

２次元の解析円弧方法、これが桂川議員が指摘をされた方法、指摘をされておるやつ

だと思うんですけど、解析円弧方法で盛り土下部を改良して常時、地震時にも安定率

を確保できるというふうに計算から導いたというふうに説明があったところでありま

す。

もし仮に――仮にというか、ＪＲ東海は滑動崩落が大変危険だというか、そういう

ご指摘の中で、３次元の解析をＪＲ東海が行っているとすれば、その結果を聞いてみ

たいと思っておりますし、この解析の過程って非常に難しいですので、断面の解析円

弧法でも、その計算式、我々ではよく理解できません。そういうことでありますので、

３次元に至っては難しいわけですから、解析をしていく過程はともかく、この２次元

解析の結果との比較をもししておるとしたら、ぜひ示していただきたいというふうに

思っております。

安全管理につきましては、大規模盛り土をしなければ、確かにそもそも不要なこと

であります。しかし、橋梁にかわる盛り土の上に、橋梁はもう直さないよということ

でありますので、橋梁にかわった盛り土をして、その上に道路を築造するということ

になるならば、盛り土内の地下水位上昇を監視して避難勧告を、もう上がってくれば

避難勧告をするということは、下流の住民に責任を負うという立場の村とすれば、降

雨の状況も含めてですけど、これは責務が発生することになるんではないかというふ

うに思っております。

半の沢の盛り土がなくても、豪雨による住民避難の勧告、避難指示は、下流の地域

には今後出されていくもんだというふうに思っておりますので、１つは、そういうふ

うにお答えをさせていただければと思っております。

それから、盛り土の意見聴取には対案も盛り込むべきであるということでございま

す。

- 44 -

技術検討委員会で検討されましたＪＲ東海の盛り土案につきましては、これは技術

検討委員会の委員、４人の専門、大学の先生方でありました。委員以外の専門の科学

者の意見をお聞きするというふうにしたいというふうに申し上げてまいりましたので、

７番議員の道路築造の案につきましては、専門家学者への依頼が、この方、専門の先

生が受けてくださると、検討しますっていうふうに決まった時点で、７番議員のほう

からの説明を加えて、そちらのほうで同時に進めていただければよろしいんではない

かというふうに思います。これで違う角度から両方のものが見えるということである

かと思いますので、そのようにお願いをしたいと思っております。

それから、最後でありますけれども、やはり一番、永久に責任を持つということの

ために、もし仮に盛り土を管理せざるを得なくなった場合に、県がやっぱり道路とし

て――道路としてというか、永久に責任を持つべきであるということで、そのために

は工事の着手前にこの状態を確定させる必要があるというご質問だったかと思います。

半の沢全体に盛り土を行うことを前提に今まで検討してまいりました。もちろん、

桂川議員の示されました台形の盛り土、このことについてもリニア対策協議会でも議

論をいたしましたし、桂川議員みずから長野県、そして大規模砂防の盛り土の技術検

討委員会、この両者にこの案についてはどうかということを提出されておることは私

も承知をしております。

県は、盛り土全体を管理するということを、最初は道路、長野県は県道としての管

理に限るということを言っておりましたが、全体を盛っていくという案になってから、

技術検討委員会の議論が深まる中で、県はどういうふうに態度が変わってきたかとい

うと、これは、長野県としては道路と一体として管理をしていくというふうにリニア

対策協議会でも申しておりますし、これはつい先ごろの８月 23 日の中川村リニア対

策協議会でも回答ありましたし、その前でもそういうことは言っております。そして、

８月 28 日の渡場地区の皆さんを対象にした今度の盛り土案の説明会でも、長野県は

このことを明言しております。であるならば、村は所有権を長野県に移転することで

道路部分と一体の盛り土の管理と監視が長野県の責任のもとに永久に続くことになる

というふうに考えます。これは、仮にこうなった場合にはっていう前提で桂川議員が

おっしゃったとおりだと思っております。

盛り土の完成後、最初の 10 年が経過した段階で、長野県は技術検討委員会、これは

管理を前提とするための組織だそうでありますが、この検討委員会で盛り土の安全性

を検証するとともに、施設を引き継ぎ、引き継いだ後の管理体制も検討していくとい

うふうに言っております。この検証の結果、県の条件を満たせば、盛り土は長野県に

引き継がれるということは明示をされてきておるところであります。当然、引き継ぎ

後もモニタリングを行い、監視を続けるべきでありますし、長野県も認めております

し、ＪＲ東海も言わずもがなでありますけれども、最初から議員もご指摘の間隙水圧、

この高まり、２分の１以上になったらどうかっていう、その２分の１っていうのもど

ういうところから導かれたっていうのは非常に難しいわけでありますけれども、間隙

水圧の高まり、つまり水位が高くなってくることだと思います。この高まりですとか、
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盛り土の移動など、ちょっとしたずれといいますか、こういった移動などがあった場

合、こういった異常が認められたら村に連絡をして対策を講じてもらうと、こういう

ことは当然のことだと思いますし、これは道路管理者としての責任ですから、当然こ

れはやってもらわなきゃ困ると思っております。

したがいまして、ＪＲ東海が今の案で長野県に引き継いだとして、長野県も管理の

検討委員会がこれでいいだろうというふうに答えたとしても、集水井が、３ｍ50cm と

いう直径の集水井が６本入ります。それから監視のための観測井っていうやつも何本

か当然抜いております。ちょっと具体的な本数は覚えておりませんので申し上げられ

ませんけれども。したがいまして、水位が高くなってきたときどうするのかというこ

とにつきましては、集水井に揚水ポンプをもうあらかじめ設置して地下水位を下げる、

つまり抜くっていうこと、そういった仕組みも必要ではないかというふうに思われま

す。もちろん、時間がたてばたつほど、いわゆる不織布というやつが目詰まりを起こ

すということは、最初から起こしやすいんだということは桂川議員のご指摘のとおり

かというふうに思っておりますので、なるべく――なるべくというか、今の考えられ

る技術の中で、それはならないような仕組みでやっていただくしかないわけでありま

すけれども、やっていただくっていうか、県、ＪＲ東海は考えているんでしょうけど

も、揚水ポンプを入れて排水をする、その仕組み、そして、そのために必要な電気設

備、こういったものはＪＲ東海の管理期間中に設置を求めていきます。当然のことだ

と思っておりますし、これを県に引き続き引き継いでいくように、私どもとすれば細

かいところで要求をしていきたいというふうに考えております。よろしくお願いしま

す。

○７ 番 （桂川 雅信） 幾つか確認したいんですが、今おっしゃっていた中で、１つは、Ｊ

Ｒに３次元解析をやったかどうか、やっていれば出すようにというお話がありました

けれども、ＪＲ、私の今までのほかの地域での環境影響評価技術委員会に出した意見

書の中でも、ＪＲは３次元解析はやっていません。やる必要もないっていう判断をＪ

Ｒはしておりますので、今回はしていないと思います。しかも、今回の報告の中でも

ＪＲが出している説明資料でも、２次元縦断面での円弧滑りの計算しかしておりませ

ん。これは、やるつもりがないっていうふうに私は考えています。

ただ、委員だったからかもしれませんけれども、100％安全ではないっていうことは

認められているので、全員が認められたようですから、結局、そのための対策として

避難の話を、管理基準の中に住民避難の項目を入れて、その基準を入れたということ

だろうと思います。だとすれば、これはＪＲ自身がそういう危険性があるということ

を認めたということになりますから、その問題については、もう一度、これはＪＲに

直接問い合わせるべきだというふうに思います。どういう、例えば 100mm 雨が降った

ときに、累積ですね、それから時間雨量 20mm のときにどういった危険性を考えている

のかと、つまり、これって何かの計算がしていなければ出てこないはずなんですよね。

ですから、そういう問題をきちんと出してほしいということであります。

少なくとも、ＪＲは今３次元解析をやっていません。やってもいいんですけれども、

- 46 -

やった結果でも、多分大丈夫ですっていう結果は出るかもしれない。でも、私は 100％

安全じゃないっていうふうにずっと申し上げているので、このことは京都大学防災研

究所の出した報告書の作成にかかわった人たちの中でも同じ意見です。土木構造物は

100％安全じゃないから、例えば地震起こったときに３次元解析でやって大丈夫な所

でも滑り落ちる可能性は十分あるわけで、そういうことを考えれば下流域にいろいろ

障害が起こるようなものがある場合は、それはやめるべきだというのが私の意見です

から、そのことをちょっともう一度念頭に置いてＪＲに話をしていただきたいと思い

ます。

もう一つ、管理の問題ですが、ちょっと村長の今の回答の中で余りはっきりしなかっ

たんですが、工事着手前に所有権を移転するということでよろしいですね。ちょっと

そこのところがはっきりよくわかりませんでしたので、そこをもう一度お答えいただ

きたいと思います。

○村 長 ３次元解析という話で、実は、そういった方法あるのかなあと思ってインターネッ

トを調べていましたら、どこかの大手の土木研究所かゼネコンの研究室だと思うんで

すが、数値を入れて、こういう状態のときにはこうというか、何か解析ができるとい

う、そういうソフトがあるみたいでして、もちろん、それはソフトの一端を紹介して、

どうですか、使いませんか、幾らですよって、こういうふうにやるんだと思うんです

けど、そういうことからいきますと、恐らく３次元の解析っていうのは、桂川議員は

ご承知のとおりなんでしょうけど、あると思います。当然あるでしょうし、できるん

だと思います。

それで、ＪＲ東海も当然何もしないでやっているわけじゃなくて、釈迦に説法なこ

とは言いませんけれども、埋め土の土質――土質っていうかですよね、土質ですとか、

あるいは埋める所の箇所のボーリング、地下水がどのぐらいだとか、Ｎ値じゃないや、

柔らかさっていいますか、そういったものを全部データで逐一とってありますから、

じゃあそれをした上でどういうふうに持っていくのかっていうことを考えているはず

ですから、私たちに示したのは円弧法の２次元解析だったわけですけど、これは、本

当にやっているのかどうかっていうことは問い合わせをいたします。

それとともに、最終的には、長野県は、この盛り土をした部分については、県とし

て引き継いで管理をしていくと、こういう意思ははっきりしておるというふうに思っ

ておりますので、であるならば、そこの盛り土をしようとする土地は３者、３人おり

ます。中川村が一番大きいわけでありますし、あと土地所有者、個人の方２名いらっ

しゃいますので、こういった皆さんの当然同意がなければ、これは勝手に埋めるとか

いう話はできませんから、こういう意味から言ったら、この計画の案が具体的に、下

流の皆さんも同意し、違う専門家の先生もこの案であればこれでいいだろうと、むし

ろ、もしかしたらこういうふうに直せと、直すんであればいいという条件があるとし

たら、それを飲んだ上で、合意の上で、村としては、何度も申し上げているとおり、

私はゴーサインを出さざるを得んだろうと思っておりますので、その段階では当然道

路を築造することになりますから、当然所有権は移転をするっていうことが前提だと
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いうふうに考えております。

○７ 番 （桂川 雅信） もう少しはっきり言っていただきたいんですが、全面盛り土にして

も大規模盛り土にしても、盛り土の構造物全体の土地、かかわる土地、所有権、そこ

を工事始まる前に移転すべきであるっていうのが私の意見です。それは、先ほど来、

何度も申し上げましたけども、工事が完了してからでは、今度は道路管理者のほうが

非常に権限強いです。これは、河川法と道路法っていうのは、非常に日本の法律の中

でも非常に権力の強い法律ですので、出来上がってしまえば今度は道路管理者の思い

のままになります。ですから、これは絶対に工事完了させる前、つまり工事が始まる

前にきちんと地権者から所有権を移すということをしないと、私は、そんなに県は信

用しないほうがいいと思います。出来上がってしまえば、もちろん県の思うとおりに

やりますから、ですから、そこのところは余り信用せずに、きちんと所有権の移転を

主張したほうがいいというふうに思います。

○村 長 早速、仮定の話として、このことは県には伝えていきます。当然、盛るとしたら、

その前に所有権は全て県のものとした上でおやりください、これが条件ですというこ

とは申し上げていきます。

当然、あとの民間の２名の方の同意も必要だと思っておりますので、そうしないと

一体的な整備はできるはずがありませんので、ちょっと県としては、場合によっては

ハードルが高いかなとは思いますけれども、これはこちらの理由ではありませんので、

よろしくお願いします。

○７ 番 （桂川 雅信） もう一つ、専門家の先生に意見を聴取するという点ですが、私も大

規模盛り土の案について出すつもりでおります。それから、もう一つ、村側っていう

か、ＪＲからどれぐらいの資料が出るかわかりませんけども、盛り土の専門家ですの

で、かなりいろんな注文が出てくると思います、こういう資料も出してくれとか。私

も出すつもりでおります。それから、ＪＲのつくっている盛り土案についても私の意

見も出すつもりでいます。ただ、もう一つ、やっぱり現地を一度見ていただきたいと、

その専門家の先生にも、どういう状況でこの盛り土をしようとしているのかっていう

ことを、ぜひその先生に見ていただいて、その上で判断をしていただくというふうに

していただきたいと思います。その上で私の大規模盛り土のほうがいいというふうに

先生がおっしゃるんであれば、そういうことも含めて村のほうから県に申し上げてい

ただきたいと思いますけれども、いかがですか。

○村 長 できるだけ長野県が技術検討委員会に出した資料そのものを、これを渡してほしい

と、あるいはこれを専門家の先生にお見せしますよという、そういう前提で了解をとっ

た上でやりたいと思っております。それが１つと、図面だけではきっとわからないと

思うんです。いずれにしても、私どもも直接お聞きをしたいっていうこともあります

ので、結局、一遍、中川村のほうにおいでいただいて、半の沢の形状ですとか、何と

いいますか、土地の状態だとか、小渋川との関連だとか、こういったことも現地を見

ていただくっていうことが一番必要だと思っておりますので、そういうふうにお願い

をしてまいります。
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○７ 番 （桂川 雅信） それでは次の質問に移ります。

２番目「災害時に一人の犠牲者も出さないために」、これ、私は、このテーマでは今

までにも過去２回行っておりますが、今回はちょっと別の視点から質問いたします。

それは消防団員の退避基準案をつくろうということであります。

東日本大震災時の津波災害により水防活動に従事する者の多くが犠牲となり、安全

確保の徹底を前提とした水防活動の実施の重要性が改めて認識されています。このた

め、平成 23 年の水防法改正では、水防計画について津波の発生時などの危険を伴う水

防活動に従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものとすることを規定

しています。平成 23 年の水防法改正の第７条第２項では「都道府県の水防計画は、津

波の発生時における水防活動その他の危険を伴う水防活動に従事する者の安全の確保

が図られるように配慮されたものでなければならない。」ということを書いています。

このことについて、本年５月に国土交通省は、危険が迫った際に活動を中止する基準

の策定に着手したと伝えられています。消防団員の退避基準がないため逃げおくれて

被害につながると判断したからであります。

国の調査では、全国から抽出した 223 団体の 2,230 人を対象にアンケートを実施し、

半数越えの回答を得ました。その結果、34％の団体は「基準がない」、35％が「基準は

あるが十分ではないと感じる」としており、団員の 25％は災害時や訓練中、川に流さ

れるといった危険を感じた経緯があると答えました。

昨年７月の西日本豪雨では、特別警報を受けて退避したものの、漏水が起きた堤防

の応急処置で再出動した事例も見られています。実は、この事例っていうのは大変危

険な作業でありまして、本来やってはならない作業であります。退避基準がきちんと

確定していれば、こんな作業、実はしないはずなんでありますが、このような危険な

行動を実は実際にやっていたというところに退避基準の策定をしなければいけない理

由があります。

国土交通省は、退避基準の早期公表を目指して作業を急ぎ、水防活動を監督する市

町村に地域版の基準作成を促したいそうでありますが、国からの指示を待つまでもな

く、村や消防団員の命を守るために早期に退避基準の策定に取りかかるべきでありま

す。幸いにして、他県では見本となるような退避基準やマニュアルが作成されており、

素案でもよいので早く策定して実際に運用してみることのほうが大切であると考えま

す。

参考までに、岐阜県の安全管理マニュアルの表紙と目次を添付しました。岐阜県で

は、このマニュアルの運用を開始してさまざまな課題も浮き彫りになっているようで

ありますから、基準策定を前提として実態を学ぶことから始めてはどうかと思います。

退避基準を策定した際の運用について重要な点を指摘しておきます。それは、退避

基準の内容を現場の指揮官、リーダーだけが理解していればよいということではなく、

出動する全ての団員が基準をよく熟知して訓練を受けていることが大切であるという

点であります。特に、退避基準については、教育訓練は非常に重要なポイントであり

まして、なぜなら、団員だけでなく多くの住民が災害の予兆現象について体験あるい
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は経験がないからであります。

例えば、河川やため池の破堤については多くの団員が体験していないはずでありま

すし、破堤の前兆現象など見たことのない人が多数であります。大雨時の河川の越流

による浸水は、上流の河川水位観測によってほぼ予測可能でありますが、越流がない

からといって破堤もないとは限らず、破堤の予兆現象を見逃してしまったために消防

団員が災害に巻き込まれてしまうことも起こり得ます。堤防をパトロール中に予兆現

象を発見した際に団員がどのような行動を瞬時にとるべきかは、団員と住民の生命を

守る重要な点になっていると私は考えます。

予兆現象の体験がないという点では、土砂災害は特に留意をする必要があります。

土砂災害は土壌中の水分量によって引き起こされるもので、これは雨が収まったから

といって警戒を解いていいわけではありません。土砂災害のうち表面流出によるもの

は降雨とともに引き起こされますけれども、地下浸透水によって発生する土砂災害の

予兆現象は日常的に斜面の状態を観察していないと判断がつきにくいこともあり、繰

り返しの教育訓練が必要であります。これは２次災害を防止する上でも大切な仕事で

ありますので、団員の命を守る上でも、退避基準の策定と、その教育訓練を急ぐべき

ことを提言します。

大切なことは、災害時にパトロールや避難誘導に当たるべき消防団員が逃げおくれ

て命を落とすことがないようにするという点であります。村の貴重な人的資源を災害

時に失うことがないように、防災活動の責任者としての村長の見解を問いたいと思い

ます。

○村 長 今、消防団は、伊南という地区を中心にして水防訓練を行っております。それは、

現在、昔はいろんなことをやりました。木に土のうをくくりつけて流して、これをよ

けにして、はねにしてっていうんですか、水流を弱めるというようなやり方もやりま

したが、今は改良土のう積みだったかな、そういう訓練もやっております。

桂川議員のご指摘の件でありますけれども、これから大雨が降って予測不可能な状

態というのは十分考えられるわけでありますし、そういったときに見回りしていて、

正義感といいますか、団員のやっぱり訓練のあれだと思って一生懸命活動していたと

ころが、逃げおくれるということは十分考えられます。そうなる前に逃げろというの

がまず第一の指示でありますけれども、じゃあどういうふうになったときにはどこま

で監視をして、どういう状態になったら逃げる、あるいは水防活動もここまでやった

ら、こういう状態になったら逃げるということは、やはりこれはマニュアルとしてき

ちんとつくって、それで団員に徹底していくっていうのがよろしいかと思っておりま

すので、そういう意味で言ったら安全管理のためのマニュアルを、岐阜県の例がある

ようでありますので、ぜひこういったものを基準に策定を検討していきたいというふ

うに思っております。

ただし、やっぱり、なかなか団も、今、私どものところでも 150 人ぐらいの団員し

かおりません。こういった皆さんが広い中川村の流域、水防活動に全て監視をしたりっ

ていうことは非常に難しいわけでありますけれども、自分たちの周りですとか、団の
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指示では――団というか、団本部の指示でここへ行けというふうな、ここを守れとい

うような支持が当然出るわけでありますので、監視も含めて、こういった基準は、身

を守るということも含めて、これからマニュアル化も含めて考えてまいります。

○７ 番 （桂川 雅信） ぜひ退避基準の策定に力を注いでいただきたいと思います。

３番に移ります。３番は、これまで私が提案してきました条例改正あるいは制定を

伴う提案の処理についてであります。３つあります。全部読み上げませんので、項目

だけ読み上げますので、ご担当になっているところ、あるいは３番目は村長だと思い

ますが、ご回答いただければと思います。

１番目は、中川村開発事業の調整に関する条例の一部改正、これは私が６月議会で

ミニ開発の問題について取り上げましたけれども、新しい条例を制定するというより

も今ある条例の部分的な改定で済むはずですというご指摘をしたと思います。

２番目、消防団の待遇改善と会計の明朗化について、これも今回、全協にも出てお

りましたので、私は消防団の活動改善の一歩として歓迎したいと思いますけれども、

まだ明朗化を求められる部分があるんではないかというのが私の意見です。

それから、３番目、地下水保全条例の制定について、これは６月議会で私が提案し

ましたけれども、村長からは研究したいというふうに回答がありましたので、研究す

るためにどの程度スケジュールを考えておられるのか、ご回答いただきたいと思いま

す。

〇建設水道課長 それでは、一番最初の中川村開発事業の調整に関する条例の一部改正についてお答

えいたしたいと思います。

一定規模を超える開発行為につきましては、都市計画法に基づく都道府県知事の許

可が必要ですが、これに満たない開発事業につきましては、個別の法律等に該当する

場合は別として、法的な申請、届け出義務は求められておりません。

こうした中、都市計画法の開発許可の規模に満たない土地開発事業について、独自

条例で事前協議あるいは届け出を義務づけている自治体もあります。

当村の開発事業の調整に関する条例は自治条例と都市計画法の２つの性格を有して

おりまして、現行の条例は都市計画法の開発許可範囲と重複をしている部分もありま

す。

本条例で全ての開発事業について届け出を義務づけ、村が処理していくっていうこ

とは非常に困難でありまして、本条例を見直していく場合においても関係法令との整

合性を含めて総合的な見直しが必要であると考えております。

当村では、県の景観条例による規模に満たない土地の形質変更や建築物、工作物等

の建設等については、中川村美しい村づくり条例において事前の届け出を義務づけて

おります。必要に応じて助言、指導を行うこととしております。当面は、美しい村づ

くり条例の中で事業の把握と助言、指導を行っていきます。

美しい村づくり条例による届け出義務につきましては、建築業者に対しては接道確

認や上下水道確認の折に説明し、再度徹底をしていきます。

また、村民へは広報や総代会等を通じ周知をしていきます。
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〇総務課長 それでは、２番目の質問につきまして回答させていただきます。

まず、通告書にありました出張旅費ということでありますが、分団や部の会計を見

る限り、そちらからの出張旅費の支出はないというふうに把握をしております。村外

での訓練等に対しまして、村から参加した団員個々に費用弁償として支出はしており

ますが、村の公金の支出でありますので、当然監査委員にも見ていただいておるとこ

ろでありまして、いわゆる書類等の問題というものはないのかなというふうに思って

おります。

団の会計のさらなる明朗化ということでございますが、分団や部に専任の事務職員

というか事務担当者を置けない以上、これ以上金銭処理に手間がかかるようなことを

求めるわけにはいかないのかなというふうに思っております。

また、分団や部の会計は、それぞれ自主的な管理をされているということでありま

して、何らかの形で会計の報告は行われていると思っておりますし、もし行われてい

ないのであれば、そのように指導はしてまいりたいというふうに思います。

再三、各所でご指摘をされておりますように、いわゆる報酬手当の代理受領のよう

な形が問題だというようなご意見もあろうかと思いますが、そういうふうにしている

からこそ中身を明らかにするという意識が働いておるのではないかというふうに思い

まして、それなりに明朗に努めていただいているものと思っております。

○村 長 地下水の保全条例の制定についてスケジュールをどういうふうに考えているんだと

いうことでございますけれども、まず、前回のご質問っていうかにいただきましたけ

れども、超党派で水・地下水を保全するという法律を率先してつくる原動力になられ

た元国土交通省の方をぜひお呼びをして勉強会を開きたいなと思っております。その

際には、ぜひ間に入っていただければありがたいなというふうに思っております。そ

れをやった上で、これは年度内にやるつもりですけど、それをやった上で、条例制定

についてはそれ以降かな、つまり来年度の話かなというふうに、そんなスケジュール

でおります。

○７ 番 （桂川 雅信） 最初の開発事業の調整に関する条例の問題ですが、私の提言をちょっ

と取り違えていらっしゃるんじゃないかと思いますが、私が６月議会で取り上げたこ

とは、今ある開発事業の調整に関する条例をきちんとやろうとすると、つまり、建築

面積が例えば 300 ㎡以上のものについては、これこれの届け出、これこれの内容の指

示をするというふうになっていますが、建築面積 300 ㎡以上かどうかっていう判断を

どこでされているのかっていうことを僕は６月議会で申し上げたはずです。つまり、

今のシステムでは、建築確認申請に関する資料は何も村には上がってきていないはず

ですので、建築面積が 300 ㎡以上なのか未満なのか、そのこと自体がわからない、な

ので、そこだけでも変えたらどうですかっていうのが私の提案だったと思います。つ

まり、それほど難しい改正ではなくて、今、条例で定められている基準を判断するた

めにどうするのかということですから、それはそんなに難しい改正ではないと思いま

す。つまり、くっつければいいだけですので、そのことをちょっと検討していただけ

ればと思います。
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あと、消防団の会計の明朗化については、今回の決算審査の中でも私は意見を述べ

たいと思いますので。

ちょっと建設水道課長さん、もう一回お答えいただきたいと思います。

〇建設水道課長 美しい村づくり条例ですと、一応、建築確認というか、そういった建物自体が申請

の届け出が必要になってきております。そういった中で、この開発調整条例では、先

ほど申しましたとおり、都市計画法の一部が結構色濃く出ておりますので、そういっ

た意味では、まず届け出をしてもらって確認をするという作業の中では、美しい村づ

くり条例で対応していけるのかなというふうに考えています。

○７ 番 （桂川 雅信） すみません。都市計画条例で対応できるんですか。これは、要する

に、開発事業の調整に関する条例の中で、例えば建築面積 300 ㎡以上についてはこれ

これこれこれの指示をすることになっていますよね。ですから、私が言いたいのは、

300 ㎡以上なのか未満なのかっていうことをどうやって判断しているんですかって申

し上げたんです、６月議会では。つまり、何も資料がないので判断のしようがないで

しょうっていうことを僕は申し上げたんであって、その資料を収集すべきではないで

すかっていうことを申し上げたんです。そうしないと、この条例は生きてこないです

よね、今ある条例自体、そのことを申し上げたんです。おわかりですよね。

〇建設水道課長 全てではありません、確かに。ただ、ほとんどのものが一応建築確認申請のときに

村のほうに上がってきます。ただ、民間を使った場合には後でまとめてこちらに来る

もんですけど、一応、ただ、美しい村づくり条例の中では、面積云々ではなくて、一

応全部出してもらうようになっておりますので、それを、先ほど申しましたとおり、

接道の確認だとか上下水道の際には、そういった確認作業が一緒になっていますので、

その際には、そういった面積等の確認がとれています。

○７ 番 （桂川 雅信） わかりました。私もちょっと収集不足のところがあるかもしれませ

んので、継続してこの問題、勉強させてもらいます。

４番目、もう時間がありませんので、４番目の問題は６月議会で話題になったテー

マであります。建築・設備関連の設計業務に関する問題の再発防止策については、行

政側から提案が出ておりました。私たちも、その再発防止策そのものは異論ないわけ

でありますが、根本的な問題は役場内の専門技術者の不足という点にありますので、

この問題を解決しないと同じ問題がまた再発するんではないかというのが私の意見で

す。

ここに書いてありますことは多分読んでいただいていると思いますので、この問題

については副村長にもいろいろ私からの意見を申し上げていますので、副村長から

ちょっと見解を述べていただきたいと思います。

〇副 村 長 ７番議員、ご質問というか、ご指摘をいただいたとおりでございまして、県の住宅

供給公社にも確認をいたしました。公社のほうでは、これまでも村の関係は、村営住

宅の関係で、建設の関係で施工監理ですとか設計、あるいは買い取り方式のものにつ

いては公社に委託をして建設をしていただいて村が買い取るということで、公社との

つながりは過去にも協力をいただいております。そんな中で、公社のほうでは住宅以
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外の公共建築物につきましても事業の計画、設計、工事発注、施工段階でのさまざま

な技術支援業務をやっているということで、ご指摘いただきました設計・施工監理業

務の積算も可能ということでありますので、また、これらの業務を個別に依頼するこ

とも可能ですし、複数の案件業務を年間通じてパッケージとして依頼することも可能

ということであります。

今後、来年度以降、事業計画を立てる段階の中で抜術支援が必要な業務を拾い出し

て、公社のほうへの委託について検討してみたいというふうに思います。

また、近隣の自治体との広域的な取り組みというようなことにつきましては、各市

町村それぞれ需要等も違うと思いますので、広域の会議等でそんなご提案というか、

話題提起をしながら、ほかの市町村の状況もお聞きをして検討していきたいというふ

うに思っております。

○７ 番 （桂川 雅信） 時間がありませんので、一言だけ提案申し上げておきます。

小さな町村の場合は、建築業務がそれほどいつもあるわけではありません。伺った

ところでは、建築課のほうに伺いましたけれども、振興局の、同じような問題を抱え

ているところは、やっぱり町村では幾つもあるそうです。そういう問題を逆に言うと、

きちんとより集めて公社に依頼をするということもあり得るんではないかということ

を考えております。公社の方に伺ったら、そういう形で提案していただけるんであれ

ば私たちも対応しますということをおっしゃっていますので、ぜひ、村だけでも大変

だったらば、広域できちんと話し合っていただいて発注をするようなこともご検討い

ただければいいなというふうに思います。

以上です。

○議 長 これで桂川雅信議員の一般質問を終わります。

次に、３番 松澤文昭議員。

○３ 番 （松澤 文昭） 私は、さきに提出した一般質問通告書によりまして２つの質問をし

たいと思います。１つ目としまして「村の住宅政策について」ということで、特に村

営住宅の売却による定住促進についてということを１つ目の質問をしますし、２つ目

は（仮称）中川村農業観光交流センターの運営方針と組織形態及び将来ビジョンにつ

いてということで質問したいと思います。

最初に、村の住宅政策、特に村営住宅の売却による定住促進について村の方針をお

聞きしたいというように思います。

中川村でも人口減少対策の一環として村営住宅の建設が進められております。村営

住宅の建設は、一時的な人口減少対策の効果であっても、人口減少対策におきまして

は大きな効果があるというように私は思っております。

しかし、村営住宅も次第に老朽化をしていきます。そういう中で、村に住みたくて

も新築物件を探して村外に転居してしまう住民もいるというふうなことも聞いており

ます。したがって、現在村営住宅に入居していて村に住みたい住民に対して、今後も

村に居住してもらうために村営住宅を売却する政策を検討する必要があるんじゃない

かというふうに私は考えております。
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村営住宅の売却につきましては、クリアしなければならない課題が多くあると考え

ますけれども、政策として可能ならば、定住促進政策として検討すべき政策であると

考えておるわけであります。

まず最初に聞きたいのは、先ほど申しましたように村営住宅の売却につきましては

クリアしなければならない課題が多くあるというふうに私も考えているわけでありま

すけれども、果たして村営住宅の売却は可能なのか、村の考えをお聞きしたいという

ふうに思います。

○住民税務課長 公共施設等の目的外転用については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律により、耐用年数を経過した場合は譲渡することができることになります。

村単独の起債を充当した村営住宅は、償還が終了後に売却が可能になると判断され

ます。

なお、売却する場合は行政財産から普通財産への変更等、地方自治法上の手続が必

要になってきます。

○３ 番 （松澤 文昭） 今、一般的なお答えがありましたので、ちょっと私もいろいろ調べ

てみましたので、それも含めていろいろ聞きたいというふうに思っております。

今話がありましたように、公共施設等の目的外の転用につきましては定義があるわ

けですよね。財産処分をする場合には、転用だとか、転用といいますのは所有者の変

更を伴わない目的外使用ということでありますけれども、転用するもの、あるいは譲

渡ということで所有者の変更をするもの、交換ということで他人の所有する他の財産

との交換をするもの、貸し付けということで所有者の変更を伴わない使用者の変更を

するもの、担保に供する処分ということで処分制限財産に対する抵当権その他抵当権

の設定をするもの、取り壊しということで処分制限財産の使用をやめ取り壊すこと、

廃棄ということで処分制限財産の使用をとめ廃棄処分をすることということの定義が

あって、その中で、特に売却をするということになりますと、補助金、国からあるい

は県からの補助金をもらったものと、それからそれ以外の、要するに単独で事業をやっ

たものとで扱いが私は違うのかと思っとるわけでありますけれども、そこら辺を踏ま

えて、村の考え方はどういうふうに考えておるかお聞きをしたいというふうに思って

おります。

〇住民税務課長 財源によって方法は変わってきますので、補助金の場合は、残存価格等、国庫へ残

りの分を納付するということが出てくるかと思います。

それで、あと、過疎債等になりますと、売却は可能にはなりますが、やはり決めら

れた年数、経過年数及び償還年数を経過した後ということで売却が可能となってくる

ということになります。

○３ 番 （松澤 文昭） ちょっと私の調べたものとちょっと違うかなと思っておるんですが、

実は、補助事業の場合、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律というのが

ありまして、この第 22 条に「補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の

増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の

目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。た
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だし、政令で定める場合は、この限りでない。」という大前提があるわけですよね。大

前提があって、それが平成 20 年の５月の財務省の通達の中で「補助対象財産の転用等

の弾力化について」という通達が出ておりまして、「近年における急速な少子高齢化の

進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応するため、又既存ストックを効

率的に活用した地域活性化を図るため、概ね十年経過した補助対象財産については、

補助目的を達成したものとみなす。」と、当該財産処分の承認については、報告等を

もって国の承認があったものとみなし、承認の際、用途の譲渡先について差別的な取

り扱いをしないこと及び国庫納付を求めないこととすると、なお、補助目的の達成や

補助対象財産の適正な使用を確保する観点から、有償の譲渡、括弧して補助金適正化

法及び減価償却資産に関する省令により減価償却資産が 50 万円以上の場合は相当す

る金額を納付する必要がある、貸し付けの場合は国庫納付を求めることなど、必要最

小限の条件を付すことができるものとするというような通達が出ておるわけでありま

す。これらを踏まえて、後ほどの、基本的に村でつくったものについては可能になる

と思いますけれども、補助金を受けたものについて、果たして私も売却が可能なのか

どうか、補助対象財産の転用の弾力化についての通達は出ておるんですけれども、こ

れらを踏まえてどうなのかなあという疑問を持ったわけでありますので、それらも踏

まえて方向、村の考え方をお聞きしたいというふうに思っております。

〇建設水道課長 一応、村営住宅をつくった立場でお答えをさせていただきます。

補助金の適正化に関する法律につきましても一部改正がされました。たしか平成 20

年だったと思いますけれども、それまでは基本的に目的外使用については全て、さか

のぼって全て補助金を返すというような法律だったんですけれども、人口減少対策等

もあった中で、おおむね 10年を経過したものについては、当初の目途っていうか、目

標というか、そういったもくろみを大体処理したという形の中で、ただ、各省庁の通

達、全ての省庁の通達があったんですけれども、耐用年数、これでいいますと村営住

宅の場合の木造につきましては耐用年数が、財務省が出しています 22 年、公営住宅に

つきましてはコンクリートの土木構造物で 50 年だと思いますけれども、そういった

償却年数を勘案して、減価償却した後で財産価値が省庁によっては 50 万円以上、もの

によっては 100 万円以上っていうのはちょっとあったような気がしましたけれども、

ある程度やっぱり金額が違いますけど、そういったことがございました。そういった

中で、もし売却が可能っていう形になれば、補助金が入っているものについては補助

金等の適正化に関する法律のもとに金額を算定して、また、そういった届け出が必要

になろうかと思います。

あと、また、村営住宅につきましては、ほとんどが過疎債を入れて単独事業として

つくってきた経緯がございますので、そちらにつきましては、議員ご指摘のとおり、

総務省の出しました公共施設等の総合管理計画がありましたので、それによって、補

助金でなくても、単独でつくったものについても同じようなことができるようになる

というようなことで承知をしておりまして、それについては、木造につきましては 22

年なんですけれども、その 10 年という文句がありますのと、あと、起債の償還という
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のがございますので、そこら辺を加味していけば、売却等については、そういった検

討ができるのかなあというふうに、多分そういうふうに思います。

〇副 村 長 すみません。ちょっと補足をさせていただきますが、公団の質問とも重複する部分

があると思いますが、補助金を入れて整備をした住宅は、現在、牧ヶ原の公営住宅と

教員住宅として管理したもののみであります。基本的に公営住宅については、公営住

宅法で公営住宅と定めたものについては、一般に譲渡ということはあり得ないという

か、用途を変えない限りあり得ないわけでありまして、その他の戸建てで特に建てた

住宅については全て単独での整備であります。

○３ 番 （松澤 文昭） 大体話はわかりましたけれども、基本的に、もう一度確認をします

けれども、補助事業で建てた物件であっても売却が可能という判断でいいということ

でよろしいんでしょうか。

〇副 村 長 先ほどご説明したとおりの基準の中での譲渡は可能ということであります。

○３ 番 （松澤 文昭） それでは、売却が可能ということが確認をできましたので、続いて

２番のほうの質問に入りたいと思いますけれども、村営住宅委の入居状況について、

まずお聞きをしたいというふうに思います。

〇住民税務課長 現在、村営住宅は 47 戸のうち牧ヶ原ハイツが１戸、パークハウス滝戸が１戸あいて

います。マークハイツ滝戸は緊急避難用として通常あきにしてあるものになります。

公営住宅は、57 戸のうち５戸あいています。

今年度は、退去の件数が例年に比べとても多い年でありまして、４月から 16 件の退

去があり、今後も４件の退去を予定しています。

現状となります。

○３ 番 （松澤 文昭） 引き続き先ほどの補助事業の問題と関連するんですけれども、村営

住宅建設時におけます財源ですよね、補助事業を使ったか、あるいは村単独でやった

かということも含めて、そこら辺の現況についてお聞きをしたいというふうに思って

おります。

〇建設水道課長 村が建設及び管理をしている住宅ですが、牧ヶ原及び中組の公営住宅につきまして

は国からの補助金を活用しております。それから、教育委員会から移管されました中

組ハイツ、牧ヶ原ハイツ、小和田上住宅についても国からの補助金を活用しています。

それ以外の村営住宅につきましては、総務経済委員会等で説明をしてきましたが、国

の補助金を充てるより、交付税措置により実質負担額が有利となる過疎債を充当し村

単独事業として整備をしております。

○３ 番 （松澤 文昭） 最初のほうの質問の中で補助事業あるいは補助事業があって売却が

可能ということでありましたので、引き続いて、村営住宅の売却が可能ということが

わかりましたので、売却をしようとする、その政策について、村の方針についてお聞

きしたいと思っていますけれども、先ほど申しましたように、村営住宅に住んでおっ

て、老朽化して、そして、何とかこの村には住みたいんだけれども、老朽化したので

新しいところを探しておっても、なかなか村の売却方針がないために違う市町村へ転

出をしてしまったという方の話も聞いておるわけであります。そういう中で、売却の
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する方針について、村として考え方があるのかどうか、そこら辺のお考えをまずお聞

きしたいというふうに思います。

○村 長 一戸建ての住宅を売却の対象としていきたいと、用地込みであります。それが、こ

れから住宅を求めている方、ここにいいところだとして引き続き住んでいきたい、こ

ういう要望にかなうとするならば、人口減少の対策にも一定の役割を果たすだろうと

いうふうに考えます。

売却する条件に付きましては、具体的にはまだ検討はしておりませんけれども、実

はそんなような声もありまして、以前にもありました。これはできるんですよという

ことで、沖町のアルプスビュー沖町にお住まいの方にお話をしたところ、いや、もう

近くのところに土地を買って出てしまいましたと、そこをぜひ売ってほしいというこ

とで、戸建ての住宅ですけど、そういうことでありますので、課題を整理して、早く

そういう、それぞれ条件が違いますけれども、整備をしていきたいというふうに思っ

ております。

○３ 番 （松澤 文昭） 政策として考えてくれるということでありますので、早急に方針を

示してもらいたいと思いますけれども、その中で、特に売却条件についてどういうよ

うな考え方を、今は決まっていないとは思いますけれども、基本的な方針につきまし

て、どんな考え方を持っているか聞きたいというふうに思っております。

○村 長 今申し上げたとおりで、具体的にこれから検討というところであります。とにかく、

売るに当たっては、その方を優先っていうわけにはいきませんので、公平に広告をし

て、ある一定の期間をもって、例えば売り値このぐらいでございますけど幾らでお買

いになりますか、入札方式になるのか、非常に、これはまたやり方は微妙ですから、

先進事例を研究した上で、やはり公平性、透明性だと思っておりますので、そういう

ふうに、そういうことからも検討してまいりたいということであります。

○３ 番 （松澤 文昭） 売却条件の中でちょっと考えにゃいけないことは、退去時の修繕料

だとか、そういうものをどういうふうに考えていくかっていうことは方向づけをして

いかないと、なかなかうまく売却できないかなあと私は個人的に思っているんですが、

そこら辺の考え方は今出ておるんでしょうか。お聞きをしたいと思います。

○村 長 現在でも退去をするときに修繕をお願いしているんで、このやり方がいいと、これ

はまずいですよという指摘もいただいておるところでありますけど、今はそんな恰好

でやっておると。そのままの状態で、それじゃあ、状態を不動産としての鑑定をして、

ほいで、それで値決めをするのか、一旦全部直しておいてから、それから一、二の三

で入札なり売却にかけるのかっていうことは、ちょっとそういうことも含めて、まだ

全く白紙でございます。すみませんが。

○３ 番 （松澤 文昭） わかりました。早急に、また政策として立案をしていってもらいた

いというふうに思っておるわけであります。

それで、村営住宅に対する今後の方針、そこら辺について村の考え方をお聞きした

いというふうに思いますが。

○村 長 村営住宅の計画は持っておりますし、ごらんになった方もいるかと思いますけれど
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も、集合住宅を２棟建設するということになっておりましたっていうか、います。そ

のうちの１つのラ・メゾン中組は実際手をつけて建設をしたということでありまして、

これは建設と同時に、心配ちょっとしたんですけど、おかげさまで６月までに、その

年の、供用を始めてから、たしか６月だったと思いますけれども、全員の方に入って

いただいたと、今も入っていただいております。

もう１棟については、需要の面などから、さらにちょっと研究の必要があるという

ふうに思っております。計画を立てたときと今を見てみますと、実は集合住宅を立て

たり戸建てを一気に建てた年の社会増減、自然増減を合わせてみますと、そのときっ

ていうのは、過去は非常にぐっと人口が伸びて、しばらくその皆さんが子育てをした

りしながら、非常にインパクトのある政策ではあったんですが、実は、ラ・メゾン中

組を見てみますと、一年間見てどうだったかというと、実は、これがもう、そういう

ふうな域にありません。もちろん新しく転入された方によって社会増は図られました

が、やっぱり自然増減、社会減で出ていく、これらの差し引きをやりますと、やはり

この効果はなく、30 年度はやはりマイナスになっておりますし、こういう実態もあり

ますので、これから集合住宅としてどんと、あるいは戸別でもいいんですけど、建て

ていくことが、いつやることがいいのかどうなのかというのは非常に迷うところであ

ります。

ただ、最近の傾向としては、世帯向け住宅に比べて単身の住宅の問い合わせが非常

に多く来ているという状況でもありますので、また、住宅に入居して何年か過ぎまし

たら村内に定住できるように土地のあっせんですとか、先ほどおっしゃったような、

これは、もう当然分譲も将来的にはありますよというようなことでの施策、譲渡権つ

きの賃貸住宅っていうんですか、最初からそういう格好でつくって入っていただくと

いうことも方法としてはあるんでしょうし、また、前から議論していますけど、空き

家を求めて、しっかり耐震なり整備をして、これを賃貸していくという方法もありま

す。いろんな方法をやっぱり考えていくのがいいだろうと。ただ、ちょっと集合住宅

タイプでもってつくっていくっていう時代ではないのかなという判断でおります。

○３ 番 （松澤 文昭） 先ほどの方針の中でも村営住宅を売却する場合には一戸建てをとい

うような話があったわけであります。それで、今の答弁の中では集合住宅のことの話

があったわけでありますけれども、やはり定住促進を考える場合には、一戸建て住宅

の建設っていうのは非常に重要かなあと私も思っておるわけであります。ただし、入

居者がいることが前提ではありますけれども、そういう意味の中で、一戸建て住宅の

方針っていうのは方針がまだ出ていないんでしょうか、そこら辺をお聞きしたいと思

います。

○村 長 一戸建ての住宅の話っていうのは、ちょっとまだ出ていません。

ただ、ぜひここへというところで、地域によっては地区の活性化も含めて、戸建て

でもいいからぜひっていうようなことをずっと引っ張っていただける、ラブコールと

いうか、積極的に言っていただいている地区もありますけれども、まだそこまでは至っ

ておりません。
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○３ 番 （松澤 文昭） 村営住宅に住んでおって、中川村が好きで中川村に住みたいと希望

している住民が村営住宅の老朽化等によりまして村外に転出してしまうということに

つきましては、私は中川村にとっても大きな損失だというふうに考えておるわけであ

ります。村営住宅に入居して中川村に住みたい住民に対して、今後も中川村に住んで

もらうために村営住宅を売却する政策を進めることによりまして、１世帯でも多くの

住民が中川村の定住してもらうことをお願いしまして、この問題につきましては政策

を検討してもらえるということでありますので、引き続き政策が立案することを望み

まして、この部分の質問は終わりにしたいと思います。

引き続いて２つ目の質問に入りたいと思います。

仮称でありますけれども中川村農業観光交流センター、以下交流センターというふ

うに申していきたいと思っておりますけれども、これの運営方針と組織形態及び将来

ビジョンについて村の考えをお聞きしたいというふうに思っております。

交流センターの設立につきましては、前村長のときにも平成 27 年の９月のときに

一般質問をしたわけでありますけれども、そのときの答弁の中で平成 28 年度の予算

に反映させたいとの方針が示されましたけれども、いまだに設立がされておりません。

全国の市町村で人口減少対策が進められております。しかし、効果が上がるような

対策が進んでいないのが現状であります。

中川村でも急激な人口減少、あるいは高齢化の進行が予測されておりまして、その

対策が急がれておるわけであります。リニア開通が８年後に見込まれる中、このリニ

ア開通を人口減少対策の好機と捉え、村の魅力を複合的に組み合わせ、働く場所をつ

くり、村の魅力を発見して発信して、村内で経済が循環する仕組みづくりを進めるこ

とが村の活性化につながって、村民が誇れる村になるというふうに私は考えておるわ

けであります。それで、その中核的な組織になるのが私は交流センターではないかな

あというふうに考えておるわけでありまして、これは非常に重要な組織になるだろう

と私は認識をしておるわけであります。したがって、交流センターの運営方針と組織

形態及び将来ビジョンにつきまして、村の考えを改めてお聞きしたいというふうに

思っております。

前段申しましたように、交流センターの設立につきましては、前村長は、平成 27年

11 月ころまでには基本的な方向、方針を決定し、平成 28 年度予算に反映させたいと

の意向が示されましたが、いまだに設立がされておりません。設立がされない要因に

つきまして村長の考えをお聞きしたいというふうに思っております。

○村 長 曽我 前村長の時代の一年間にセンター設立に向けて具体的な動きが当然なかった

ということになるわけでありますけれども、29 年度の予算につきましては、どうも村

長に立候補しないという考え方で 29 年度予算は編成をしたもんですから、次の村長

を縛るものとして予算化をしなかったのかなあということも考えられます。

その後の今度は私の場合ですけど、農業振興っていうのをやっぱり一番の柱に確か

に掲げて、公約として掲げさせてもらいました。曽我村長の時代から検討を重ねて、

中川村の農産物を外に向けて売り出す拠点、どういったものがいいかとか、観光農業
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の振興だとか、農業体験交流、グリーンツーリズム、観光の案内などなどを担う農業

交流センター、この設立を私自身は、当初からもこれが柱になると、絶対核になると

いうふうに思っていたわけでは実はないということだけは正直に申し上げたいと思っ

ております。

私も曽我さんの時代から見ると、曽我村長２年、私はもう２年半という、こういう

ことになりますから、私のほうが責任重大だよということになるわけでありますけれ

ども、いまだに設立を見ていない一番の大きな要因でありますけれども、これから設

立をしていく交流センターと既に稼働している加工施設つくっチャオ、それから直売

所でありますたじまファーム、これとの関係、これらを交流センターの部門に取り入

れることも含めて、そして、もちろん農協、ＪＡとの関係もあります。農協とは役割

の違いが当然あるわけでありますので、これらを整理して、しかるべき方向を明確に

打ち出す時期にはまだないと考えておったからかなあと、これは曽我村長ですよ、で

あります。

ただ、だんだん交流センターの役割についてご質問いただいたり、中でも検討する

中では、やはり豊丘ですとか、そういった例を見るにつけ、どうしても１つ要るだろ

うなという、それはなぜかっていうと、やはり中川村が農業というものを財産にしな

がら、これを核にしていろいろ発展していく、その中心的なところになるだろうと、

そういう意味であります。それがあるのは交流センターだからだということになるわ

けであります。もう一つ、法人としてつくる以上、経営っていうものは当然成り立っ

ていかなければいけませんので、この収入をどうやって見込めるか、見込むのか、あ

るいはこういうことをすることによって確実に入ってくる、こういったことがないと、

やっぱりなかなか、交流センターっていうのは単なる人寄せといいますか、何でも企

画をして発信してっていう、こういう絵に描いたようなものになってしまいがちなん

だけど、実際には、その中で実際動かしていくにはお金が必要ですし、何らかの収入

がありながらということになろうかと思いますので、そういったことを深く検討して

いく、こういう時間がやっぱり、まだ曽我さんのときはなかったんじゃないかなとい

うふうに思っております。

ただ、これは、くどく言いますけど、そのことを踏まえて、今、大分、どの部門で

それを担っていくべきかという、大分細かいところまで詰めてきておるかなという気

はしております。

○３ 番 （松澤 文昭） 27 年に私が質問してから４年ですか、やはり、そのときと今言った

部分の環境の全体の部分が全く変わっていないんですよね。結局、村がやる気あるか

どうかだけだと私は思っているんですが、どうも今話を聞いていると、前段の部分が

整理できなかったっていうことを言っているんですけれども、もう、その当時から環

境は変わっておりませんので、村の将来ビジョンの考え方の中に交流センターってい

う考え方はなかったのかと私は考えておるんですが、そこら辺のところはどうでしょ

うか。

○村 長 すみません。曽我村長の時代からは振興課を中心にして交流センターっていうもの
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の構想はあったと。ただ、私が途中で割り込んだわけじゃありませんけど、立候補し

た中では、ちょっと交流センター、農業振興のために、もっとここにあるいい農産物

等をもっと外に向けて売っていったり、加工ももっとこういうふうに盛んにしてとい

う部門の切り口からやっぱり入っていって振興していけばいいんじゃないかという、

そういう政策を掲げる中では、交流センターというものは十分勉強していなかったと

いう、そういうことは申し上げたいと思います。

○３ 番 （松澤 文昭） わかりました。その部分は、またおいおいにいろいろと聞きたいと

思いますし、村長から前段話がありましたように、経営だとか、そういう部分も含め

て、私の考え方も含めて、ちょっと議論していきたいと思うわけでありますけれども、

引き続いて、交流センターが設立をするというような大前提があるということであり

ますので、交流センターが設立されたことによって組織が目指す目的について、村と

して今どういうふうな考え方を持っておるかお聞きをしたいというふうに思っており

ます。

○振興課長 村長の答弁と重複する部分もありますけれども、設立の目的につきましては、農業

を中心としましたもうかる地域づくりと農業の継続を目指したいというものでありま

す。農業観光等の地域資源の活用、また系統以外での農産物の販売、担い手等になり

ます新規就農者の育成、また農地維持など、取り組みの中で法人のほうが動きやすい

事業、また行政を補完して取り組む事業など、村や関係団体、農業者などが一体となっ

て村づくりを１つの組織で取り組めるようなものを目指しております。

○３ 番 （松澤 文昭） 今の答弁内容でいくと、農業、観光を含めて、イベント事業も含め

て、全てのものを包含するような組織を考えておるということでよろしいんでしょう

か。

〇振興課長 構想の中では、広くの内容のものを取り込んでということでございますが、当初か

らは全てのものはなかなか取り組めないかというふうに思いますので、取り組める内

容のものから順次取り組んでいくというような考えでおります。

○３ 番 （松澤 文昭） わかりました。最初の組織形態がそういう全てのものを取り込んで

いくという考え方につきましては、私も方向づけは一緒かと思いますので、この部分

は、また後ほど詳しく聞いていきたいというふうに思っております。

それで、交流センターという形になりますと、先ほど村長の答弁にありましたよう

に、どのような法人形態を目指すのかということが非常に重要になってくると私は考

えているわけでありますけれども、村の若干資料を見させてもらいましたけれども、

村としては一般社団法人として組織を設立したいというような考え方があるようであ

りますけれども、１つの方法として公社っていう考え方も私はあるのかなあというふ

うに思っておったわけでありますけれども、公社としての法人組織の設立の考えがな

いか、ちょっとまず最初にお聞きをしたいというふうに思っております。

〇振興課長 90 年代には全国で農業公社、農業振興公社といったようなものの設立が相次いだか

というふうに思います。交流センターの予定している事業、先ほど申しましたような

事業につきましては、設立された公社では多くの公社が取り組んでいるかというふう
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に思っております。調べる中では、法人の形態についてはいろいろあるように聞いて

おります。

今回設立を予定しております交流センターとしましては、主管庁の許可を必要とせ

ず、また登記のみでできる一般社団法人の設立を今のところ予定をしております。

○３ 番 （松澤 文昭） 法人形態はそこまで追求する必要もないと思いますので、一般社団

法人でもいいというふうに考えておるわけでありますけれども、一般社団法人として

組織を設立する場合、幾つかの点で村の考え方を聞いておきたいというふうに思って

おるわけでありますけれども、今話がありましたように、一般社団法人は設立時に資

本金の支出の必要はなくて、従来の社団法人と異なって個人や特定のグループのみの

利益を目的としてよくて、事業内容に公益性がなくても設立ができます。そして、設

立時に社員が２人以上いれば設立できますし、役員として理事を１人以上置く必要が

あります。ただし、大規模な一般社団法人は理事３人以上、監事１人以上、会計監査

人を１人以上で構成する必要があるということになっておりますけれども、こういう

一般社団法人として法人を運営する場合は、現場運営と、やはり理事会っていう組織

の役割分担を私は明確にしておかないと、一般社団法人として本当の事業運営ができ

ないんじゃないかなというふうに、すぐにいろんな事業をするということができない

んじゃないかというふうに考えておるわけでありますけれども、そこら辺の役割分担

について村の考えをお聞きしたいというふうに思っております。

〇振興課長 一般社団法人におきましては理事と社員が兼任できるということでありまして、理

事につきましては会社でいいますと取締役、また社員につきましては株主的な立場の

ほうになろうかと思います。また、一般的には、先ほど申しましたように理事３人以

上を置くことで理事会、会社でいいますと取締役会が成立するということであります。

しかし、理事３人で必ずしも理事会といったものは開かなくてもよいということで

ありますので、当面の運営につきましては、村の意向が反映できる形の社員総会、一

般でいいますと株主総会の中で決めていくことがよいかなあというふうに思っており

ます。考えている中では、理事会と社員総会についてはほぼ同じような皆さんのメン

バーになろうかと思いますので、その中で即村の意向が反映できる形の運営になろう

かなあというふうに考えております。

○３ 番 （松澤 文昭） 先ほど申しましたように、法律上の中で理事を置きなさいよってい

うことになっているんですよね。今言ったように株主総会で済ませてしまえばそれで

いいんだかもしれませんが、理事者がいて社員の株主総会だけで済ませちゃっていい

のかなっていうところの疑問があるんですけれども、そこら辺の見解はどうでしょう

か。

〇振興課長 理事と社員につきましては兼任できるという決まりがありますので、それぞれの皆

さんについては兼任をしていくことのほうが運営とかの判断も早くできるのかなあと

いうふうに思っております。

○３ 番 （松澤 文昭） そうすると、今の答弁でいきますと、社員がイコール理事という立

場になるという形での考え方でいいんでしょうか。
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〇振興課長 役員等の機関設計については、詰めはこれからということでございますが、今のと

ころは理事と社員はほとんどの方が一緒で、農業の代表者については理事かなという

ふうに今想定をしているところであります。

○３ 番 （松澤 文昭） 引き続いて組織の点でお聞きしたいと思いますけれども、交流セン

ターの現場運営の責任者っていうのが事務局長ということになろうかと思うんですけ

れども、これらの人選について村の今の考え方についてお聞きをしたいというふうに

思います。

〇振興課長 あくまでも今の考えということでございますが、現場の運営責任者につきましては、

当面、設立当初につきましては村の職員を配置することができればよいというふうに

考えております。

また、補佐役としまして事務局長に農業振興推進委員を充てることを考えておりま

す。

すみません。申しわけありません。事務局次長に推進委員を予定しております。

○３ 番 （松澤 文昭） 私は、前段申しましたように、交流センターは村の活性化につなが

る中核的な組織になるんだろうというふうに私は考えております。したがって、村の

将来ビジョンの実現するための重要な組織になるんだろうというように考えておるわ

けであります。したがって、組織として即断、即決ができる事務局長が必要だなあと

私は個人的にいつも思っているわけでありまして、私は、そういう点では、私の個人

的な考え方ですが、副村長がその任に当たるべきじゃないかなあと私は考えておるん

ですが、それらも踏まえて、ちょっと村の考えをお聞きしたいというふうに思ってお

ります。

〇振興課長 先ほども役員体制とか事務局等の機関設計についてはこれからということでござい

ますので、今いただいた意見を参考に、また詰めたいというふうに思っております。

○３ 番 （松澤 文昭） とにかく、後ほど申しますけれども、私は即断、即決ができる組織

にすると、このことが中川村の活性化のために非常に重要なポイントになってくると

思っておりますので、そういう意味も含めて後段もちょっとお話をしていきたいとい

うふうに思っております。

そこに理事の選任ということで書いてあるんですけれども、先ほどの答弁の中で社

員が理事を兼任するというような方針が出ております。そういう方針がありますので、

この部分は省きますけれども、ただ、理事会はどうしても必要じゃないのかなあと、

株主総会だけで終わらせちゃっていいのかなあというふうに思っとるわけであります。

やはり理事会っていうのは、交流センターの本当のビジョンだとか、それから企画だ

とかを考える、やっぱシンクタンクだなあというふうに思っておるわけであります。

それで、先ほどから申しましているように、理事会と、加えて現場の運営を即断、即

決の中で任せられるような組織にするという、こういう体制づくりが必要だと考えて

おるわけでありますけれども、村の方針につきましてちょっとお聞きをしたいという

ふうに思っております。

〇振興課長 また、その部分については、理事というか、取締役の選任の部分のことかなあとい
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うふうに考えておりますが、理事につきましては株式会社の取締役に当たります者と

いうことでありまして、具体的につきましては、想定の中では、代表理事につきまし

ては村長を想定しております。

また、理事につきましては、村関係者等を２人、また農業者の代表１人の４人理事

程度、また監事１人を充てることを考えております。

先ほど申しましたとおり、機関設計につきましてはこれからということで、今の想

定ということで、よろしくお願いしたいと思います。

○３ 番 （松澤 文昭） 実質的な交流センターの組織運営のことについてお聞きをしたいと

思いますけれども、交流センターの現場運営っていうのは、基本的には地域おこし協

力隊が実質的には社員として事業を行っていくんだろうというふうに私も考えておる

わけでありますけれども、１つちょっと疑問に思っておりますのは、国からの助成措

置がある地域おこし協力隊員が一般社団法人で働くことが可能なのか、そこら辺の整

理につきまして村の考えをお聞きしたいというふうに思います。

〇振興課長 地域おこし協力隊の社員っていう部分は、従業員っていうふうな解釈でよろしいで

すか。

○３ 番 （松澤 文昭） そうです。

〇振興課長 地域おこし協力隊の隊員につきましては、全国の市町村の中の一般社団法人で働い

ている方はたくさんいらっしゃいます。そういう中では、今回村の中で働いていただ

くことにつきましては問題ないというふうに考えております。

○３ 番 （松澤 文昭） 問題ないということでありますので、そのことはそれで運営できる

かなあと思うわけでありますけれども、地域おこし協力隊員の任期終了後、交流セン

ターの社員としてその方を引き続き雇用するのか、そこら辺の考え方が整理できてお

るかどうか、村の方針をお聞きしたいというふうに思います。

〇振興課長 地域おこし協力隊の希望にもよりますけれども、引き続き社員、従業員として雇用

できるような体制整備のほうは図らなければいけないというふうには考えております。

また、隊員の中で新規就農や起業を目指す隊員がいた場合につきましては、その希

望に沿った支援や指導もできるように取り組んでいきたいというふうに考えておりま

す。

○３ 番 （松澤 文昭） 地域おこし協力隊の希望があれば引き続き雇用するということにな

るという考え方であるとすれば、地域おこし協力隊の隊員であるときは国からのお金

が来ますので、基本的に給与は要らないということになろうかと思いますけれども、

地域おこし協力隊をやめて引き続き雇用するということになれば、基本的に給与が発

生してくるということになるわけであります。先ほど村長から話がありましたように、

交流センターも一般社団法人として経営ということが重要になってまいりますけれど

も、そうすると、ある程度交流センターの経営が軌道に乗った後でないと、なかなか

経営的にも余裕がある状態になってこないということになるわけでありますけれども、

そういう点で、後ほどまた詳しくは経営のことも含めて聞きますけれども、基本的に、

協力隊員がなくなったとき以降の経営について基本的な方向づけっていうのを考えて
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おるかどうか、経営的な部分でどういうふうに考えておるかお聞きをしたいというふ

うに思っております。

〇振興課長 やはり給料等が払える収益事業を行っていかなければいけないというふうに思って

おります。今現在、振興課のほうで行っております農家民泊等の取り組みにつきまし

ては手数料をいただいても少額ということでございますので、やはり収益事業として

は直売もしくは加工といった部分の取り組みも取り組んでいかなければいけないのか

なというふうに思っております。

また、農地の流動化の関係につきましては、各種の助成金等が今も別の団体等に支

払われておりますので、そういうものも整備しながら、村の助成等も含めて給料が支

払われるような体制づくりは必要というふうに思っております。

○３ 番 （松澤 文昭） ぜひとも経営の面も考えて、また後ほど詳しいことは聞きますけれ

ども、方向づけをしていく必要があると思っておりますので、そんな点も頭に入れて

おいていただきたいと思うわけであります。

それで、公益性がなくても設立できる一般社団法人ですけれども、例えば非営利が

決定されている場合や社員の教育が目的のための活動を行う場合は法人税が非課税に

なるというような大きなメリットがあるということも聞いております。したがって、

交流センター設立後、運営が軌道に乗れば税制の優遇措置がある公益社団法人への移

行を目指すことも必要かなあというふうに私は考えておるわけでありますけれども、

そこら辺も含めて村の考え方をお聞きしたいというふうに思います。

〇振興課長 公益法人として認められるには、指定された 23 事業に該当するという部分ですと

か、公営認定委員会の認定を受けなければならないといったところで、非常にハード

ルの高い法人ということでございますので、すぐ収益が大きく上がってくるというと

ころも見込めない中では、まずは一般社団法人で取り組んでいきたいというふうに考

えております。

○３ 番 （松澤 文昭） 当面はそういうことだと思うわけでありますけれども、将来的にね、

将来的に、例えば大きな事業ができてきて税制優遇を受けたほうがいいよということ

も含めて、そういうことの検討も必要かなあと思っておるわけでありますけれども、

そこら辺も含めてどうでしょうか。

〇振興課長 正直言いまして、まだそこの段階まで想定できる状況にはないということでござい

ます。

○３ 番 （松澤 文昭） わかりました。

実は、まだこれからたくさん質問内容を用意してあるんですが、ちょうど切れ的に、

次からがちょうど事業内容でありますので、もう時間がありませんので、ここで私、

また次回に続けて質問したいと思いますので、私の一般質問、ちょうど切れが、ちょ

うどあれで時間になりますので、次から事業内容についてちょっとまた詳しくお聞き

をしたいというふうに思っております。

以上で私の一般質問を終わりとします。

○議 長 これで松澤文昭議員の一般質問を終わります。

- 66 -

ここで暫時休憩とします。再開は午後３時５分とします。

［午後２時５２分 休憩］

［午後３時０４分 再開］

○議 長 会議を再開します。

休憩前に引き続き一般質問を行います。

６番 中塚礼次郎議員。

〇６ 番 （中塚礼次郎） 私は、さきに通告いたしました２問について質問をいたします。

最初の質問になりますが、「高齢運転者の事故防止対策として、先進安全装備車・誤

操作防止機器への補助制度導入について」であります。

高齢化社会を迎えた現在、高齢運転者による悲惨な交通事故は年々増加傾向となっ

ています。運転免許証の自主的、説得による返納者は、最近では年に 40 万人を超える

人が運転免許証を返納していますが、地方や中川村のような中山間地域では交通機関

が衰退しており、大きな課題となっております。

内閣府の高齢社会白書では、60 歳以上の人に外出時に利用する手段を尋ねたところ

「自分で運転する車」と答えた人が 56.6％もで、最も高くなったという調査結果を紹

介しております。回答した年齢別では 60 歳代前半では 78.8％、年代を重ねるほど割

合は低くなり、80 歳以上で 26.4％にとどまる一方で、町村では 68.8％となっており、

地方では自動車に頼る実態が示されています。

2018 年の 65 歳以上の交通事故死亡者数は 1,966 人で、前年より 54 人減っています

が、交通事故者数全体に占める 65 歳以上の人の割合は 55.7％と高い水準であります。

平成 30 年度の長野県下の交通事故発生状況は、件数で 7,251 件、死者 66 人、うち

高齢者は 38 人です。傷者、けがをした人は 8,818 人で、前年の 29 年度対比では件数

で 701 件、死者数でマイナス 13 人、けがをした人では 908 人が減少となっておりま

す。

駒ヶ根警察署管内の交通事故発生状況は、30 年度 114 件、前年対比では 12 件プラ

ス、死者数は 29・30 年ともゼロであります。けがをした人は 133 人、前年に対して３

人多くなっております。それから、物損事故の件数でありますが、駒ヶ根署管内で

1,107 件、これは前年より 53 件は減っております。

中川村の状況でありますけれども、件数は６件、死者はゼロ、けがをした人は７人。

30 年度の高齢者 65 歳以上の交通事故発生状況でありますが、長野県は 1,871 件、

死者は 25 人、けがをした人は 2,258 人、駒ヶ根署管内では 37 件、死者はゼロ、けが

をした人は 45 人、うち駒ヶ根は 20 件で、死者はゼロ、けがをした人が 25 人、飯島は

８件、死者がゼロ、けがをした人は 11 人、中川村は１件、死者はゼロ、けがをした人

は１件、宮田村は８件、死者はゼロ、けがをした人は８人という状況であります。件

数で５件、死者で３人の増となっております。

駒ヶ根署管内事故の概況でありますけれども、30 年 114 件のうち歩行者の事故であ

りますが 12 件、正面衝突６件、追突 56 件、出会い頭が 23 件、追突、追い越し時が１

件、左右の折れの時の件数が６件、そのほか５件、単独が５件、こういった概況から、
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とっさの場合への対応時の事故が 74.6％を占めております。

運転免許証の人口を見ますと、全国では総人口に対する保有者数の割合は 1.54 人

に１人、保有者率 65.1％で、長野県では 1.39 人に１人、72.0％、免許保有率では全

国順位では１位の群馬、山梨に次いで長野県は３位ということで 71.3％であります。

高齢者の保有では長野県は１位ということで 20.5％、２位が徳島の 19.9％、３位が富

山、高知、宮崎 19.8％となっております。

駒ヶ根署管内の免許証保有状況では、駒ヶ根市の保有率は 72.0％、長野県下 19 の

市のうち 11 位であります。高齢者保有率は 66.7％。飯島の保有率は 74.4％で、23の

町の中で 11 位ということです。高齢者保有率 67.6％であります。中川村は 77.7％、

35 の村のうち１位であります。高齢者保有率は 75.4％、宮田村は保有率 72.7％、35

の村のうち 16 位となっております。高齢者保有率は 68％。

以上の点から見ても、中川村では運転者の高齢化がますます進み、高齢者運転によ

る交通事故の発生が大変危惧されます。

以上述べた現状から、中川村における高齢者運転の現状についてどのように考えら

れておられるかお聞きをいたします。

〇総務課長 中川村についてということでありますが、一般論になりますけれどもご了承くださ

い。

まず、高齢運転者による事故が増えている、これはもう事実でありますが、これは

単純に言えば高齢ドライバーが増えたからということでありまして、超高齢社会の現

実では、ある意味、当然といえば当然のことであります。

議員、先ほど数字をたくさん教えていただきましたが、警視庁のデータになるんで

すけれども、いわゆる死亡事故の 10 万人当たりの発生件数というものがありまして、

一番高いのが 10 代後半の 13.5、次いで 80 歳以上の 12.2、70 代は 5.4 で、実は 20代

と大差がなく、60 代に至っては 3.7 ということで 30 代～50 代と変わらないというこ

とであります。

議員のお話にもありましたが、交通死亡事故の総数自体は減少傾向でありまして、

80 歳以上を含む全ての年代層で減少しているとのことでございます。

危険度ということから言えば、若い人も高齢者も実は同じということなのでありま

すけれども、若い人の数はどんどん減る一方で、高齢ドライバーは増える、もしくは

減らないということが今の課題ということだというふうに思います。中川村は特にそ

れが顕著だということなんだろうと思います。

ご指摘のとおり、地方の高齢者にとっては、車は、もう生活に欠かせないものであ

りまして、そういうことからしても、単に免許返納を勧めればよいというものではな

いと思います。お話にもありましたとおり、中川村の高齢者の免許保有率は 75.4％と

いう非常に高率でございます。

もちろん、これから当面は高齢ドライバーがさらに増えてまいりますので、何らか

の対策が必要だという点は間違いなかろうというふうに思います。高齢ドライバーの

皆さんには、まず、みずから助ける自助という意味で御自身の身体の衰えを自覚して、
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意識してそれをカバーする運転習慣を身につけていただきたいと思います。そして、

そのような運転を、昨今言われるようなあおり運転などせずに、全ての世代が寛容に

受け入れるような社会全体としての互助の精神が醸成できていくとよいなあというふ

うに思います。

〇６ 番 （中塚礼次郎） 村の産業・経済状況を考えたときに、若い人たちは無論であります

が、高齢者の頑張りが産業、経済の大きな支えとなっておることは間違いありません。

65 歳以上になっても専業農家として頑張っている人、兼業農家として農地を必死で

守ってきた人、この頑張りがあって村の産業、経済が維持されてきました。

今まで元気にリンゴ園で頑張ってきた人が高齢者の悲惨な事故の多発の事例から、

家族の説得もあり免許証を自主返納、頑張ってきたリンゴづくりもやめて、週に１度、

お嫁さんの運転で用足しや買い物に連れていってもらっておるんだという話を聞きま

した。今までのように元気がなく、寂しくさえ感じた次第であります。

高齢者ができることを元気で少しでも長くやってもらえる、中山間地域での交通機

関の現状や基幹産業の農業、元気な村づくり、生活維持のために車は欠かせないもの

でありますが、この点についての考えをお聞きします。

〇総務課長 まず、先ほど申しましたとおり、高齢の方全てが危険というわけではございません

ので、御家族の説得があるということは、それなりにやはり危険と思われる兆候があっ

たのかなあというふうに思うところであります。

住みなれたところで最後まで自分らしくということは、誰しも望むところでありま

す。さまざまな意味、さまざまな場面で自立していたいというふうに思うでありましょ

うし、中川村のようなところでは、車というのは、その自立のためには死活的に重要

だというふうに思われております。この問題のポイントは住みなれたところという点

にありまして、現在、既にもう高齢になられたドライバーの方にこれまでの暮らしを

捨てるというようなことを求めるのは物心両面で酷なことかというふうに思います。

少しでも長い年月を安全に運転できる、あるいは車に頼らず暮らすというためには、

みずから助ける自助から公助までのさまざまな工夫が必要になるかなあというふうに

思います。

〇６ 番 （中塚礼次郎） 高齢者が元気で働けたり、家に閉じこもることなく充実した日常生

活を送ることは、誰もが願うことだというふうに思うわけであります。自動車運転に

不安を持ったり自信をなくしたとき、免許証の自主返納を切実に考えるときで、行き

たいところに思うように行けない、家族への迷惑など気を使ってしまう、まして、ひ

とり暮らしや高齢者世帯では本当に深刻な問題だと思います。その点を村の交通機関

により補う施策が実施されてきておるわけでありますが、車を手放すことへの不安の

声を多く耳にいたします。高齢化が進む中で、運転免許証の自主返納にかわる公共交

通の拡充整備について、その可能性について考えをお聞きしたいというふうに思いま

す。

〇総務課長 今年度、免許返納にかわるということでありますが、具体的には恐らく免許を返納

する、もしくは運転をやめるということが前提でのお話になってしまいますけれども、
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免許返納者に差し上げる巡回バスの無料定期券の期間、従来１年でありましたが、３

年間に延長いたしました。また、この 11 月からは東西線を中心に路線の拡充も行って

まいります。村としては、このように当面はできる限り既存の公共交通政策を充実さ

せることで対応していきたいというふうに思っておりますが、実は、将来のことを考

えますと、ここにもやはり不安があるかなというふうに思います。高齢化が進むと同

時に、あるいはそれ以上に今問題なのが、人口が急速に減少するということでありま

して、現在既に全国的に人手不足な状況になっております。巡回バスやＮＰＯタクシー、

また社協でやっております福祉有償運送もそうなんですけれども、運転手を初めとし

たスタッフの確保が今後やはり心配になってくる部分があります。

巡回バスについては、普通免許で運転できる小型の車両を使うという方法もありま

しょうけれども、年金の問題など、高齢になっても働き続けるといいますか、働かな

ければならないようになっていって、その働く人そのものもこれからどんどん減って

いくということになりますので、公共交通についても、仕組みを維持していくという

こともこれからは大変になるのかなあというふうに思います。

高齢者同士が助け合うような、そういう互助に何らかの光明が見出せないかなとも

思ったりもいたします。

公共交通に限らずでありますけれども、資源をどんどんつぎ込んでどんどん広げて

いくという手法は、早晩行き詰まるというか、既に時代おくれなのかなあというふう

に思います。

〇６ 番 （中塚礼次郎） 高齢化が進んで免許返納者が増えるとか、結局、足ということでは

非常に心配になってきますが、そこらが満足にカバーできるかっていうことが非常に

課題だというふうに思います。

どこで暮らしても自由に安全に移動できるための施策というのは国や自治体に求め

られておるわけでありますが、高齢者が運転免許証の自主返納を決断するまでの事故

防止対策として先進安全装備車、それから誤操作防止機器への普及促進のための補助

制度導入をすべきというふうに私は考えるわけでありますが、国交省の関係で、９月

の３日の日ですが、国土交通省は新車への自動ブレーキ搭載を義務づける方向で検討

していることを明らかにしております。衝突の被害を軽減する狙いがある装置に求め

る性能だとか義務化をする時期を自動車メーカーと協議して、年内に結論を出したい

という考えを発表しておりますので、国としても高齢者の事故に対することについて

の方向を出しているということが新聞報道で３日の日にされておりますので、３日に

国交省のほうで発表したということになっております。

それで、私考えてみましたんですが、乗用車、多分これは乗用車とか、そういう、

軽もそうですが、今、中川村で、もう農家で百姓をやっておるほとんどの衆が軽トラッ

クの運転がほとんどで、個人的にそこらへおつかいに行くにも軽トラックを使ってお

るということで、ちょっと調べて誤作動防止の関連のメーカーの質問したんですよね。

農協の自動車のほうへちょっと聞いたら、どうも軽トラへつける装置はないんじゃな

いかという話だったので、これはまずいなあということでいろいろ調べた結果、その
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メーカーでは車種の注文によって部品をつくるということで、注文によってかかりつ

けの自動車メーカーに部品が送られてきて、大体取りかえの装置が約 1万円、この機

種は 10 万円っていう値段でしたけれども、軽自動車にもつかるということで、中川み

たいに農家のほとんどの衆が買い物やなんかの足と農作業の機械として軽自動車を、

運搬だとか、もう、これはなくちゃ百姓もリンゴつくりも何もできないというような

状況ですので、そこら辺の誤作動の防止の機器についてちょっと調べたところ、注文

によってそれをやっておるという返事がありまして、早速にカタログとあれを送って

いただいて、一般質問でこういうことをやりたいんだなんて言ったらすぐ送ってくれ

たっていうことは、相当やる気だなあというふうに思いました。メーカーによっては、

国がもうこういうことで具体化して、もう自動ブレークを義務づけるっていう方向で

行くっていうように国交省も言っとるっていうことと、そういった器具、もっと性能

のいい誤作動の、ブレーキとアクセルの器具だけじゃなくて、機械メーカーによれば

いろんなものが出ておるんで、値段的にもいろいろあるというふうに思いますが、そ

こらの辺を村としての補助制度を導入していただいて、ちっとでも、高齢化してきた

けど中川村の農業を守りながら、一生懸命家族のために頑張ろうという人たちの助け

になるような施策として補助制度を導入の方向で考えてみたらどうかということであ

りますが、その点についてお考えを聞きます。

〇総務課長 これまでの質問でお答えをいたしましたように、公共交通といいますか、公助の世

界で自由で安全の移動を供給していくということは限界があるというふうに思います。

また、特に自由なという部分では、やはりどうしても自分の力というか、みずから

車に乗ってという、そこの何といいましょうか、重要性といいますか、そこを希求す

るものが非常に大きいかなというふうに思います。そういうことがありますので、自

分でできることを支援するという意味で、安全運転サポート技術と、それを搭載した

自動車の普及を支援していくということは、方向としてはありだというふうに思いま

す。

ただ、支援の姿が補助制度かどうかっていうことについては、今ちょっと申し上げ

られませんが、検討は必要であるというふうに思います。

〇６ 番 （中塚礼次郎） 必要であるということは私と変わらんということですんで、やるか

やらんかということだというように思います。何らかの形ではいろんな方策が必要だ

というふうに考えますので、ぜひ前向きに検討していただきたいというふうに思いま

す。

次の質問でありますが、「陣馬形山（キャンプ場を含む）の今後の管理について」と

いうことであります。

中川村を象徴する山である陣馬形山は、自然あふれる景観、そして山頂からの中央

アルプス、伊那谷の全貌、南アルプスのすばらしい眺望を求め県内外から多くの来山

者があります。平成 30 年度の日帰り利用者は１万 2,000 人、泊まりは 1,500 人、宿泊

延べ数では 3,000 人を超えます。

村としては、これまで避難小屋の改修整備、駐車場の拡張整備、テントサイトの増
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設、水洗トイレ建設、遊歩道の整備、案内板の新設、道路改良など、改善整備を行っ

てまいりました。

山頂からのすばらしい眺望もあり、天空のキャンプ場として人気で多くのリピー

ターがいます。１つにはキャンプ場として無料であることも来場者の魅力にもなって

おりますが、景観や環境維持、施設維持管理の観点から、有料化と観光資源としての

最大限の活用のために新たな管理体制の検討が必要と考えます。

そこで、陣馬形山のキャンプ場を含む通年の管理費用についてどのくらいの、通年

の管理の費用についてお伺いいたします。

〇振興課長 陣馬形山の管理に関する費用につきましては、年によって変動しますけれども、平

成 29 年度で 59 万円になります。平成 30 年度は 97 万円であります。この金額の差に

つきましては、修繕費と利用者が増えてきたことに伴いますトイレのくみ取り量の回

数が増えたということで増加したものになります。ことしになりましてトイレの新築

を行ったことによりまして、電気料、またトイレットペーパーなどの消耗品代が増え

ているような状況であります。

また、ことしの６月から寄附金箱というものを設置いたしました。８月末までの３ヶ

月間で 11 万円余のご寄附をいただいております。

〇６ 番 （中塚礼次郎） 今、課長のほうから通年に係るおよその管理費用として 59 万円、

97 万円というものがかかるということと、トイレのくみ取り料というようなことで、

今度水洗化のトイレになったというふうなこともあるわけですが、そういった点でそ

れだの費用がかかっておるということであります。

これまで関連施設の整備を進める中で、有料化や協力金の方式だとか、今募金箱は

設置されたようですが、募金箱設置の提案などもされてきたわけでありますけれども、

村として有料化への考えについてお聞きをいたします。

〇振興課長 有料化につきましては、さまざまな方や利用者アンケートからも有料化したほうが

いいといった意見もいただいております。管理費の捻出といった意味合いもあります

けれども、来訪者の増加により休日などは異常に混雑する状況の中で、混雑の緩和や

管理の部分からも有料化について検討する必要があるというふうに考えております。

また、有料化する中で受付窓口といったものを村内の中に置くことによりまして、

陣馬形山以外の村内の立ち寄りのきっかけづくりにもなるというふうに考えておりま

す。

有料化を前提に有料化の方法、管理の方法、村内への波及効果などを考慮して検討

を進めているところであります。周知期間を経て有料化を行いたいというふうに考え

ております。

また、有料化の検討とともに、村内への周遊プランなど、村内でお金を使ってもら

う方策の検討も進めたいというふうに考えております。伊那谷観光局ですとか伊南Ｄ

ＭＯ準備会でも地域の資源を結びつけた周遊プランのアイデアを出し合っており、既

に陣馬形山ではありませんけれどもモデルプランとして取り組んだ企画もあり、今後

も連携しながら村内滞在時間の延長も検討していきたいというふうに考えております。
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〇６ 番 （中塚礼次郎） 有料化については前向きに考えていきたいという、今、課長のほう

のご回答でありました。

村内の数少ない観光資源である陣馬形山が、現状では観光資源として十分に生かさ

れてきませんでした。これまでも村の観光を語るたび議論をされた北課題でもありま

す。陣馬形山山頂の施設管理を望岳荘の指定管理にすることで、中川村のすばらしい

自然と陣馬形山の魅力を望岳荘の集客、村内観光に結びつける施策として早急に検討、

具体化する必要があるというふうに考えるわけでありますが、そこで、施設の指定管

理を望岳荘とすることは可能であるかどうかという点についてお聞きいたします。

〇振興課長 村が陣馬形山にかかわる施設を指定管理施設としようとした場合につきましては、

公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例及び施行規則に従って指定する

ことになりますが、まずは陣馬形山に関する施設の有料化を行いまして、料金を条例

で定めてからの手続になるかというふうに思います。

また、指定の手続の中でサービスの向上、管理費の縮減、安定して管理を行える人

員などの選定基準があり、これらを審査した上での指定になりますので、指定管理施

設としての条件が整った後に指定管理者の指定の申請をするということはできるとい

うふうに考えております。

〇６ 番 （中塚礼次郎） 望岳荘を指定管理とすることはできるということでいいですか。

〇振興課長 はい。

〇６ 番 （中塚礼次郎） それで、可能だということでありますので、有料化になれば料金徴

収や施設管理ということが起きてくるわけで、料金の徴収や施設管理の体制というこ

とが、そのことで完結できるんじゃないかというふうに考えるんですが、もしそうなっ

た場合はどうですかね。

〇振興課長 指定管理となった場合につきましては、利用料は指定管理者が収受するということ

になりますので、利用料の徴収と指定管理、運営は一体的に解決できると思います。

〇６ 番 （中塚礼次郎） 今、課長のほうからお答えがありました。望岳荘が指定管理となっ

た場合でありますね、山頂への客の送迎は可能になるというふうに考えるわけであり

ますが、その点についてはどうですかね。

〇振興課長 宿泊施設が宿泊者を対象に行う送迎のための輸送につきましては、宿泊施設がみず

から保有する自家用自動車を用いて宿泊者を対象に行う送迎のための輸送につきまし

ては、送迎を利用する人としない人に明らかな料金の差がない場合、またガソリン代

などの対価を収受しない場合につきましては、旅客自動車運送業の許可を要しないと

いうことで送迎をされているということかと思います。この送迎につきましては、宿

泊施設と最寄りの駅などの間で行われる送迎でありまして、現状としては陣馬形まで

送るということはできないというふうに解されます。

しかし、ある方から陣馬形山を指定管理施設にした場合につきましては管理施設間

の輸送であり客の輸送ができるといったようなお話をお聞きしました。この件につき

まして長野運輸支局のほうに問い合わせと確認を行っているということで、まだ明確

な回答はないわけでありますが、そのようなこともできればいいかなあというふうに
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は思っております。

〇６ 番 （中塚礼次郎） 可能だということになればというふうに考えておるわけですが、運

輸管理局のほうへ問い合わせをして確認をしてみるということでありますが、可能と

いうふうになれば、昼間の山頂からの眺望だとか夜の夜景、それから星空の観賞での

望岳荘への集客が望めるというふうに私は考えるわけでありますが、その点について

の可能性、どのように考えますか。

〇振興課長 陣馬形山への送迎が可能であれば、さまざまな幅が広がりまして、望岳荘の強みが

増して集客にもよい効果をもたらすというふうに思います。

しかし、指定管理となった場合につきましては、陣馬形山の施設管理、料金徴収、

客の輸送などの業務が増えるということにもなろうかと思います。また、これに伴う

追加料金ですとか輸送に対しての対価ということはいただくことができませんので、

具体的な内容につきましては、やはり望岳荘を運営しております中川観光開発のほう

でも十分検討していただく必要があろうかというふうに考えております。

〇６ 番 （中塚礼次郎） 指定管理が可能になれば、あらゆる面で幅広く可能性が出てくると

いうふうに大変期待できますので、ぜひ、そんなふうになればというふうに思います。

それで、この盆にアウトドア好きな娘婿が「インターネットで見る陣馬形山を見て

みたい。」というふうに私に言いまして、山頂から四徳を案内いたしました。多くのテ

ントが張られており、陣馬形の山頂、それから四徳もそうでありますが、日帰りのお

客、それからキャンプのお客ということで大変にぎやかでありました。陣馬形へ上がっ

ていく途中に私たちの車の前を２台のマイクロバスが山頂へ向かっておりました。南

信濃の７月に行きました下栗の里で出会った観光のマイクロバスと同じバスだったの

で「南信州の観光」って書いたバスでありました。２台でありました。中川村の陣馬

形山を南信州をめぐる観光コースに取り入れているということで、ちょっと話しまし

たら、中組の建設会社の社長さんが「ああ、それは、ほとんど毎日のくらいに陣馬形

の山頂へマイクロバスが来とるんだよ。」って言うもんで、私はたまたまお盆に婿を案

内して行ったときに２台見たんですが、南信州の観光、南信州観光のバスですが、正

式な名称は何というか、ちょっとわかりませんが、そのバスが観光コースに取り入れ

て、中川村の山を観光の資源として南信州の観光コースの中に入れておるというふう

なことを考えたときに、観光資源として活用のためにも、どうしても指定管理体制の

早急の検討と具体化が必要だというふうに考えます。

先ほど課長のほうから幾度もお答えをいただきましたが、村長、その点についてい

かがですか。お答えをお願いしたい。

○村 長 今、運輸局のほうに、こういう場合にはどうかと、先ほどお答えしたとおりであり

ます。問い合わせをしておりますし、そういう段階では、燃料代をいただかない、ほ

かに料金に差をつけないという中で何とか可能だということもありますので、いろん

な方法で考えていきたいと思っております。もう具体的にそういうふうにやっていか

ないと、陣馬形は、もうほかのところが目をつけているようでありますので、聞くと

ころによると、米山建設の社長さんですよね。聞くところによると、マイクロバスで
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しか行けない秘境ツアーだか、何かそんなように銘を打って、興味を、都会の人を引

いているようなんですよ。下栗と陣馬形ということですから、これはなかなか目のつ

けどころがすごいなあと思っていますんで、ちょっとそういう工夫はできるだけ行け

るような格好で、利用できるようなことをちょっと考えていきたいとは思っておりま

す。

〇副 村 長 すみません。ちょっと振興課長と村長からお答えをしておりますが、指定管理に関

してちょっと一言つけ加えさせていただきたいと思います。

先ほどの望岳荘への指定管理が可能であるかということでありますが、振興課長が

申し上げたとおり、陣馬形山頂、キャンプ場を含めてですが、今、陣馬形の森公園と

いうことで都市公園条例の指定になっています。まず、指定管理をさせるには、先ほ

ど言いましたように、公の施設に関する手続きの条例によって指定をさせる、その段

階でやっぱ、公園自体を指定管理させる施設にするということと、あわせて有料にす

るという条例の改正が必要になります。

それから、指定管理施設にして指定管理させる場合には、基本的には公募が原則で

す。管理者を特定できる場合を除いては公募が原則でありますので、指定管理者を決

定する指定するに当たっては、そういった配慮も必要になるということを申し上げま

す。

それと、もう一つは、指定管理者側、そちらの体制がまず整わないと、こちらで指

定管理しますというわけにはいかないので、先ほど送迎の体制だとか、いろいろあり

ましたけれども、そちらの受け入れる人を置いて管理ができる体制が整わないと簡単

には行けないということで、基本的には、有料化して指定管理なりなんなりさせて、

あそこをうまく活用していくという考えは基本でありますけれども、それにはちょっ

と手続と体制づくりが必要ということを申し上げます。

〇６ 番 （中塚礼次郎） 今、副村長のほうから気のつかないことについて説明がありました。

幾つかのハードルを越えていかなければ完結できない問題かというふうに思いますが、

先ほども言いましたように、何しろ数少ない観光資源をいかに活用するかということ

で、相当なお金はあそこへ使っておるんですが、それが資源として村のほうに還元で

きるようなふうに持っていくように最大限の努力をしていく必要があるかなというふ

うに思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。

以上をもちまして私の質問を終わらせていただきます。

○議 長 これで中塚礼次郎議員の一般質問を終わります。

次に、５番 松村利宏議員。

〇５ 番 （松村 利宏） 私は、一般質問通告書に基づき防災・減災ということで、ここに７

項目あるわけですけれども、大きく３つ、太陽光発電施設のこと、それから小河川、

特に１級河川におけるところの小河川の管理のところ、それから防災・減災っていう

ことの小中学校の教育、こういうことについて質問させていただきます。

まず１つ目といたしまして、太陽光発電施設というところについて質問させていた

だきます。
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固定買い取り価格制度の導入以降、爆発的な太陽光発電設備の普及に伴い、建築基

準法、都市計画法や景観条例の適用を受けることのない小・中規模の野立ての太陽光

発電施設については、景観等の阻害、太陽光パネルによる反射光、パワーコンディショ

ナー等附帯設備施設からの騒音、雑草防止を目的に敷設したコンクリートを要因とし

た周辺温度の上昇や雨水の施設外への大量流出、土地の形質変更に伴う防災機能の低

下、設置計画地の周辺住民への説明不足と、さまざまな問題が生じています。昨今で

はフィット価格の下落により当初よりもその勢いは減少したものの、太陽光パネル等

の機器の高機能化、低価格化等により、今なお至るところで太陽光発電施設の建設は

行われています。こうした状況に対して、全国各地の自治体では独自の条例の制定や

既存条例の改定を検討するケースが増えています。

長野県の太陽光発電施設は、平成 24 年７月に固定価格買い取り価格制度が始まっ

てから急激に導入が進んでいる一方、地域住民の景観や防災、環境影響への懸念、さ

らには開発事業者による地域との調整不足等もあり、県下各地でトラブルが発生して

います。

中川村においても近年、太陽光発電施設が増加しております。村内の太陽光発電施

設の現況、数とか規模、地目についてお聞きします。

〇住民税務課長 税務係の固定資産税の償却資産の資料からお答えいたします。

10kw 以上の発電施設は、償却資産の申告を依頼し、固定資産税が課税されますが、

そのうち発電施設が建物の屋根にあるものを除き抽出した数字になりますので、お願

いいたします。

償却資産の所有者は 29 件、個人が 17、法人が 12 となります。

出力規模については、10kw 以上 20kw 未満１件、20～30kw 未満が８件、30～40kw 未

満が３件、40～50kw 未満が７件、50～100kw 未満が４件、100～1,000kw 未満が６件と

いう状況になります。

続いて地目についてですが、課税地目は雑種地の再生可能エネルギーとなります。

土地のもとの登記地目と面積は、田 5,417 ㎡、畑１万 216 ㎡、山林が１万 6,268 ㎡、

原野３万 6,305 ㎡、宅地 9,769 ㎡、雑種地 4,656 ㎡、その他 85 ㎡、このような状況と

なります。

〇５ 番 （松村 利宏） 今、それぞれ地目等でも回答していただいたわけですけれども、こ

の中で山林、雑種地もあるわけですけれども、こういうところにおいては、特に傾斜

地にあるところもあると思うんですが、そういうところの数は把握していますか。も

し把握していれば教えていただきたいと思います。

〇住民税務課長 その数については、現在把握しておりません。

〇５ 番 （松村 利宏） わかりました。

じゃあ次のところへ参りますが、太陽光発電施設を、今ありました森林、農地、雑

種地、宅地等、いろんなところに設置する場合に、申請があった段階でどのような調

整をされていますか。

〇住民税務課長 住民税務課では、再生可能エネルギー利用施設の建設等に関するガイドラインに基
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づきまして、設置者に対して指導をしています。

設置について事前の相談で発電容量、設置場所、地目を確認し、事前協議を行って

います。

また、関係法令、条例による手続が必要かどうかを関係部署に確認し、関係者、関

係機関と必要な調整を行うように指導しています。

また、周辺住民、関係地区への説明会を実施すること、トラブル防止のためにも理

解、同意を得ることを求め、議事録の提出を依頼しています。

発電施設の買い取り期間終了後の放置が問題になっているため、買い取り期間終了

後、事業終了後の計画、管理について、撤去または継続などを書面で提出を依頼し、

確認をしています。

〇５ 番 （松村 利宏） 今、その中でガイドラインっていうことを言われましたが、長野県

は森林法または都市計画法に基づく開発許可における防災面からの規制を強化してお

りますが、規模が非常に大きな 10ha とか、そのぐらいの規模以上のものについてガイ

ドラインがあるだけで、小規模のものについては一切ありません。

中川村は、里山傾斜地が多く、土砂災害特例区域があり、里山傾斜地に民家が多数

あります。開発の行為の面積、これにかかわらず、こういう危険な場所に設置するの

は非常に問題があると思いますが、どのように考えますか。

○村 長 手続を今必要なものと、そうじゃないものといいますか、あるわけであります。

森林につきましては、森林経営計画に掲載されている森林、森林簿に乗っている森

林については伐採届が必要になっておりますし、伐採届に記載する伐採後の事業が実

施されていなければ森林へ戻すというような指導も行っております。

２条森林と呼ばれる森林簿に記載されていない森林については、伐採届の義務はあ

りません。

さらに、１ha 以上の森林の開発については県知事による林地開発許可が必要になり

ますので、そのように指導をしております。

保安林に設置をしようとする場合は保安林解除を行う必要があるわけでありますけ

れども、現実的にはこれはできないということであります。

また、農地のお話についても、もう御存じかと思いますけれども、農振法ですとか

農地法の制約がありますし、許可なしに太陽光発電施設の設置はできませんのでとい

うことになっております。

それから、太陽光発電施設の許可については２種類あるようでありまして、永久的

な転用と農地として耕作しながらの営農型の太陽光発電施設等があるようであります。

中川村では営農型の許可の実績はないと、こういうふうになっておるということでご

ざいます。

それから、やっぱり廃棄したものを自己の所有地に放置したり、使わないものを更

新も撤去もせずに放置するということに関しては、現時点では法的な対応をとること

が非常に困難だということのようであります。

中川村としましては、美しい村づくり条例で、村長は村民または事業者の所有地等
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の管理が適正に行われず周囲の景観を著しく阻害していると認められるときは、景観

審議会に諮った上で所有地等を所有または管理する者に対して適正な管理を要請また

は勧告することができるというふうに定めておりますので、当面これを活用するしか

ないかなというふうに思っております。

特に急傾斜地については、ご指摘のとおりであります。大規模になればなるほどと

いいますか、これは、特に急傾斜地の森林を切り開くようなところに建てるという場

合には、当然雨水の流出によって崩落の危険は非常にあるということですから、これ

はつくらないようにというお願いをするしかないのかなあというふうに思っておると

ころでありますし、国では、経済産業省のほうでワーキンググループを設置して太陽

光発電設備の廃棄等費用の積み立てを担保する制度に関しての検討を行っているとい

うようなことも聞いております。

そういうことで、今、具体的にこういうときにはこういう指導をしてもつくらない

ようにというきちんとしたものを持つことはちょっとできておりませんもんですから、

廃棄した後のことについてもちょっと、計画は出していただいておりますけど、その

後どうするんだということは、住民税務課のほうで計画を求めておりますけれども、

細かいところではちょっとまだできていないということはあります。

〇５ 番 （松村 利宏） 今回答いただきましたが、今回答いただいている内容は、いわゆる

中川村環境条例、その中の事業者の責務、第５条は「事業者は、環境の保全上の支障

を防止するため、事業活動を行うに当たっては、公害の防止対策、及び自然環境を保

全するために必要な措置を講ずる」というふうになっています。ここでは、今、先ほ

ど何も対策をしていないということであったので、こちらからまた質問して聞いてい

るわけですけれども、急斜面、そういうところ、もしくは斜面、いわゆるレッドゾー

ン、イエローゾーン、こういうところについては、これでは何も、勧告だけ――勧告っ

ていうか、お願いだけであって、何も統制はできていないということになります。こ

れは非常に重要なところの、防災上のところでは非常に重要になってきますので、一

定の行政指導っていうのを可能にするためにも法的根拠が必要だろうというふうに考

えています。これには、発電事業者に義務を課したり権利を制限させることはこれじゃ

できないっていうことです。また、指導を行う業者には手続等の負担も増え、指導に

従わない事業者には負担が生じないようにっていうような不公平な事態が生じる恐れ

があります。加えて、法のもとの平等を順守する必要があるため、地域内の事業者に

も地域外の事業者にも同一内容で行政指導する必要があるというふうに考えています。

行政指導に当たっては、法的根拠や判断基準を明示できるほうが望ましく、事業者や

地域住民に対しても透明性を確保できます。このため、村は早急に独自の条例、これ

を設定して、先ほど言ったレッドゾーン、イエローゾーン、こういうところに対する

設置をできないということを規模にかかわらず言えるのが必要になってくるかと思い

ます。これは、もう既に全国、群馬県の安中市でも条例を設定して、そういうことで

斜面には設置できないと。規模にかかわらずということを定めているところは幾らで

もあります。こういうことを検討する必要があると思っていますが、いかがでしょう
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か。

○村 長 長野県の中でも、今おっしゃるように、設置に関してのガイドラインでもって、ガ

イドラインを設けて、それに従う業者と従わない業者という違いが出ていると、これ

は公平性の問題も出てくるという、おっしゃるとおりだということを長野県も指摘を

しております。私も、そうだと思います。それを平等にきちんと根拠をもって、法律

という根拠をもって制限なり守らせる、平等に扱うには、一番いいのは設置に関して

の条例をクリアしていただく、そうでないと、これは設置ができないというふうに条

例で規定していくことが必要だというふうな立場を長野県は持っておりますし、現に、

そういうことで富士見町ですとか、10 月１日施行日みたいですけど、近隣では条例化

を図っているところがあるようでありますので、１つの材料として、これは考えてい

かざるを得んだろうというふうに思っております。

〇５ 番 （松村 利宏） 今後、３番目に行きますけども、発電量 10kw 以上の太陽光発電施設

の買い取り価格は、御存じのとおり 20 年間一定となっています。今後、設置から 20

年間経過した太陽光発電施設は、買い取り価格競争が停滞すれば太陽光発電事業の魅

力が薄れ、太陽光発電施設の廃棄とか放置につながる可能性があります。この廃棄物

による荒廃の拡大や土砂流出、水害発生等が予想されます。これを非常に防止するた

めにはいろんな対策を考えていかなきゃいけないと思いますが、これに対してはどの

ように考えていますか。

○村 長 廃棄物につきましては、先ほどちょっとお答えをしたようなところがありますけれ

ども、廃棄したものを自己の所有地に放置したり、使わないものを更新も撤去もせず

に放置することに関しては、現時点では法的な対応をとることが困難であると。村で

は美しい村づくり条例で規定は、周囲の景観を著しく阻害していると認められるとき

は、景観審議会に諮った上で所有地等を所有または管理する者に対して適正な管理を

要請または勧告することができるというふうに定めてはおりますので、当面これを活

用するしかないかなあというふうに思っております。こういった問題は各地で起こっ

ておるようでありますので、当村に限ったことではありませんから、空き家に関する

特別措置法のような国レベルでの何かこういう基準を持ったらというふうな、法に出

したらどうかというようなことを期待するところでございます。

〇５ 番 （松村 利宏） 今、回答いただきましたが、中川村の環境防止条例では、やはり言

われましたとおり、それを撤廃、事業者が万が一倒産して放置していったのを完全に

できるっていう規制も何もないと、読み取れることがそういうことになるかというふ

うに思っております。したがって、これも先ほど言いましたが、特別な条例を定めて、

この中で、もう設置する段階から、例えばこの規模であれば撤収するのに 200 万円か

かるといったら、これを 20 年間で積み立てていただくと、そのお金は村が管理すると

いうぐらいのことをやらないと、どういうことになるかというと、もう既に中川村で

20年前、15 年ぐらい前になりますかね、前回もちょっと一般質問させていただきまし

たが、153 号線沿いのああいい状況が今 29 カ所あると言われましたが、全部が全部と

は言いませんけれども、そういう状態になるっていうのは、もう想像できるんじゃな
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いかと、今後も増えていけば。先般、飯田で倒産されて、会社が今あったところあり

ますけれども、中川村の中ではうまく東京の会社のほうが引き継いでいただいたって

いう経緯があるんで、あれは非常にうまくいったとは思っていますけども、そういう

のを見ていくと、今ここでしっかりと条例を、そこの 20 年先、もしくは撤退するとき

の体制まで考えた条例しっかりつくってやっていくことが必要だというふうに思いま

すが、いかがでしょうか。

○村 長 通告に具体的に底まで踏み込んだ表現がありませんでしたので、ちょっと先ほどお

答えをしてしまいましたが、後段の議員の質問にも関連してまいりますので、後ほど

改めてそちらで質問された際にお答えをしたいと思っております。

〇５ 番 （松村 利宏） じゃあ、そこは次の方の質問の中で読み取らせていただきたいとい

うふうに思っています。

続きまして、長野県が管理する１級河川のうち県水防計画に定める重要水防区域を

有する河川で地域住民に関連する河川は、建設事務所から河川モニターが委嘱されて

います。この目的は、住民の河川保全意識の高揚と河川管理への協力ですが、その報

告先は河川事務所長となっています。

中川村は、河川モニターについてどのように考えておりますか。

〇建設水道課長 長野県が管理する１級河川のうち県の水防計画書に定める重要水防区域を有する村

内の河川は、保谷沢川、前沢川、坊ヶ沢川、日向沢川、南沢川、大谷沢川６河川となっ

ております。

毎年、長野県から依頼を受け、関係する地区総代宛てに河川モニターへの応募を依

頼しております。現在 11人の皆さんが伊那建設事務所長より委嘱を受け、河川施設の

異常や土砂堆積の状況等について報告をしていただいております。

この制度につきましては、県と地域住民が連携を図り河川を守ることを目的として

おり、それは地域住民の生命を守ることにつながり、防災・減災という観点からも大

変重要であると認識をしております。

〇５ 番 （松村 利宏） 今、回答いただきましたが、この中の河川モニターの設定は、今言

われましたが、村のほうから地区総代、これにお願いして、地区総代のほうから選ん

でいるということを、私も、ちょっとそこは確認しておりまして、今ありましたとお

り、小河川、それぞれの河川の防災・減災っていう観点では極めて重要なモニター制

度だというふうに思っています。これ、かなり重要なんで、やはり総代に任せていい

もんかっていう話が、ちょっと頭ん中でずっと考えていたんですけども、ずっと前か

ら。そのときに、やっぱ村である程度、適任者って言ったら失礼なんですけども、あ

る程度、河川工学というか、そういうのを経験してきた人とか、そういうのをやって

きた人とか、そういう人が地区にいるかどうかわからないですけども、そういう人が

いたら、そういう人をある程度、総代と相談しながらっていうのは当然ありますけど、

地区でやっていくのは大事だと思いますんで。それから、もしくは、ある程度村から

指定をして総代を通してやるとか。それと、あと期間を、多分長期間やられている方

もいるというふうに認識はしているんですけども、そういう中で、やはり、例えば５
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年と区切る、切れっていうわけじゃないんですけども、継続的にやることによって、

今回答いただいたいろんな河川の傷んでいる所とか、そういうのが非常にわかりやす

いと、わかって説明できながら、村当局とも、それから建設事務所との連携っていう

のができていくかというふうに思うんですが、そういうところについてはどうでしょ

うか。

〇建設水道課長 確かに経験値というものもある程度必要かなっていうところも出てくるかと思いま

す。ただ、本当にそういった方々がたくさんいるかどうかっていうのは、ちょっと難

しいかなっていうこともございますので、ちょっと今後そこら辺を含めた上で、ご意

見としていただきましたので、検討をしていきたいと思います。

〇５ 番 （松村 利宏） 非常に重要なことだと思いますんで、また、急げっていうわけじゃ

ないんで、よく見ながら検討いただきたいというように思います。

地区のほうにも、またしっかりとそういうのもやっていく必要があると思いますん

で、地区も案外、誰でもいいやっていう感じになっている可能性がありまして、ちょっ

と私の地区のところもどういうふうにしようかっていうんで、急に来たからって言っ

て、また申し送りがないとわからなくて、そういうところがありますので、しっかり

と村と連携とってやっていく必要があるかというふうに思っていますので、そういう

のも地区のほうにもまたお願いしていくっていうのも大事だと思います。

それから、昨年９月に一般質問で、要するに、今言われた河川のところで、特に中

川村村外、特に松川町とか飯島町とか、それから郡外、特にそういう境界線のところ

に入っているのが南向、それから葛島地区は余りないわけですけども、どちらかって

いうと片桐地区はかなりのところでそういうのが入ってきているところがありますの

で、そこのところはなかなか、60 年間っていう歴史の中で、なかなか難しいところが

あるのかなあという認識を見ています。これ、例えば 60 年前にそういうのはなかなか

難しかったわけなんでしょうけども、辰野町から飯田市、そこから南はちょっと難し

いところがあるわけですけど、そこまでの市町村の中で、そういう１級河川的な川を

全部見ていきますと、大体そこの川がばんだらいになって市町村が大体分かれている

と、ものすごい小さな川はちょっと別ですけど、例えば与田切、大田切、中田切、そ

れから松川、松川と、そのほかの河川も大体その範囲内に入っているという感じに思

うんですけれども、なぜか中川の片桐だけは、ばんだらいがもう複雑になり過ぎて、

どこを切られているかよくわからないという感じになっています。そういう観点で、

三六災害があって、それ以来、河川改修をしていただいているんで、今のところいい

とは言っていますが、これだけ降雨量が増えてきますと、いつどういう土砂災害とい

うのは起きてもおかしくないということが言えるかなあというふうに思います。そう

いうところで調整とか、そういうところを今後どのようにしていっていただいている

かというところをお聞きしたいというふうに思います。

〇建設水道課長 特に町村境をまたがったという河川かとは思います。確かに片桐のほうは、そういっ

た河川、飯島町さんとの境、また松川町さんとの境等の中では、県が管理いたします

１級河川が幾つかございます。そういった中で、５番議員さんご指摘のとおりなんで
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すけども、結構、地区の皆さん方も大変心配をしておりまして、そういった中では、

地区の要望からもそういったことがありますので、お聞きをしながら現地のほうへ一

緒に行ったことがございます。そういった中で、ちょっと町村境を超えたことにつき

ましては、たしか何年か前もあったんですけれども、県議会議員の方と一緒にうちと、

うちの建設課、それから松川町さんと合同で、下から上のほうに上がっていきまして、

確認をした上で手入れをしてもらったとか、そのようなこともございます。今、特に

飯島、松川、中川、大鹿村さんと連携をしながら、そういった情報も踏まえて、結構

そういう情報は、随時入った場合についてはすぐに、ちょっとこういう話があります

よっていうような形は、関係する町村には連絡をさせていただいて調整をしておりま

す。

また、それも当然なんですけれども、毎年、伊那建さんも飯田建さんも年１回、そ

ういった調査要望がございますので、そういった折には関係する町村のほうに要望を

出すようにお願いをしておりますし、うちのほうでも、そういったことが出ると思い

ますけどよろしくお願いしますねと、一応一言声をかけているところでございます。

〇５ 番 （松村 利宏） 今、それぞれ市町村、他町村、町、飯島町、松川町、それから伊那・

飯田建設事務所、こちらのほうとも連携をさらにとっていただくということでありま

す。

ちょっとここで、先般、パトロールを伊那建設事務所、この方が定期的にパトロー

ルへ来ているわけですけども、例えば保谷沢川あたりへ来ていたんで聞いてみました。

「上流のほうが傷んでいるんですけど。」と言ったら「いやあ、伊那の管轄じゃないん

で、我々は、もうそこから先は行けません。」とか言って、管轄のほうはよく見ていた

だいたんですけど。そうすると、道路がないような上流とかで、前沢川の上流のほう

で中川のところは道路がないところいっぱいあります。飯島町へ入っていくとかなり

あったり、いろいろしているところあるわけですけれども、平地部が多いんで。そう

いうところを見ていると、飯田の建設事務所からパトロールに来ている気配がないと

いうのが１個あるわけですよね。そういう観点でのやり方、要するに、先ほど言いま

した河川モニターも含めた、今回答いただきましたけれども、そういうところも含め

た定期的な、中川村、例えば飯島町だったり松川町だったり、それから伊那建設事務

所の人たちとか飯田建設事務所の人というので定期的に見られる体制。年に、それも

冬場は要らないんですね、逆に言うと。その場じゃないようなとき、夏場になると木

が茂っていてなかなか入っていけないところはあるかもしれませんけど、そういうの

を考えていく必要があるんだろうと思うんで、それは行政のほうも含めて議員のほう

もやっていかなきゃいけないっていうのもあるけですけれども、そういうところにつ

いてどうでしょうか。そういうのをうまくやっていけるっていうのを検討していかな

きゃいけないと思うんですが、どうでしょうか。

〇建設水道課長 絶対できるとは言えませんけれども、検討させていただきます。

〇５ 番 （松村 利宏） また建設事務所の方と調整するのはしょっちゅう、またやられてい

ると思うんで、そういう機会に逆にうまくお願いして、１回でも多くやっていって、
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早目の防災・減災をやっていくということが重要だと思いますんで、よろしくお願い

いたします。

続いて、2018 年の７月豪雨災害を受けて設定された政府の中央防災会議中央部会は、

住民はみずからの命はみずから守るという意識を持ってみずからの判断で適切に避難

行動をとれるようにと、これまでの行政主導の防災対策を住民生体に転換しました。

その上で、みずからの命はみずから守る意識が醸成された地域社会を構築するために

は子どものころから地域の災害リスクを知ることが重要だと小中学校での防災教育の

充実が拡大され、行政の取り組みが中心だったこれまでの防災対策を根本的に見直す

ことになりました。

小中学校ではもう既に防災教育をいろいろとやられていると思うんですが、最近や

られているような現況というのをちょっと教えていただきたいと思います。

〇教 育 長 小学校の防災教育では、まず安全な非難の仕方がわかって、落ち着いて安全に行動

できるということを狙いとしております。非常災害に対して年に４回の避難訓練を実

施し、校舎内から安全な場所へ避難するということ、それから、休み時間等、突然の

ことについてもみずから判断して安全に避難できる力を培っているところです。

小学校では、三六災害を教訓として子どもたちに伝えていくという一例として、西

小学校では、三六災害で大きな被害を受けた四徳へ山を越えて援助に行き活動した片

桐地区の消防団の人たちの活動や、それから有線放送で身の危険を押して人々に情報

を伝え続けたアナウンサーの方の活動、これを劇にして発表したというような実践が

ありまして、また、それから年を経てまたその実践を繰り返したというようなことも

ありました。このシナリオをもとに、また同じように劇を再現していく、伝えていく

ということも考えられるというふうに思っております。

中学校では、未曾有の非常事態に備え防災への関心を高め、行動訓練を重ねること

によって適切な判断力と冷静で迅速な行動により身を守ることができるようにする、

あわせて人の心の痛みや悲しみを感じ取り自分にできることを実践する心を育てると

いうことを狙いとして訓練を行っています。

地域の防災訓練に今年度、中学生が 26 名参加したというふうに報告を受けており

ます。小学生も家族と一緒に参加している、そういう様子が見られます。学校の防災

教育の主体的なあらわれとして、さらにこういうことが広がっていくように進めてい

きたいと思います。

〇５ 番 （松村 利宏） 今の現状はよくわかりましたが、最近、上伊那のＰＴＡ連合会と県

教職員組合上伊那郡支部が７月７日に上伊那郡教育講演会っていうんですかね、これ

を行って、宮城県南三陸町戸倉中学校に勤務していた被災した中学校教諭の菊田さ

んっていう方から災害への備えときずなの大切さということで、参加された方が先生

方でおられるかというふうに思うわけですけれども、この中で講師は災害の意識につ

いて自分の命は自分で守るということを強調され、自助には限界があるため、日ごろ

から地域とかかわり連携を図ることが大切ということと地域で災害に備えていく必要

性を訴えられたということを聞いております。今、先ほどありましたが、三六災害の
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ところも小学校で教育に取り入れられているというのを聞いておりますが、この中で、

災害を体験した子どもたちがいろんな思いをつづった災害の見方、どのような方法で

避難したかというのを生々しくつづった激流の声、伊那谷災害の記録編という資料が、

本にはなっていないわけですが残されているというところがありますので、こういう

実際に子どもたちが書いたっていうのは非常に参考になるかなあというふうに思いま

す。東日本大震災を見ても、やはりあの津波っていうのは過去に起きているわけです

ね、あの規模の津波は。そういうことで繰り返されているという、そういう記憶を途

絶えさせないためにも、この地区では、地域では、地震もありますけれども、ただ、

どの程度大きいかっていうのはまだわからないわけですけども、それよりも豪雨災害、

こちらっていうのは大事かと思いますんで、この辺のところをしっかりと取り入れて

いくっていうことが必要かと思うんですが、その観点ではどうでしょうか。

〇教 育 長 ご指摘の「濁流の子」、大事な資料だというふうに思いますので、それを扱ったりし

て考えていく、そういうことを試みていきたいというふうに思います。

〇５ 番 （松村 利宏） それから、今の災害の中でもいろいろ聞いていますと、訓練、どう

しても、特に小学校のところはどうしても室内っていうか、校舎内のところで、中学

になると地域へ出たり村の防災訓練にも行ったりしているっていうことですが、その

前にもう１個気をつけなきゃいけないのは通学途中。今ゲリラ豪雨とかで１時間に

100mm、もしくは、そういうのはもう全国で起きています。それから雷による豪雨、こ

れも非常に瞬時にぱっと降ってくる量が多くなっています、１時間当たりの雨量が

50mm60mm を超えてくる。そうすると、通学路のところの、そういうところの危険見積

もり、それに対する対策、そういうところの防災意識っていう、要するに自分の身は

自分で守るんだというところ、先ほど教育をいろいろやられているって言っていまし

たが、命を大切にするっていう観点で、そういうところは多分やられているとは思う

んですけれども、そういうところを付加していく必要があるかなあと、実際の通学路

のところを、そういう観点で、先ほどの教育っていう観点の中に入れていくっていう

のはどうでしょうか。

〇教 育 長 ４月、学校が始まって、新しい１年生、新入生が入るわけでありますけれども、そ

の時期に集団下校を取り入れまして、通学路について安全を確認しながら、また一定

のところまで地域の担当の教員もつきまして、そこを見ながら行くと、あるいは子ど

もを守る安心の家のところを確認したりしていくというようなことで取り組んでいる、

そんな状況であります。

〇５ 番 （松村 利宏） 非常に、今回答いただきましたが、やはり最初、１年生のときから

しっかりと通学路のところを見ておくというのが大事だと思います。当然、父兄の方、

先生方も１回は、特に先生方１回は見られていると思うんですけれども、やはり、逆

に天候の悪いときにそういうのを見ていただくっていうのが一番大事だと思うんです

よね。天候がいいときに幾ら見ても現場っていうのは全くわからないんで、そういう

ところを見て、当然、我々議員、もしくは地域の人たちも、通学路が本当に大丈夫な

のか、河川のところにちゃんと柵はあるのかと、そういうのを見ておかにゃいけない
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と思いますが、そういう視点でもう一回、我々もよくやらにゃいけないと思うんです

が、学校関係者の方もしっかりとやっていただければというふうに思います。

次に、各地区における避難所の開設、運営は地区住民が行う必要があります。この

ため、地区に住んでいる小中学生も避難所に避難するため避難所の開設、運営の手伝

いをお願いすることがあります。特にこれは先ほどありました中学生とか、小学校で

も５・６年生になると、もう非常にお手伝いしていただけるかなあというふうに思っ

ております。そういう小中学校における、先ほどの避難所の開設、運営っていう観点

でのところは、そのものの開設、運営はやらなくてもいいんですけど、そういう中で

の教育っていうか、現況っていうか、そういうのは何かやられているのかなあってい

うのをちょっとお聞きしたいと思います。

〇教 育 長 現状としては、避難所の開設、運営について指導しているということはありません

が、中学校では学校防災計画の中で避難所の開設及び運営について計画を策定してい

るというところであります。

中学校で防災教育の狙いとしている人の心の痛みや悲しみを感じ取り自分にできる

ことを実践する心を育てるという、このことが避難所に避難して地域の皆さんと生活

をともにするときにおのずからできることに取り組む、そういう行動につながるもの

というふうに考えておるところであります。

小学校についても、まず安全に避難できることを第一とした上で、避難所において

は学年段階に応じて自分にできることをお手伝いするというようなことを指導してい

きたいというふうに考えております。そういうボランティア精神や手伝いが自発的に

できる心といいますか、その形成を望んでいきたいというふうに考えております。

〇５ 番 （松村 利宏） 今言われました。やはり地域のためにボランティア活動やいろいろ

できるという、そういう気持ちっていうのが大事だと思いますんで、心が大事だと思

いますんで、その辺もしっかりと教育のほうへ取り入れていっていただければという

ふうに思います。

さらに、「喉元過ぎれば熱さを忘れる」っていうことわざがありますが、防災対策は

常に緊張感と継続性、これが非常に重要だと思いますんで、いつ災害が起きるかわか

りませんので、そういう観点でしっかりと教育のほうをやっていただければというふ

うに思います。

以上で終わります。

○議 長 これで松村利宏議員の一般質問を終わります。

本日の日程は全部終了しました。

本日は、これで散会とします。

お疲れさまでございました。

〇事務局長 ご起立願います。（一同起立）礼。（一同礼）

［午後４時２７分 散会］


